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（本書「はじめに」より）

・ 安定的な売上を上げるという経営の課題，チームワークをよくしたい，離職を防ぎ
たいなどの人の課題，これらを急務な課題として取り組んでいる歯科医院も多いと
思います（…）しかし，医院の環境整備には明確な手順とゴールがあり，実践する
ことで，整った医院環境は確実に手に入れられます．さらに整った環境下で取り組
む多くの課題は，散らかった環境で取り組むよりも解決しやすくなります．

・ 「散らかった歯科医院を片づけたい」「何度片づけをしてもすぐに散らかってしまう」
「片づけの手順がわからない」「他院でみた同じ収納用品を揃えてみたけれど何か違
う」　･･････本書は，そんな悩みをもつ歯科医院のための片づけ手順の本です！

第 1 章 なぜ歯科医院の片づけがうまくいかないのか？

第 2 章 人手不足をカバーする環境整備という選択

第 3 章 捨てない片づけ　職場環境デザインメソッド
 －片づけの基本的な考え方

第 4 章 歯科医院の片づけ手順
 －カテゴライズ・ゾーニング・ラベリングで整える環境整備メソッド

第 5 章 維持定着のための手順
 －綺麗が当たり前の院内文化のつくり方
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日本歯科医療管理学会雑誌　第 61巻第 1号　1（2026）

　平成 31年 4月に，故白圡清司理事長の急逝により理事長を拝命してから，足掛け 8年が経ちまし
た．この間，法人化後初の決算，理事長と大会長のダブル役職で迎えた日本歯科医療管理学会 60周年
記念行事と息をつく間もないうちに，突如，令和 2年 2月に新型コロナウイルス感染症の蔓延が始ま
りました．そのために，この年と次年度は，せっかく準備していただいた学術大会などを対面で行う
ことを中止していただくなど，心が折れるような日々が続きました．その後，徐々に回復していきま
したが，なんとか蔓延前のレベルに戻ったのは，令和 6年の札幌での大会でした．理事長就任中，さ
まざまな形で本学会運営のためにご尽力いただいた先生方に，改めて感謝と御礼を申し上げます．
　この間に，私自身は，日本大学を定年で退職しましたが，新型コロナウイルスによる規制などのた
めに，退職の会などを持つことなく，なんとなく，常勤から非常勤にかわり，学生の講義や指導を続
けてきました．そして，今秋には 70歳になり，今年度をもって本当の学生授業担当者からの引退がき
ます．学部学生から大学院生を経て，そのまま教員になり，約 40年になりますが，歯科界でのさまざ
まな場面でお声をかけていただき，30歳台から，都歯科医師会や日本歯科医師会をはじめ，厚生労働
省，文部科学省，東京都などでのさまざまな地域保健医療にかかわる仕事をお手伝いさせていただき
貴重な経験を得ることができました．さらに，いろいろなタイミングの関係でしょうが，45歳のとき
には，日本大学歯学部附属歯科衛生専門学校の校長を拝命し，厚労省所管から文科省所管への移管，
2年制から 3年制への移行をさせていただき，最終的には 9年間わたり専門学校の運営管理を学ばせ
ていただきました．
　さて，昨年 4月から，歯科をはじめ医療関係の大学・専門学校での授業等を継続しつつ，全く縁の
なかった「ウエディング・ホテル」の専門学校の校長をお受けすることとなりました．幸い，学生厚
生補導や教務管理は，今までの経験が役立ちましたが，他業界ですので，多くのことは一つひとつ周
りの教職員から習うことが始まりました．この業界は，医療界とは異なり，社会の経済状態・年代観
の感性の違いなどが直接影響する業界です．しかし，現場で起きていることをすぐにキャッチアップ
して対応するという医療管理の基本は役立っています．さらに，今まであまり直接お会いすることが
なかったさまざまな職種の方との面識を深めるうちに，地域における医療提供の理念とウエディン
グ・ホテル業界との共通点があるのではないかと感じました．「人生における大事なポイントや非日
常の空間を提供するウエディング・ホテルと身体的精神的な愁訴に対応する医療は，ともに人々を幸
せにする職種である」と考え，この根源に「ホスピタリティ」とあると確信しました．
　今日もまた，バタバタしながら新しい事柄を学ぶ喜びを感じています．

娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃巻　頭　言

70歳の手習い

日本歯科医療管理学会理事長
尾 﨑 哲 則
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日本歯科医療管理学会 2026年度総会・第 67回学術大会の開催を迎えて

第 67回日本歯科医療管理学会総会・学術大会
大会長　大 金 　 誠

【プロローグ】
　このたび，第 67回日本歯科医療管理学会総会・学術大会を関東甲信越歯科医療管理学会が主管で 2026年 7月
11日（土）・12日（日）の 2日間，神奈川県歯科医師会会館で開催する運びになりました（過去，東京周辺で開
催された学術大会はすべて大学の運営でした）．

―関東地方会ガンバリます―
　本学術大会のテーマは「歯科医療の明日そして未来」です．企画・立案の際，女性歯科従事者・新卒者（臨床
研修医）にも興味を持っていただける特別講演・シンポジウム・一般口演・ポスター各発表・企業展示等を考え
ています．

【開催要旨】
① はじめに，第67回日本歯科医療管理学会総会・学術大会＜神奈川大会＞の企画・立案・運営は神奈川県歯科医
師会と関東甲信越歯科医療管理学会の両組織が担当いたします．
② 2025年 7月に沖縄県那覇市で開催された第 66回学術大会のテーマは「2040年　未来に向けての羅針盤」でし
た．趣旨としては 2040年の時点での超高齢社会に対して求められる方向（羅針盤）を考えての討議でした．

③ 第 67回学術大会も沖縄大会の方向性を踏襲して『歯科医療の明日そして未来』を考えることをテーマとして開
催したく企画・立案いたしました．企画・立案にあたり留意した点は本会の 7割位は開業医で占められている
ことでした．

　考慮すべき事項を下記に列挙する．
　　（a） 歯科界の現況（歯科医師の高齢化・減少）
　　（b） 現況の把握・対応（大学入学受験生意識改革も含む）
　　（c） 明るい未来像についても探求する（コ・デンタルスタッフも含む）
　　（d） 歯科医療の 3本柱（教育・臨床・研究）を基本として，現在の医科・歯科大学の学生構成率の半数は女

子が占めていることも留意が必要．

【エピローグ】
① 会場は都内・羽田空港から 30分ちょっとの場所（横浜・JR桜木町駅徒歩 5分弱）です．また，プライベート
情報として横浜中華街から直通電車で新宿三丁目まで 1時間ちょっとで到着します．
② ぜひ，初夏の横浜で開催予定の第 67回学術大会に全国の会員の方々にご参集していただき，大会を盛り上げて
いただきたく関係者一同お待ちしております．

大会長挨拶
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日本歯科医療管理学会総会・学術大会開催記録

　　　　　　開催年月日　　　　　　　　開催地　　　　　　　　会　場　　　　　　　　　大会長

第　1　回　昭和 35年 10月 15日 熱海 小松旅館
第　2　回　昭和 36年　6　月 18日 東京 東京歯科大学
第　3　回　昭和 37年　5　月 19日 大阪 農林会館
第　4　回　昭和 38年　5　月 25日 広島
第　5　回　昭和 39年　6　月 13日 福岡
第　6　回　昭和 40年　5　月 21日 東京 都道府県会館
第　7　回　昭和 41年　5　月 21日 名古屋 愛知県産業貿易館
第　8　回　昭和 42年　5　月 20日 大分 ニューグランドホテル
第　9　回　昭和 43年　6　月 12日 東京 東京歯科大学
第 10回　昭和 44年　6　月 15日 大阪 歯科医師会館
第 11回　昭和 45年　4　月 12日 東京 歯科医師会館
第 12回　昭和 46年　5　月 16日 東京 歯科医師会館
第 13回　昭和 47年　5　月 28日 東京 東京医科歯科大学
第 14回　昭和 48年　5　月 26日 名古屋 愛知県歯科医師会館
第 15回　昭和 49年 10月　5　日 東京 東京歯科大学 関根　永滋
第 16回　昭和 50年　6　月 21日 東京 日本大学歯学部 新国　俊彦
第 17回　昭和 51年　6　月 26日 名古屋 愛知学院大学 岡本　清纓
第 18回　昭和 52年　5　月 14日 大阪 大阪歯科大学 白数美輝雄
第 19回　昭和 53年　6　月 24日 岐阜 岐阜歯科大学 梅本　芳夫
第 20回　昭和 54年　6　月 10日 新潟 日本歯科大学新潟歯学部 中原　　泉
第 21回　昭和 55年　5　月 24日 神奈川 神奈川歯科大学 久保　太郎
第 22回　昭和 56年　5　月 23日 福島 東北歯科大学 渡邉富士雄
第 23回　昭和 57年　5　月 22日 千葉 日本大学松戸歯学部 尾崎　　公
第 24回　昭和 58年　6　月 11，12日 福岡 福岡歯科大学 松本　洋一
第 25回　昭和 59年　6　月　9　，　10日 長野 松本歯科大学 加藤　倉三
第 26回　昭和 60年　6　月 15，16日 横浜 鶴見大学 石川　堯雄
第 27回　昭和 61年　6　月 20，21日 盛岡 岩手医科大学歯学部 石川富士郎
第 28回　昭和 62年　6　月 20，21日 名古屋 愛知学院大学 榊原悠紀田郎
第 29回　昭和 63年　6　月 18，19日 千葉 東京歯科大学 能美　光房
第 30回　平成元年　6　月 17，18日 東京 日本大学会館 森本　　基
第 31回　平成　2　年　6　月　2　，　　3　日 千葉 明海大学 宮田　　侑
第 32回　平成　3　年　6　月 22，23日 東京 日本歯科大学 中原　　爽
第 33回　平成　4　年　6　月 20，21日 福岡 九州歯科大学 嶋村　昭辰
第 34回　平成　5　年　6　月 19，20日 仙台 宮城県歯科医師会館 松尾　　學
第 35回　平成　6　年　6　月 18，19日 福島 奥羽大学 能美　光房
第 36回　平成　7　年　6　月 17，18日 名古屋 愛知学院大学 長谷川二郎
第 37回　平成　8　年　6　月 22，23日 神奈川 神奈川歯科大学 門脇　　稔
第 38回　平成　9　年　6　月 28，29日 横浜 鶴見大学 北村　中也
第 39回　平成 10年　7　月　4　，　　5　日 札幌 北海道歯科医師会館 松田　浩一
第 40回　平成 11年　7　月 10，11日 東京 主婦会館プラザエフ 江間誠一郎
第 41回　平成 12年　7　月 14，15日 盛岡 ホテルメトロポリタン盛岡 石橋　寛二
第 42回　平成 13年　7　月 14，15日 大阪 大阪歯科大学 神原　正樹
第 43回　平成 14年　7　月 13，14日 福岡 福岡県歯科医師会館 岩崎　庄市
第 44回　平成 15年　6　月 21，22日 名古屋 愛知学院大学 中垣　晴男
第 45回　平成 16年　6　月 26，27日 新潟 朱鷺メッセ 末髙　武彦
第 46回　平成 17年　6　月 25，26日 東京 品川区立総合区民会館きゅりあん 尾﨑　哲則
第 47回　平成 18年　7　月　1　，　　2　日 札幌 札幌プリンスホテル国際館パミール 川上　智史
第 48回　平成 19年　7　月 14，15日 長崎 長崎ブリックホール 道津　剛佑
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第 49回　平成 20年　7　月 12，13日 大阪 シティプラザ大阪 末瀬　一彦
第 50回　平成 21年　7　月 11，12日 東京 歯科医師会館 尾﨑　哲則
第 51回　平成 22年　7　月 10，11日 盛岡 いわて県民情報交流センター 米満　正美
第 52回　平成 23年　7　月　9　，10日 横浜 神奈川県歯科医師会館 平田　幸夫
第 53回　平成 24年　7　月　7　，　　8　日 那覇 沖縄県男女共同参画センター 比嘉　良喬
第 54回　平成 25年　6　月 29，30日 岐阜 朝日大学 磯﨑　篤則
第 55回　平成 26年　7　月 19，20日 札幌 ニューオータニイン札幌 越智　守生
第 56回　平成 27年　5　月 30，31日 岡山 岡山国際交流センター 酒井　昭則
第 57回　平成 28年　7　月 16，17日 東京 TKPガーデンシティ御茶ノ水 俣木　志朗
第 58回　平成 29年　7　月 15，16日 福岡 北九州国際会議場 西原　達次
第 59回　平成 30年　7　月 21，22日 新潟 日本歯科大学新潟生命歯学部 藤井　一維
第 60回　令和元年　7　月 14，15日 東京 日本大学歯学部 尾﨑　哲則
第 61回　令和　2　年　6　月 12～14日 奈良 誌上開催 玉川　裕夫
第 62回　令和　3　年　7　月 16～30日 徳島 Web開催 河野　文昭
第 63回　令和　4　年　6　月 17～19日 盛岡 いわて県民情報交流センター　　　　　 岸　　光男
第 64回　令和　5　年　7　月 14～16日 岐阜 じゅうろくプラザ 山内　六男
第 65回　令和　6　年　7　月 12～14日 札幌 共済ホール 越智　守生
第 66回　令和　7　年　7　月 18～20日 那覇 中小企業振興会館 比嘉　良喬
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2026年度認定医研修会のご案内
 一 般 社 団 法 人
 日本歯科医療管理学会
 認定医制度委員会

　2026年度認定医研修会を以下の要領で開催します．
　本研修会は，日本歯科医療管理学会認定医制度施行規則第 5条 2），第 11条 2）および日本歯科医療管理学会認
定士制度施行規則第 5条（2）の本学会が主催する認定医研修会に該当します．また，日本歯科医療管理学会指導
医制度施行規則第 6条（6）の認定医研修会に該当し，指導医申請時および指導医更新時までに 3回以上の参加が
必要です．

記

日　　時：2026年 7月 11日（土）15：20～16：25
会　　場：神奈川県歯科医師会館　講演会場
参　加　費：会　員　　3,000円
　　　　　非会員　　5,000円

講演テーマと講師：「これからの歯科医療管理」
　　　　　　　　　日本歯科医療管理学会新理事長　柴垣博一
　　　　　　　　　「「歯科医療管理」が歩んできた今までと今後」
　　　　　　　　　日本歯科医療管理学会前理事長　尾﨑哲則

お申込み方法：事前登録は締め切りました．
　当日参加を希望される方は，学会事務局（jimukyoku@jsdpa.gr.jp）までご一報ください．
　※事前登録された方でも，期日までにご入金のない場合は参加登録完了となりませんのでご注意ください．
　※入金後にキャンセルされましても，参加費の返金はできません．あらかじめご了承ください．

その他：
　受講証は，認定医，指導医および認定士申請，更新時に必要ですので各自で保管ください．
 以上

　一般社団法人日本歯科医療管理学会事務局
　〒 170‒0003　東京都豊島区駒込 1‒43‒9　駒込 TSビル 4階（一財）口腔保健協会内
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お知らせとお願い

1．概要と日程
会　　　期：2026年 7月 11日（土）・12日（日）
会　　　場：神奈川県歯科医師会館
　　　　　　〒 231‒0013　横浜市中区住吉町 6丁目 68番地
大会テーマ：歯科医療の明日そして未来

2．参加者の方へ
当日参加登録受付
参加登録は，7月 11日（土）は 8：30より，12日（日）は 8：30より行います．参加申込書に必要事項をご記入
後，神奈川県歯科医師会館 5階の当日登録受付で参加費をお支払いいただき，参加章，プログラム・抄録集をお
受け取りください．

事前参加登録の方へ
当日は事前登録受付にて参加章とプログラム・抄録集をお受け取りください．

会員参加懇親会
当日参加希望の方は当日受付にてお申込みください．懇親会は参加定員が 120名となっております．定員に達し
た場合，受付を締め切ることがございますのであらかじめご了承ください．

認定医申請ならびに更新予定の方へ
学術大会参加章ならびに認定医研修会受講証は，認定医・指導医の申請ならびに更新時に必要ですので，各自で
保管してください．

企業展示
7月 11日（土）10：00～17：00，7月 12日（日）9：00～16：00に神奈川県歯科医師会館 5階にて企業展示を
行っております．

クローク
神奈川県歯科医師会館 5階にて 7月 11日（土）8：30～17：00，7月 12日（日）8：30～16：00まで，お荷物を
お預かりいたします．

宿泊
大会事務局からの宿泊施設の紹介等は行いません．参加者ご自身で手配いただくようお願いいたします．

参加者区分 参加費 懇親会費
会員 12,000円 12,000円
非会員 14,000円 12,000円

コ・デンタル 5,000円 12,000円
研修医・大学院生 5,000円 12,000円
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3．発表の方へ
口頭発表
　 1 ）発表会場は，神奈川県歯科医師会館 5階です．
　 2 ）発表時間は，発表 7分，討論 2分です．時間厳守でお願いいたします．
　 3 ）発表者は，発表 10分前までに会場前方の次演者席にお着きください．
　 4 ）プロジェクター 1台，スクリーンは 1面使用です．動画や音声出力，DVDは使用できません．
　 5 ） 発表は自前データ持ち込みもしくはご自身の PCを当日ご持参ください．PC受付は B1F大会議室内前方

のオペレーター卓で行います．
［発表データ形式について］
　① 大会事務局で用意している PCはWindows11（Power Point 2022）です．
　② フォントは標準装備されているものをお使いください（游ゴシック，游明朝，MS明朝，MSゴシック，MSP

明朝，MSPゴシック，Times New Roman，Century等）．特殊なフォントを使用されますと代替フォント
が使用され，レイアウトが崩れることがあります．特殊なフォントをお使いになるときは画像化し，オブ
ジェクトとして貼り付けてください．ご発表スライドは 16：9にて作成ください．会場スクリーンの画面比
率は 16：9となります．4：3でも投影は可能ですが，16：9を推奨いたします．スムーズな進行のために，
PowerPoint付属機能の「発表者ツール」の使用はお控えください．

［データ事前提出］
　7月 7日（火）午後 5時までに E‒mail：koizumi@issei-print.co.jp（運営サポート）へファイル転送サービスも
しくはメール添付にてお送りください．
　① 提出が間に合わない場合は，大会前日の 7月 10日（金）16：00から 17：00の間に B1F大会議室内前方の
オペレーター卓に発表データを提出してください．

　　 ファイル名には演題番号・筆頭演者名をつけてください．発表データにほかのデータをリンクされている場
合には，必ずもとのデータを同じフォルダに保存してご持参ください．

　② USBフラッシュメモリに保存してご持参ください．CD‒RまたはMOなどそのほかのメディアには対応して
おりません．

　③ コピーした発表データにつきましては，発表終了後，事務局で責任を持って削除いたします．
［PC持込の場合］
　① 発表の 30分前までに，大会議室内前方のオペレーター卓にて動作チェックをお済ませください．
　② 発表の 15分前までに，大会議室内前方のオペレーター卓にご持参の PCをお預けください．
　③ 12日（日）午前にご発表の方は，できるかぎり前日に受付をお済ませください．
　④ PC本体持込の場合には，HDMI端子に接続いたします．外部出力用に特殊なコネクターが必要な場合は，

そのコネクターを必ずご持参ください．
　⑤ PCのスリープ機能やスクリーンセーバーの設定は事前に解除してください．
　⑥ トラブルの原因となりますので，ACアダプターは必ずご持参ください．
　⑦ スライドの進行は演台設置の PCでご自身で行ってください．
　⑧ PCトラブルに備え，USBフラッシュメモリに保存した発表データを別途ご持参ください．
　⑨ 発表終了後，大会議室内前方のオペレーター卓にて PCを返却いたします．

ポスター発表
　 1 ）ポスター会場は，神奈川県歯科医師会館 5階です．
　 2 ）ポスターは 7月 11日（土）・12日（日）の 2日間通して展示していただきます．
　 3 ） ポスターサイズは縦 210 cm×横 90 cmの範囲で，上部に演題名，氏名，所属（縦 20 cm×横 70 cm），下

部に発表内容（縦 180 cm×横 90 cm）をご準備ください．
　 4 ）パネルには大会事務局であらかじめ演題番号（縦 20 cm×横 20 cm）を掲示します．
　 5 ）展示に必要なピンは大会事務局で準備いたします．
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　 6 ） 発表者用リボンはポスターボードにあらかじめ貼り付けてあ
ります．討論時間中は，発表者はリボンを着用してください．

　 7 ） ポスターの貼付，発表，撤収は下記の時間帯に行ってください．
　　①ポスター貼付
　　　7月 11日（土）9：00～10：00（所定の位置に貼付願います）
　　②ポスター発表
　　　7月 12日（日）9：00～10：20
　　　 演者は上記の時間に発表者用リボンを着用し，ご自身のポス

ター前で待機してください．
　　　 ポスター発表者はプログラムに記載のグループごとに，発表

および質疑応答を行います．担当の座長が発表ポスターを順
番に回りますので，座長の指示に従い発表を行ってください．

　　　 発表時間は，発表 5分，討論 2分です．発表終了後はフリー
ディスカッションといたしますので，ポスター前に引き続き
待機し，参加者と質疑応答を行ってください．

　　③ポスター撤収
　　　 7月 12日（日）15：30～16：00（撤去されない場合は大会事

務局で処分します）

利益相反（COI）開示について
口演発表では，タイトルスライドの後（2枚目）に発表に関する利益相反（COI）状態を開示し，ポスター発表
では，ポスターの最下部に COI状態を開示してください．

4．座長の先生方へ
　 1 ）座長の先生におかれましては，時間厳守のうえ，活発な討論となるようお願いいたします．
　 2 ） 口演発表座長の先生は，担当時間の 10分前までに次座長席へお越しください．発表時間は，発表 7分，討

論 2分ですので時間内に終了するようお願いします．
　 3 ） ポスター発表座長の先生は，ポスター発表時間の10分前までにポスター会場前のポスター受付にお越しく

ださい．発表時間は，発表 5分，討論 2分ですので時間内に終了するようお願いします．
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5．大会運営事務局および大会事務局
　　【運営事務局】
　　　第 67回日本歯科医療管理学会総会・学術大会　運営事務局
　　　〒 170‒0003　東京都豊島区駒込 1‒43‒9駒込 TSビル 402
　　　（一財）口腔保健協会コンベンション事業部内
　　　TEL：03‒3947‒8761　FAX：03‒3947‒8341
　　　E‒mail：jsdpa67@kokuhoken.jp

　　【大会事務局】
　　　七沢歯科医院
　　　関東甲信越歯科医療管理学会事務局
　　　〒 400‒0822　山梨県甲府市里吉 4‒8‒35
　　　TEL：055‒232‒1811　FAX：055‒235‒3138

会場案内
会場アクセス
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会場見取り図
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第 67回日本歯科医療管理学会総会・学術大会プログラム
＜会場＞神奈川県歯科医師会館
総合受付：5F研修室
クローク：5F中会議室前（休憩室）ロビー奥
ポスター会場：5F研修室
講演会場：B1F大会議室
企業展示会場：5F研修室
休憩室：5F中会議室
役員・講師等控室：6F

7月 11日（土）
 8：30　　　　　受付開始（総合受付）
 9：15～ 9：45　開会式・会務報告（講演会場）
10：00～17：00　企業展示（企業展示会場）
 9：00～10：00　ポスター貼付（ポスター会場）
10：00～17：00　ポスター閲覧（ポスター会場）

10：00～10：45　アピール講演（講演会場）
【座長：今宮圭太先生（大会準備委員長/神奈川県歯科医師会）・林　昌二先生（大会実行委員長/関東地方会）】
　「航空から学ぶ医療のヒューマンエラー対策」
　　　　　進　俊則先生（日本航空機操縦士協会会長）

10：50～12：10　一般口演①（講演会場）
第 1グループ【座長：寺崎浩也先生（神奈川県歯科医師会）】

O‒1．親の歯科医院を「承継する・しない」の選択要因に関する分析―全国アンケート調査結果から―
○黒木祐吾，横山佳子，後藤哲人，三須邦彦，串田祥生，枡岡浩二，今宮圭太，長崎康俊，守屋義雄， 
尾﨑哲則 1）

　神奈川県歯科医師会医療管理委員会，1） 日本大学
O‒2．歯科医院閉院が地域歯科医療アクセスに及ぼす影響―最寄り歯科医院までの距離に着目した検討―
○後藤哲人，黒木祐吾，横山佳子，三須邦彦，枡岡浩二，深田里佳，今宮圭太，長崎康俊，守屋義雄， 
尾﨑哲則 1）

　神奈川県歯科医師会医療管理委員会，1） 日本大学
O‒3．歯科医院承継の実態調査　誰から ?　いくらで？　―全国アンケート調査結果から―
○三須邦彦，黒木祐吾，横山佳子，後藤哲人，枡岡浩二，岡本和弥，今宮圭太，長崎康俊，守屋義雄， 
尾﨑哲則 1）

　神奈川県歯科医師会医療管理委員会，1） 日本大学
O‒4．歯科医院承継における歯科医師の意識調査―全国アンケート調査結果から―
○枡岡浩二，黒木祐吾，横山佳子，三須邦彦，後藤哲人，深田里佳，今宮圭太，長崎康俊，守屋義雄， 
尾﨑哲則 1）

　神奈川県歯科医師会医療管理委員会，1） 日本大学
O‒5． GISを用いた歯科医療機関閉院に伴う最短通院距離の変化に関する定量的考察 

―中国 5県歯科医療機関分布に関する未来シミュレーションを活用した島根県の事例として―
○檜谷邦茂 1,2），池田実央 2），石戸善一郎 2），森本徳明 2），山中友之 2），末森一彦 2），澄川裕之 2）

　1） 小さな拠点ネットワーク研究所，2） 中国地域歯科医療管理学会
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第 2グループ【座長：赤井淳二先生（関東地方会）】
O‒6． 歯科医師における医事紛争・苦情対応の実態 

―リスクマネジメントセミナー参加者へのアンケート調査―
〇千葉高大，今野賢克，清野浩昭，三浦啓伸，山田　真，小菅　玲
　仙台歯科医師会

O‒7．フルタイム歯科医師の男女間賃金差異に関する一分析
○五十嵐　公
　東京科学大学歯学部

O‒8．歯科衛生士および歯科技工士の就業実態に関する海外比較
〇末瀬一彦，高橋英登，恒石美登里 1）

　日本歯科医師会，1） 国立保健医療科学院
O‒9．都道府県を単位とした歯科診療所における勤務医と開設者の経年推移および関連要因
〇恒石美登里，山本龍生 1），大島克郎 2），田野ルミ，福田英輝，末瀬一彦 3），高橋英登 3）

　国立保健医療科学院，1） 神奈川歯科大学，2） 日本歯科大学，3） 日本歯科医師会

12：20～13：05　ランチョンセミナー（講演会場）
【座長：七沢久子先生（関東地方会）・林　昌二先生（大会実行委員長）】
　「歯医者さんのキャッチフレーズ，ロゴ・マークをつくる―新しきこと，珍しきこと，面白きこと―」
　　　　　若林　覚先生（元サントリー美術館副館長・支配人，元練馬区立美術館長）

13：20～15：05　一般口演②（講演会場）
第 3グループ【座長：弥郡彰彦先生（神奈川県歯科医師会）】

O‒10． 平塚市の診療所における 18年間の歯科受診状況の変遷 
―高齢化に伴い顕在化した課題と，実情に即した診療環境への適応―

〇杉田武士，久保田　守
　久保田歯科医院（神奈川県平塚市）

O‒11．医科における歯牙等損傷へのリスクマネジメント―医科歯科連携によるマニュアル作成―
〇小林洋子，倉内美智子，渡辺　隼
　東北大学病院特殊診療施設歯科医療管理部

O‒12．宿泊旅行・出張時の歯ブラシ持参行動と口腔保健行動・環境への配慮に関する研究
○林田尚斗，田中とも子，荒木萌花，堀江哲郎，山下万美子，相澤直依 1），大島克郎，藤井一維 2）

　日本歯科大学生命歯学部衛生学講座，1） 日本歯科大学東京短期大学，2） 日本歯科大学
O‒13． 歯学部附属病院の歯科医師を対象とした適切な診療録作成に関するワークショップの開催報告および 

アンケート調査結果について
○石井瑞樹，髙田正典 1），藤井一維 2）

　日本歯科大学新潟病院総合診療科，1） 日本歯科大学在宅ケア新潟クリニック，2） 日本歯科大学

第 4グループ【座長：伊東昌俊先生（関東地方会）】
O‒14．訪問歯科診療におけるオンライン診療の有用性の検討
○髙田正典，白野美和 1），吉岡裕雄 1），石井瑞樹 2），藤井一維 3）

　日本歯科大学在宅ケア新潟クリニック，1） 日本歯科大学新潟病院訪問歯科口腔ケア科， 
2） 日本歯科大学新潟病院総合診療科，3） 日本歯科大学

O‒15．歯科医療における心肺蘇生/救急対応の発生頻度の一考察
○山崎信也，若松慶一郎，佐藤　光，安部将太，川合宏仁
　奥羽大学歯学部附属病院歯科麻酔科
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O‒16．令和 8年　川崎市歯科医師会における救急薬剤に関する意識調査
○藤波一典，松山知明，杉之内俊郎，中川貴志，海野倫明，林　茂雄，宇治野　聖，伊藤準之助
　川崎市歯科医師会医療管理部委員会

第 5グループ【座長：勝部直人先生（関東地方会）】
O‒17．オーラルフレイルと医療費との関連
〇玉木直文，楠　一文 1），山下大輔 1），栄　千登美 1）

　鹿児島大学大学院医歯学総合研究科予防歯科学講座，1） 鹿児島県歯科医師会
O‒18．歯科診療所管理者による歯科医療界の医療安全・感染防止対策の評価と自身の取組みとの関係
〇吉森和宏
　千葉県衛生研究所

O‒19． 二次医療圏における歯科診療所密度と総点数（施設当たり・人口当たり）との関連 
―NDBオープンデータを用いた横断的分析―

○安藤雄一，田野ルミ 1），福田英輝 2），恒石美登里
　国立保健医療科学院，1） 国立保健医療科学院生涯健康研究部，2） 国立保健医療科学院公衆衛生政策研究部

O‒20．COVID‒19流行下における歯科口腔保健事業の実施状況と関連要因：ニューラルネットワーク解析
○大島克郎，福田英輝 1）

　日本歯科大学生命歯学部衛生学講座，1） 国立保健医療科学院

15：20～16：25　教育講演（認定医研修会指定講演）（講演会場）
【座長：藤井一維先生（日本歯科医療管理学会副理事長/日本歯科大学学長）】
　「これからの歯科医療管理」
　　　　　柴垣博一先生（日本歯科医療管理学会新理事長）
　「「歯科医療管理」が歩んできた今までと今後」
　　　　　尾﨑哲則先生（日本歯科医療管理学会前理事長）

16：30～17：30　特別講演（講演会場）
【座長：柴垣博一先生（日本歯科医療管理学会理事長）】
　「厳しい歯科界を救うのは医療管理学！！」
　　　　　髙橋英登先生（日本歯科医師会会長）

18：30～20：30　 懇親会（会員参加）桜木町・アパホテル） 
＜当日午前中まで参加申込可＞
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7月 12日（日）
 8：30　　　　　受付開始（総合受付）
 8：20～ 8：45　関東甲信越歯科医療管理学会 2026年度総会（5F・中会議室）
 9：00～16：00　企業展示（企業展示会場）
 9：00～15：30　ポスター閲覧（ポスター会場）
 9：00～10：20　ポスター討論（ポスター会場）
15：55～16：00　閉会式（講演会場）

9：00～10：20 ポスター討論＜2Way Type＞（ポスター会場）
第 1グループ【座長：七沢久子先生（関東地方会）】

P‒1．愛知県における歯科診療所の継続に関連する諸因子
○外山敦史，竹内克豊，中根敏盛，冨田健嗣，安江一紀，内藤真理子 1），平田創一郎 2）

　愛知県歯科医師会，1） 広島大学大学院医系科学研究科口腔保健疫学，2） 東京歯科大学社会歯科学講座
P‒2．神奈川県歯科医院における医院承継の実態と課題
○串田祥生，横山佳子，黒木祐吾，深田里佳，枡岡浩二，瀬野　登，今宮圭太，長崎康俊，守屋義雄 ， 
尾﨑哲則 1）

　神奈川県歯科医師会医療管理委員会，1） 日本大学
P‒3．神奈川県における歯科医院開業地選択と事業承継の構造的関連に関する分析
〇深田里佳，横山佳子，黒木祐吾，串田祥生，平野哲也，神谷洋子，今宮圭太，長崎康俊，守屋義雄 ， 
尾﨑哲則 1）

　神奈川県歯科医師会医療管理委員会，1） 日本大学
P‒4．神奈川県における歯科医院の新規開業と歯科医業承継の比較研究

―レセプト枚数からみた 1年後・5年後の経営動向分析―
〇横山佳子，黒木祐吾，深田里佳，串田祥生，山下　宗，神部哲哉，今宮圭太，長崎康俊，守屋義雄， 
尾﨑哲則 1）

　神奈川県歯科医師会医療管理委員会，1） 日本大学

第 2グループ【座長：長崎康俊先生（神奈川県歯科医師会）】
P‒5．鹿児島大学病院歯科における保険診療の適切な実施に対する取り組みについて
○志野久美子，大戸敬之，松本祐子，吉田礼子，田口則宏
　鹿児島大学学術研究院医歯学域鹿児島大学病院歯科総合診療部

P‒6．令和 8年度医療技術評価提案書評価の歯科関連技術についての検討
〇小野瀬祐紀，小野清一郎，乾　明成，髙橋義一，高柳篤史，田代宗嗣，外山敦史，成田俊英，堀川晴久， 
上條英之
　日本歯科医療管理学会医療保険委員会

P‒7．諸外国の医療保障制度・歯科医療資源についての比較
○大島克郎，石塚洋一 1），福田英輝 2）

　日本歯科大学生命歯学部衛生学講座，1） 東京歯科大学衛生学講座，2） 国立保健医療科学院
P‒8．都道府県別にみた医療訴訟発生率の経年推移と地域差に関する検討
〇鈴木（坂爪）陽香，小椋正之 1），鈴木　到，田口千恵子，長島輝明，山田　孝，有川量崇
　日本大学松戸歯学部衛生学講座，1） 日本大学松戸歯学部歯科医療管理学講座
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第 3グループ【座長：福澤京子先生（関東地方会）】
P‒9．岡山県における医療への受診のしやすさと地域支援型多機能歯科診療所の役割に関する検討
○大坪昂平，小山峻ノ佑，樋山めぐみ，岡本佳明
　ひまわり歯科（広島県安芸郡）

P‒10．継続専門研修における大学自己研鑽施設の活用の可能性
○鶴田　潤
　東京科学大学ヘルスケア教育機構

P‒11．わが国の歯科技工士国家試験からみた歯科技工士養成の課題
〇大島克郎，日髙勝美 1），安井利一 1），藤井一維 2）

　日本歯科大学東京短期大学，1） 歯科医療振興財団，2） 日本歯科大学
P‒12．JDAT（日本災害歯科支援チーム）標準研修会（地域開催）の報告（令和 6・7年実施）
○中久木康一
　東北大学大学院歯学研究科災害・環境歯学研究センター，日本災害歯科保健医療連絡協議会WG

第 4グループ【座長：久保田順子先生（関東地方会）】
P‒13．歯科治療適応困難患者に特化した一次医療機関の初診患者の動向　第 2報
〇我妻祥佳，佐々木重夫
　すやすや歯科（埼玉県久喜市）

P‒14．遺伝性症候群を有する患児に全身麻酔を施行した 1症例
〇佐藤　光，若松慶一郎，安部将太，吉田健司，山崎信也，川合宏仁
　奥羽大学歯学部附属病院歯科麻酔科

P‒15．当院における全身麻酔下歯科治療の実態報告
〇小山峻ノ佑，樋山めぐみ，大坪昂平，岡本佳明
　ひまわり歯科（広島県安芸郡）

P‒16．歯科医療における患者の不満および要望に関する質的研究
○萩野礼子，則武加奈子 1）

　おはぎ在宅デンタルクリニック，1） 東京科学大学歯学教育システム評価学分野

10：30～12：00　シンポジウム 2‒1（講演会場）
【座長：林　昌二先生（大会実行委員長）・合場千佳子（関東地方会）】
 企画：関東甲信越歯科医療管理学会
女性の活躍編（ダブルライセンス）
　「ピンチを感じた時にこそ，チャンスが生まれる」
　　　　　呉橋美紀先生（東京都開業・西馬込駅前クリニック歯科）
　「訪問歯科医師と訪問歯科衛生士の現実そして未来」
　　　　　浮谷得子先生（千葉県開業・浮谷歯科医院）
　「法歯学分野における現場から人材育成への展開」
　　　　　斎藤久子先生（東京科学大学大学院医歯学総合研究科法歯学分野准教授）
　「歯科衛生士から法歯学へ，そして歯科医師へ―ダブルライセンスが拓く女性のキャリア―」
　　　　　小出さくら氏（昭和医科大学歯学部 2年生）
　「人と関わることが好きな私が選んだ道」
　　　　　古野満理佳氏（東京科学大学歯学部 5年生）
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12：15～13：00　ランチョンセミナー（講演会場）
【座長：大金　誠先生（大会長/関東地方会会長）】
　「口腔から全身を支える歯科へ―医科歯科連携時代の新たな役割―」
　　　　　淀江晃太郎氏（株式会社バイオガイア副社長，バイオガイアアカデミー校長）

13：10～14：00　基調講演：医療法・法令（講演会場）
【座長：上條英之先生（関東地方会）】
　「医療法改正とこれからの医療制度の展開」
　　　　　西嶋康浩先生（厚生労働省医政局地域医療計画課長）

14：15～15：45　シンポジウム 2‒2（講演会場）
【座長：守屋義雄先生（大会名誉会長/神奈川県歯科医師会会長）】
 企画：神奈川県歯科医師会
医業承継に関する現状および課題の比較と分析
　　　　　木村哲也先生　（大分県歯科医師会会長）
　　　　　桑名良尚先生　（三重県歯科医師会常務理事/日本歯科医師会医療管理委員会委員長）
　　　　　今宮圭太先生　（神奈川県歯科医師会専務理事）
　　　　　寺島多美子先生（日本歯科医師会常務理事）

15：55～16：00　閉会式（講演会場）・集合写真撮影



講演抄録集

特 　 別 　 講 　 演
基 　 調 　 講 　 演
ア　 ピ　 ー　 ル　 講　 演
シ　 ン　 ポ　 ジ　 ウ　 ム
ランチョンセミナー
教育講演（認定医研修会）
口 　 演 　 発 　 表
ポ　 ス　 タ　 ー　 発　 表

特  別  講  演
基  調  講  演
アピール講演
シンポジウム

ランチョンセミナー
教育講演（認定医研修会）

口 演 発 表
O—1～20

ポスター発表
P—1～16
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厳しい歯科界を救うのは医療管理学‼

高橋　英登
公益社団法人日本歯科医師会会長

　近年，歯科医療を取り巻く環境は急速に変化している．物価高騰は歯科材料・器械，医療機器の調達コストを
押し上げ，中東情勢の不安定化による物流停滞は，歯科医療に不可欠な物資の供給に遅延や不足を生じさせてい
る．こうした外的要因は，地域医療を支える歯科診療所の経営基盤を揺るがし，国民の口腔健康の維持に影響を
及ぼしつつある．政府首脳からも，国際情勢が国内の物価や供給網に与える影響について言及がなされ，医療分
野における持続可能な体制構築の必要性が示されている．
　このような状況下で，歯科界が従来の「診療技術中心」の発想だけで現場を守り抜くことは困難である．歯科
医療は高度な専門技術に支えられているが，その提供体制を維持するためには，経営や組織運営を科学的に捉え
る視点が不可欠である．限られた資源を最大限に活用し，診療の質を損なうことなく安定した運営を実現するた
めには，「医療管理学」の知見を積極的に取り入れる必要がある．
　医療管理学は，経営効率化，在庫管理，人的資源管理，データに基づく意思決定など，医療機関の運営を体系
的に支える学問領域である．歯科医療の現場においても，材料費の高騰や人材確保の難しさ，地域ニーズの多様
化といった課題に対し，管理学的アプローチは大きな力を発揮する．特に，物資不足が生じやすい現在の環境で
は，在庫管理や調達戦略の最適化は診療継続の生命線となる．また，スタッフの働き方改革や業務効率化は，患
者サービスの向上と経営の安定化を図るうえで欠かすことができない．
　歯科医療の安全性向上や地域連携の強化，経営の最適化といった課題は，すでに学術的にも重要性が認識され
ており，医療管理の知見を歯科領域に応用する取り組みが進んでいる．これらの研究成果は，地域包括ケアシス
テムのなかで歯科が果たすべき役割を再定義し，持続可能な歯科医療体制の構築に向けた指針を与えるものであ
る．歯科医療が地域社会において不可欠な存在であり続けるためには，医療と経営の両面から質を高める努力が
求められる．
　医療管理学の導入は，外部環境の変動に強い歯科医療体制を構築するだけでなく，国民に対して歯科医療の価
値をより明確に伝える基盤にもなる．人口構造の変化や地域医療の再編が進むなかで，歯科医療が果たすべき役
割は確実に拡大しており，その実現には，診療技術とともに経営の視点を備えた総合的な運営力が不可欠である．
　本講演では，歯科界が直面する課題を俯瞰しつつ，医療管理学が提供する具体的な解決策を提示する．厳しい
時代だからこそ，科学的な管理手法を取り入れ，歯科医療の未来を自ら切り拓く姿勢が求められている．医療管
理学は，これからの歯科界を支える重要な基盤となる‼

特別講演
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現　職
公益社団法人日本歯科医師会会長
公益財団法人 8020推進財団理事長
日本歯科大学生命歯学部客員教授
鶴見大学歯学部臨床教授
松本歯科大学客員教授
医療法人社団慧医会理事長

略　歴
1977年　日本歯科大学歯学部卒業
　　　　　日本歯科大学歯学部歯科補綴学教室第Ⅱ講座入局
1979年　東京都杉並区に井荻歯科医院開設
1985年　金属と陶材の溶着に関する研究で歯学博士授与
1987年　日本歯科大学歯学部歯科補綴学教室第 2講座講師
1988年　東京都国民健康保険診療報酬審査委員（～2000年）
　　　　　日本接着歯学会編集委員（～2000年）
1993年　日本補綴歯科学会指導医認定
1995年　日本歯科医師会生涯研修講師（1995～1996年）
2001年　 日本歯科医師会診療情報提供に関する検討委員会委

員（～2002年）
　　　　　日本接着歯学会理事（～2009年）
2003年　 東京都杉並区歯科医師会理事（学術担当）（～2005年

3月）
　　　　　東京都歯科医師会保険指導員（～2007年 3月）
2006年　日本歯科医師会社会保険委員会委員（～2013年 6月）
2007年　東京都杉並区歯科医師会会長（～2013年 6月）
　　　　　日本歯科医師連盟常任理事（～2013年 6月）
　　　　　 日本歯科医師会国民歯科医療のあるべき姿委員会委

員（～2010年）

　
2010年　日本接着歯学会副会長（～2014年 3月）
2011年　 杉並区歯科保健医療センターセンター長（～2013年 6

月）
　　　　　日本歯科大学校友会常務理事（～2014年 12月）
　　　　　日本歯科大学生命歯学部客員教授（現在にいたる）
2013年　東京都歯科医師連盟会長（～2017年 6月）
　　　　　日本歯科医師連盟副会長（～2015年 6月）
2015年　日本歯科医師連盟会長（～2023年 6月）
2019年　医療法人社団慧医会理事長就任
2022年　鶴見大学歯学部臨床教授（現在にいたる）
2023年　松本歯科大学客員教授（現在にいたる）
　　　　　公益社団法人日本歯科医師会会長（現在にいたる）
　　　　　公益財団法人 8020推進財団理事長（現在にいたる）
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医療法改正とこれからの医療制度の展開

西嶋　康浩
厚生労働省医政局地域医療計画課長

　医療提供体制については，85歳以上の高齢者の増加や人口減少がさらに進む 2040年以降においても，すべて
の地域・すべての世代の患者が，適切な医療・介護を受け，必要に応じて入院し，日常生活に戻ることができ，
同時に，医療従事者も持続可能な働き方を確保できる体制を目指して整備する必要がある．
　これまでの医療法は，団塊の世代が後期高齢者となる 2025年を見据えて整備された．昨年 12月の改正では，
さらに先の 2040年頃に向け，超高齢社会に対応した適切な医療・介護体制へと移行することを目的としており，
入院医療だけではなく，外来・在宅医療，介護との連携，人材確保等を含めた地域の医療提供体制全体の課題解
決を図る新たな地域医療構想を策定する．オンライン診療の法的な位置づけを明確にし，現在の運用を踏まえつ
つ，明確な規定を設けることとされたこともポイントである．
　医師偏在への新たな取り組みも含まれている．人口の定住は一定程度見込まれるものの，人口減少のスピード
よりも医療機関の縮小が速いと予測される地域を「重点医師偏在対策支援区域」として位置づけ，優先的かつ重
点的に対策を講じる．また，外来をメインとする医療機関が多い地域で新たに診療所を開設する場合は，開業 6
カ月前の届出や，不足する医療・公衆衛生業務にかかわっていただくことを明確にする．
　また，美容医療に関する相談件数は年間 5,507件に上り，その他医療サービスへの相談件数 4,026件より多く
なっている．これを受け，保健所による立入検査や指導プロセスの明確化，ガイドラインの策定等に加えて，美
容医療を提供する機関に，安全管理措置の実施状況，専門医資格の有無，相談窓口の設置状況の届け出が義務づ
けられる予定である．
　本講演では，今後順次施行される医療法改正事項などからみる今後の医療提供体制のあり方について概説する．

略　歴
平成 14年 3月，山口大学医学部を卒業．平成 15年厚生労働省入省．同省老健局老人保健課長補佐，医政局救急・周産期医療等対策
推進室長，大臣官房厚生科学課主任科学技術調整官等を経て，令和 2年 8月から岡山県保健福祉部長．令和 5年 5月に健康局がん・
疾病対策課長，令和 6年 7月に医政局医事課長，令和 7年 7月より医政局地域医療計画課長．

基調講演
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航空から学ぶ医療のヒューマンエラー対策

進　　俊則
公益社団法人日本航空機操縦士協会会長

　1970年代，航空機装備品や技術が飛躍的に進歩したにもかかわらず，航空機の全損事故率が下げ止まりになっ
た．このままでは事故が多発する危機感から NASA（アメリカ航空宇宙局）のヒューマンファクターズ研究が始
まり CRM（Crew Resource Management）が生まれた．CRMは乗員訓練でも必須である．
　その後，CRMが進化するなかで，TEM（Threat and Error Management）の概念が生じ，さらに訓練技法と
して competencyすなわち skill，知識，姿勢の組み合わせを持った考え方が加わり現在にいたっている．
　また最近は，レジリエンス能力（運航環境中における想定内外の変化や脅威に対して，合理的かつ柔軟な方法
で対処できることをレジリエンスまたはレジリエントであるという）にもスポットが当たっている．
　ハザードや脅威を認識し，それらがエラーを誘発させないように，さらには望ましくない状態から事故インシ
デントにいたらないように，チームで対応することが重要である．
　世の中に絶対安全などはなく，リスクが許容できる範囲で維持できているかがポイントである．ヒューマンエ
ラーをなくすのは不可能であるが，減らすことはできる．逆説的ではあるが，人間はミスを犯すから工夫を重ね
進歩してきたともいえる．
　医療においても，安全であるためには，強固な barrier（防護壁）を何層も重ねる努力が必要である．また医療
機関全体の安全文化の醸成が不可欠である．安全文化には報告する文化，公正な文化，柔軟な文化，学習する文
化がある．医療従事者にヒヤリハット報告を求めても，公正な文化が欠如している組織では成立しない．航空界
では非行や怠慢を除き，ヒューマンエラーは報告があれば非懲戒の原則を謳っている．隠蔽することは非懲戒ポ
リシーに反する．すべては再発防止と barrier設定が目的である．

略　歴
1977年　　7月　運輸省航空大学校卒業
同　 年 10月　日本航空入社
1996年　　1月　747‒400運航乗員部機長
2004年　　7月　747‒400運航乗員部ライン操縦教官室長
2007年　　7月　747‒400運航乗員部長
2010年 12月　執行役員運航本部長
2012年　　2月　常務執行役員運航本部長

2016年　　6月　 取締役専務執行役員安全統括管理者運航本部長
2019年　　8月　 スプリング・ジャパン（旧春秋航空日本）取締

役副社長
2022年　　6月　 日本航空機操縦士協会会長，日本航空協会副会

長（現任）
2025年 10月　 トキエア取締役安全統括管理者（現任）

アピール講演
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関東甲信越歯科医療管理学会企画

歯科医療の存続・継承　女性の活躍編（ダブルライセンス）

座長：林　昌二実行委員長，合場千佳子先生
　演題 1「ピンチを感じたときにこそ，チャンスが生まれる」
　　　　講師：呉橋美紀先生（西馬込駅前クリニック歯科，薬剤師/歯科医師/東京都地域会長）
　演題 2「訪問歯科医師と訪問歯科衛生士の現実そして未来」
　　　　講師：浮谷得子先生（浮谷歯科医院，歯科衛生士/歯科医師，県歯/日歯で活躍）
　演題 3「法歯学分野における現場から人材育成への展開」
　　　　講師：斎藤久子先生（ 東京科学大学大学院医歯学総合研究科法歯学分野，歯科医師/大学教員 

（医学部➡歯学部））
　演題 4「歯科衛生士から法歯学へ，そして歯科医師へ　―ダブルライセンスが拓く女性のキャリア―」
　　　　講師：小出さくら氏（ 昭和医科大学歯学部 2年生，東京科学大学～昭和医科大学， 

歯学部歯科衛生士科大学院修士課程修了/法歯学専攻/今春歯科大学入学）
　演題 5「人と関わることが好きな私が選んだ道」
　　　　講師：古野満理佳氏（ 東京科学大学歯学部 5年生，東京大学→東京科学大学， 

健康総合科学科卒業/歯学部歯学科在籍）

【開催要旨】
　1． 公式テーマは歯科医療の明日そして未来である．基本方針として，①歯科界の現況，②現況の把握・対応，

③明るい未来像についても探求する．
　2． 歯科医療界の各方面で研鑽を積まれ，活躍中のレジェンドの方々にその活躍についてご講演をいただき，そ

してチャレンジ中の学生さんの心意気を聞く企画です（演者は全員ダブルライセンス）．
　3． 近年，女性の本分野への進出が目覚ましいものがあります．先日，公表された厚労省令和 6年の統計で 30

パーセント弱が女性進出，また，文科省令和 7年統計では医学部医学科に在籍数は 40％にもなっている状
況があります．

　4． テーマにも掲げた明日・未来を担うのは女性の先生，そして医療従事者の方々です．明日を任う方々に現在
の基盤を構築した先生からなにか参考になるアドバイスをキャッチしていただければと思っています．

　5． 今春，歯科大学に入学した学生，そして 5年生の学生からホットな心意気のご講演をお届けできると期待し
ています．

シンポジウム 1
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神奈川県歯科医師会企画

医業承継に関する現状および課題の比較と分析

座長：神奈川県歯科医師会会長　守屋義雄先生
シンポジスト：
　大分県歯科医師会　　会　　長　木村　哲也先生
　三重県歯科医師会　　常務理事　桑名　良尚先生
　神奈川県歯科医師会　専務理事　今宮　圭太先生
　日本歯科医師会　　　常務理事　寺島多実子先生

【開催要旨】
　近年，日本では歯科医療機関の医業承継が大きな社会課題となっています．地域社会においては医業承継の必
要性が高まる一方で，人口減少や高齢化，地方における歯科医師不足などの社会的背景が影響し，実際の承継が
スムーズに進んでいない現状があります．本シンポジウムでは医業承継の現状と課題について比較・分析を行
い，今後の方向性について考察したいと思います．
　現状の課題として，院長の高齢化に伴い承継問題が顕在化しています．現在，日本の歯科診療所では院長の平
均年齢は 60歳を超えており，今後 5～10年で多くの歯科医療機関が承継のタイミングを迎えると予測されていま
す．
　特に地方部では歯科医師不足が深刻となってきており，後継者が見つからないケースが多く，院長の高齢化が
進む一方，若手歯科医師は都市部志向が強く，地方部における歯科医療機関の承継が進みにくい現状があります．
　歯科医療機関の少ない地域において承継がうまくいかない場合，地域住民の口腔健康管理に大きな影響を及ぼ
し，歯科医療提供の空白地帯発生は社会的損失につながります．医業承継は日本の地域社会と歯科医療提供体制
の維持に不可欠な課題です．現状では後継者不足や経営環境の悪化等，複数の課題が複雑に絡み合い今後は多様
な承継方法や専門家の支援，政策的対応を組み合わせて，地域医療の持続可能性を確保することが求められます．
　そこで本シンポジウムでは，大規模県，中規模県，小規模県歯科医師会ならびに日本歯科医師会から 4名のシ
ンポジストによる講演を企画し，医業承継の現状と課題について比較・分析を行い，今後の方向性について考察
していきたいと思います．

シンポジウム 2
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歯医者さんのキャッチフレーズ，ロゴ・マークをつくる 
―新しきこと，珍しきこと，面白きこと―

若 林 　 覚
元サントリー美術館副館長・支配人 

元練馬区立美術館長

【はじめに】
　長年，広告とアートのプロデューサーの仕事に従事した経験から，街で歯科医院の広告やインターネット広告
を見て思うことがあります．今回は卑近な事例を紹介したいと思います．講演のキーワードは「新しきこと，珍
しきこと，面白きこと」です．
　広告業界からみた歯科広告は一瞬のインパクトを狙うあまりに，機能面の羅列，顔写真や安さ，便利さに重き
をおき，街の景観との調和や本来ある医療の広告としての価値（品格）が薄らいでいるように思えます．ご一緒
に新しい歯科医院の広告などについて考え，末永い歯科医業の継承にお役に立てたい．

【講演要旨】
　以下に示すように，演者自身が広告業界や美術館運営にかかわった実体験と著名人から教わった事例から，広
告を単なる情報源ではなく，文化，美学，アートとしての価値観を持ち合わせた広告の考えを提示したい．
1．演者の自己紹介とポリシー：新しきこと，珍しきこと，面白きこと（世阿弥）について
2．サントリー宣伝部での活躍などについて
　 1 ）開高健，山口瞳，柳原良平各氏とのかかわり
　 2 ）主な仕事（サントリーホール，サントリー美術館など）また，日本初のヌードポスターなど
　 3 ）よい広告とは（USPはあるか，TARGETは明確か）
　 4 ）余談：ランボーの CMシリーズ（賛否両論のパワー，広告はアートを超えたか？）
　 5 ） サントリーの企業理念とメッセージ，ロゴ・マーク（利益三分主義，人自然と響きあう，水と生きる），そ

してサントリー美術館の理念とメッセージ，ロゴ・マーク（生活の中の美，美を結ぶ・美をひらく）につ
いて

3．練馬区立美術館について，そしてメッセージ，ロゴ・マーク（ときめきの美，いま練馬から）
4．レッスン：キャッチフレーズ，ロゴ・マークのつくり方
5． 「幻想美術動物園」の開設（ビルバオ・グッゲンハイム美術館（スペイン），植栽で造る彫刻，種類 32体の
ファンタジーな動物たち）

6．ブログ「私の美術漫歩」より（開高健と行った BAR，井上靖「星と祭り琵琶湖北岸 11面観音の旅」）
7．著名人から得たこと．「開高健の言葉」・「井上靖から教わったこと」．

【おわりに】
　要旨に示したように，演者の広告プロデューサーと美術館運営に携わった経験から，歯科広告を考えた場合，
キャッチフレーズ，ロゴ・マークが必要で，それは歯科医療のよいイメージに繋がり，次世代（歯科医業）継承
と歯科広告のあり方について，皆様とご一緒に考えたい．

ランチョンセミナー 1
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略　歴
1949年山梨県生まれ，早稲田大学政治経済学部卒業
職歴： サントリー宣伝事業部長，文化事業部長，サン・アド社

長を歴任
　　　 この間，さまざまな CM，テレビ番組，スポーツイベン

ト，サントリーホールなどの文化事業を提案・実施

表彰： 1988年日本宣伝賞松下（幸之助）賞．元文化放送番組審
議委員．BS朝日放送番組審議委員長

所属長：1． サントリー美術館副館長・支配人（2006～2010年）
　　　　2． 元練馬区立美術館長（2010～2017年）
著書：1． 「私の美術漫歩―広告からアートへ，民から官へ」（生

活の友社）
　　　2． 共著「ビジネス感性の時代」（講談社）など．
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口腔から全身を支える歯科へ 
―医科歯科連携時代の新たな役割―

淀江晃太郎
バイオガイアジャパン株式会社

　われわれは，500種 500兆個ともいわれる人体常在菌と共存しており，互いに共生関係を維持して人体と微生
物が一体化した生命体を構築している．プロバイオティクスはその生命体を制御して感染症の防御，消化機能の
サポートなどの重要な役割を果たしている．
　プロバイオティクスの一種である L. ロイテリ菌は，ロイテリンなどの抗菌物質を産生し，病原菌や P. gingiva-
lisなどの歯周病原性細菌に対する発育抑制作用を有する．さらに，L. ロイテリ菌は局所免疫応答を制御し，炎症
性サイトカインの発現を抑制することで歯周組織の破壊進行を抑えることも示されている．
　一方で，歯周炎は全身疾患と密接に関連しており，L. ロイテリ菌による炎症制御は，糖尿病，動脈硬化，関節
リウマチなどの全身疾患の病態修復にも関与する可能性がある．
　本講演では，L. ロイテリ菌の歯周病原性細菌に対する抗菌メカニズムと免疫調節機構に焦点を当て，プロバイ
オティクスによる口腔ケアの重要性について最新の知見を交えて解説する．

略　歴
1980年　 チチヤス株式会社入社
　　　　　 R & D部門にて新商品開発や乳酸菌の研究に従事
1996年　 バイオガイア社のロイテリ菌を使用した発酵乳を開

発
2003年　 チチヤスバイオガイア JV設立，取締役兼任　 

ロイテリ菌普及に務める

2006年　 バイオガイアジャパン株式会社設立と同時に取締役
副社長に就任

2015年　バイオガイアアカデミー主宰
　　　　　現在にいたる

ランチョンセミナー 2
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「歯科医療管理」が歩んできた今までと今後

尾 﨑 哲 則
一般社団法人日本歯科医療管理学会前理事長

　「患者中心の医療」という言葉に象徴される今日において，国民は，安全・安心・信頼の医療を求めている．さ
らに，良質で患者満足度の高い医療を望んでいる．歯科医師は，良質の医療の提供・サービスの向上の必要性を
感じながら，異常な物価高や従業員確保などの経営や社会的な問題を認識し，いかなる方法で「患者中心の医療」
を提供できるかを模索しているのが現状である．ここには，時代的変化があるのは，当然である．
　良質の歯科医療を提供するため，歯科医療に関する諸々の問題について考究していく分野を担当するのが「歯
科医療管理」である．歯科医療提供にかかわる問題は，通常の歯科医学（基礎歯科学・臨床歯科学を指すがとも
に自然科学分野のみ）だけでは解決することができない部分があり，「歯科医療管理」はそれを補完し，解決する
役目を担っている側面もある．現実の歯科医療提供は，安全性，効率性，効果性などの管理を通して提供される
が，この管理体系を「歯科医療管理」と呼んでいる．「歯科医療管理学」は，社会歯科学と呼ばれる領域の学問の
なかでも，基礎医学的要素をほとんど含んでいない特性がある．
　「歯科医療管理学」は，良質な歯科医療を提供することを考究する学問体系であるといえる．そして，歯科医学
を社会に提供する手法などが管理であると理解されている．すなわち，①各医療機関の存立と社会的責務等にか
かわる医療機関の自律システム，②国の医療の提供システムと医療行為，報酬に対する統制システム，③安全な
医療提供に向けてのシステム，④患者中心の医療を展開していくためのシステムなどであり，研究内容もこれら
に関するものが多くなっている．しかし，一方では「歯科医療管理学」で扱う内容はなにかというのも長年の課
題として残っている．
　歯科医師法に鑑みれば，歯科医療は，歯科医学の知識と技術をもって公衆衛生の向上が基本であるが，法制度，
国民の習慣および意識，生活環境などで大きく左右され，広義では「文化」ととらえることができる．また，歯
科医療も種々の形で社会との接点をもち，歯科医療専門職は，患者・家族はもとより，地域での行政諸機関，ほ
かの医療職種，福祉職種そして一般市民とのかかわりをもっている．さらに，歯科医療機関を運営管理するにあ
たり，歯科医療関連の各職種などとの関連も出てくる．このような関係において生じる諸問題の解決のために，
科学的な手法を取り入れて考究するのが「歯科医療管理」であろう．
　今後の激変する社会のなかでの歯科医療提供体制を考えるうえで，「歯科医療管理」は，最も重要なものになる
と確信している．

略　歴
1983年　日本大学歯学部卒業
1987年　日本大学大学院歯学研究科修了
1998年　日本大学歯学部衛生学講座助教授
2002年　日本大学歯学部医療人間科学分野教授（～2022年）
　　　　　日本大学歯学部附属歯科衛生専門学校長（～2011年）
　　　　　アデレード大学歯学部客員教授（～2003年）

2011年　日本公衆衛生学会理事（～2021年）
2016年　日本禁煙学会理事
2017年　日本産業衛生学会生涯教育委員会委員長
2019年　日本歯科医療管理学会理事長
2023年　日本大学客員教授

教育講演（認定医研修会）
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これからの歯科医療管理

柴 垣 博 一
一般社団法人日本歯科医療管理学会新理事長

　1989年（平成元年）に卒業し，歴代会長を務められた大塚博寿先生の診療所に就職し，その年に日本歯科医療
管理学会に入会いたしました．早いもので 37年が経ってしまいました．その後，多くの先生方に多方面からご支
援を賜り第 67回日本歯科医療管理学会総会より新理事長を拝命することとなりました．
　本学会は 1960年に設立し，日本歯科医学会の専門分科会の一つとして，科学と臨床はもちろんのこと，社会の
変化をも癒合させる社会歯科学系の学会として成長してまいりました．
　医療を取り巻く環境は日々急速に変化してきています．医療が国策である以上，歯科医療管理の一分野である
医療安全や感染管理といった側面も国の指針が変わればそれに合わせ診療室での取り組みやスタッフに対する教
育も含め診療体制を変えなければなりません．本学会は「医療安全」と「地域連携」を活動方針の 2本柱として
学会運営を担って参りましたが，医療界が低迷するなか，良質な医療を継続かつ安定して国民に提供するために
は医院運営をも含めた考え方が求められてきています．今後，本学会においても，医院運営をも含めた経営管理
的側面も考慮した医療管理のあり方に取り組む必要があるといえます．本講演では，臨床医の立場からの「これ
からの歯科医療管理」についてお話しいたします．

略　歴
神奈川県綾瀬市開業

（一社）日本歯科医療管理学会新理事長認定医/指導医
（公社） 日本口腔インプラント学会専門医/指導医/代議員/学術

委員

教育講演（認定医研修会）
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歯科医師における医事紛争・苦情対応の実態

―リスクマネジメントセミナー参加者へのアンケート調査―
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緒　　言

　2020年 1月に日本で初めての新型コロナウイルス感染
症（以下，COVID‒19）感染者が報告され，その後，感
染者数の増加に伴い，同年 4月に政府は全国を対象に緊
急事態宣言を発出した．緊急事態宣言の発出により，感
染拡大防止のため不要不急の外出自粛が求められ，国民
の行動は大きく制限された．こうした行動制限や外出自
粛，医療機関の受診控えは，身体的健康のみならず，精神
面や生活習慣にも影響を及ぼしたことが報告されている1,2）．
　歯科医療においてもその影響がみられ，同時期に歯科
を受診する日数が減少したことが報告されている3）．ま
た，口腔の衛生管理がウイルス感染予防と関連する可能
性についても指摘されており4），感染症流行下において
口腔ケアへの関心が高まった可能性がある．さらに，口
腔を清潔に保つことが全身の健康維持に繋がることにつ
いては従来から啓発がなされており5），こうした知識や
情報への接触が，感染症流行下の口腔衛生行動に影響し
た可能性がある．
　一方で，感染症流行下における生活様式の変化は，口
腔衛生行動に抑制的に働いた可能性もある．先行研究で

は，マスク着用により口臭や口元への意識に変化が生じ
たことが報告されており6,7），その影響は一様ではない．
また，経済的不安や生活習慣の変化が，日常の健康関連
行動に影響を及ぼしうることも指摘されている8,9）．こ
のように，COVID‒19による社会的影響は，口腔衛生行
動に対して促進的にも抑制的にも作用した可能性がある．
　COVID‒19の流行や緊急事態宣言の発出による行動制
限に伴う日本における口腔衛生行動の変化については，
日本全体を対象としたオンライン調査で，歯磨きの時間
と頻度は約 9割で変化せず，変化した者では減少した者
より増加した者のほうが多かったとする報告10）や，妊婦
を対象とした調査で約 3割の者に口腔ケアの増加がみら
れたとする報告11）がある．しかし，緊急事態宣言の発出
前後および行動制限の解除に伴う社会的変動が，口腔衛
生用品の購入行動や歯科受診行動に及ぼした影響を，時
系列で実証的に検討した研究は限られている．また，個
人の口腔衛生行動を直接把握することが困難な場合，先
行研究では，家計における口腔保健関連支出が，口腔衛
生行動の実践状況を反映する間接的な指標として用いら
れている12～14）．
　そこで本研究では，口腔衛生用品の購入費用を口腔衛
生行動の代理指標として位置づけ，COVID‒19による緊
急事態宣言の発出前後および行動制限の解除（5類感染
症への移行）による社会的変動が人々の口腔ケアに関連す
る行動に及ぼした変化を，口腔衛生用品の購入および歯科
受診行動の統計情報から明らかにすることを目的とした．

娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃原　　著

COVID‒19の流行が歯磨剤，歯ブラシの購入および歯科受診に 
及ぼした影響

―2015～2025年　総務省「家計調査」に基づく分割時系列解析―

稲 垣 里 歩　　佐久間重光1）　　近 藤 香 苗　　森 田 一 三

娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃

　概要：本研究は，COVID‒19の流行が人々の口腔衛生行動に与えた影響を明らかにすることを目的とした．総
務省が実施した家計調査による 2015～2025年の「歯磨剤」「歯ブラシ」「歯科診療代」の支出金額，購入頻度デー
タを用いて，緊急事態宣言の発出前後および 5類感染症に移行後の変化を分割時系列解析により検討した．その
結果，2人以上の世帯では，緊急事態宣言の発出後に歯磨剤の購入金額が有意に上昇し，歯科受診頻度が有意に
低下した．一方，5類感染症移行時には，これらの指標に有意な変化は認められなかった．以上より，COVID‒
19の流行に伴う社会的変化は，口腔衛生用品の購入および歯科受診行動に影響を及ぼした可能性が示された．

　索引用語：COVID‒19パンデミック，口腔衛生行動，歯科受診行動，家計調査，分割時系列解析

日本赤十字豊田看護大学
1） 愛知学院大学歯学部冠橋義歯・口腔インプラント学講座
　受付：令和 8年 1月 9日
　受理：令和 8年 2月 24日
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対象および方法

1．分析に用いたデータ
　分析には，総務省統計局の家計調査15）（2人以上の世
帯・単身世帯）品目別データの 2015年第 1四半期（1～
3月）から 2025年第 1四半期（1～3月）までの歯磨剤

（家計調査の品目名：歯磨き，品目分類符号：906），歯ブ
ラシ（品目分類符号：901），歯科受診（家計調査の品目
名：歯科診療代，品目分類符号：722）の支出金額と購入
頻度（100世帯当たり）のデータを使用した．
　本研究に使用したデータは公的統計の公開データであ
り，個人情報を含まない二次分析である（日本赤十字豊
田看護大学研究倫理委員会，承認番号 2211，2022年 8月
18日承認）．

2．分析方法
　COVID‒19の流行による緊急事態宣言の発出および行
動制限の解除（5類感染症に移行）を介入点として，歯
磨剤，歯ブラシ，歯科受診の支出金額と頻度の変化を分
割時系列解析16）を用いて分析した．
　分割時系列解析では，介入前後における水準および回
帰直線の傾きの変化を評価した．水準の変化は，介入直
後に指標の値がそれまでの推移からみてどの程度上方ま
たは下方に変化したかを示すものであり，直後の一時
的，即時的な変化を意味する．一方，傾きの変化は，介
入前後で時系列の回帰直線の傾斜がどの程度変化したか
を示すものであり，介入後の増減傾向の変化を意味す
る．したがって，水準が正に変化した場合は介入直後の
増加，負に変化した場合は介入直後の減少を示し，傾き
が正に変化した場合は介入後に増加傾向が強まったこ
と，負に変化した場合は増加傾向の鈍化または減少傾向
への転換を示す．なお，本研究における傾きは各四半期
あたりの変化量を表し，その値が正で大きいほど経時的
な増加傾向が強く，負で大きいほど経時的な減少傾向が
強いことを意味する．
　本研究では，分割時系列解析において介入前後の水準
および傾きの変化を評価する方法に基づき，2015年第 1
四半期（1～3月）から 2020年第 1四半期（1～3月）ま
でを緊急事態宣言の発出前とし，2020年第 2四半期（4～
6月）から 2023年第 1四半期（1～3月）までを発出後，
さらに 2023年第 2四半期（4～6月）から 2025年第 1四
半期（1～3月）までを行動制限の解除後とする 3期に分
け，COVID‒19に対する行動制限が変化する 2つの時点
において評価した．また，緊急事態宣言が発出された
2020年第 2四半期（4～6月）を時系列の基準時点として
分析を行った．2023年 5月 8日に COVID‒19への対応

が「2類相当」から「5類感染症」に移行したが，本研究
で用いたデータは四半期ごとのため，2023年第 2四半期

（4～6月）以降を行動制限の解除後とした．分析は 2人
以上の世帯および単身世帯に分けて行った．統計解析は
SPSS Statistics 29（IBM，USA）を用いた．有意水準は
5％とした．

研究結果

1．歯磨剤の購入
　2人以上の世帯の歯磨剤の購入金額は，緊急事態宣言
発出前に比べ発出後に有意に水準の上昇がみられ（p＝
0.033），回帰直線の傾斜は弱まる変化を示したものの有
意ではなかった（p＝0.101）（表 1，図 1）．5類感染症に
移行した際には購入金額の水準（p＝0.996）および回帰
直線の傾斜に変化はみられなかった（p＝0.676）．5類感
染症に移行した後は緊急事態宣言発出前と同様に緩やか
な増加傾向を示した．
　歯磨剤の購入頻度は緊急事態宣言発出前に比べ発出後
に水準の上昇がみられたが（p＝0.197），有意ではなかっ
た（表 1，図 2）．しかし，回帰直線の傾斜が弱まる有意
な変化がみられた（p＝0.044）．5類感染症に移行した際
には購入頻度の水準（p＝0.858）および回帰直線の傾斜

（p＝0.922）ともに有意な変化はみられず，5類感染症に
移行した後では緊急事態宣言発出前のような回帰直線の
増加傾向の傾斜が再びみられることはなかった．
　単身世帯の歯磨剤購入金額および購入頻度は，2人以
上の世帯と同様の動向を示し，購入金額，購入頻度とも
に 5類感染症に移行した後では緊急事態宣言発出前のよ
うな回帰直線の増加傾向の傾斜がみられなくなった．し
かし，いずれも有意な変化ではなかった．

2．歯ブラシの購入
　2人以上の世帯の歯ブラシの購入金額は，緊急事態宣
言発出前に比べ発出後に回帰直線の傾斜が弱まる変化が
みられたが，水準（p＝0.664）および回帰直線の傾斜（p
＝0.233）の有意な変化はみられなかった（表 1，図 3）．
5類感染症に移行した際には購入金額の回帰直線の傾斜
が強まり緊急事態宣言発出前と同様になる変化がみられ
たが，水準（p＝0.478）および回帰直線の傾斜（p＝
0.342）も有意な変化とはならなかった．
　歯ブラシの購入頻度は，購入金額と同様に緊急事態宣
言発出前に比べ発出後に回帰直線の傾斜が弱まる変化が
みられたが，水準（p＝0.561）および回帰直線の傾斜（p
＝0.100）に有意な変化はみられなかった（表 1，図 4）．
5類感染症に移行した際には，購入頻度の水準（p＝
0.380）および回帰直線の傾斜（p＝0.433）ともに有意
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表　1　 分割時系列解析による歯磨剤，歯ブラシ，歯科受診の金額および頻度の変数の推定値およ
び 95％信頼区間，有意確率

二人以上の世帯 単身世帯

95％信頼区間 95％信頼区間

係数 下限 上限 P値 係数 下限 上限 P値

歯磨剤 金額 宣言発出前最後の切片 855.77 818.50 893.05 ＜0.001 423.70 384.83 462.56 ＜0.001

宣言発出前の傾斜 9.46 6.49 12.43 ＜0.001 4.61 1.52 7.71 0.005

宣言発出前後の水準変化 63.59 5.36 121.81 　0.033＊ 57.86 －2.86 118.57 0.061

宣言発出前後の傾斜変化 －6.22 －13.72 1.28 　0.101 －6.37 －14.19 1.46 0.107

5類変更前後の水準変化 0.21 －73.26 73.67 　0.996 22.64 －53.97 99.25 0.552

5類変更前後の傾斜変化 3.00 －11.46 17.46 　0.676 2.38 －12.69 17.46 0.750

頻度 宣言発出前最後の切片 166.01 159.24 172.79 ＜0.001 78.71 73.23 84.19 ＜0.001

宣言発出前の傾斜 1.17 0.63 1.71 ＜0.001 0.59 0.15 1.02 0.010

宣言発出前後の水準変化 6.86 －3.73 17.44 　0.197 1.59 －6.97 10.14 0.709

宣言発出前後の傾斜変化 －1.40 －2.77 －0.04 　0.044＊ －0.90 －2.00 0.20 0.106

5類変更前後の水準変化 1.19 －12.16 14.54 　0.858 3.44 －7.35 14.23 0.522

5類変更前後の傾斜変化 0.13 －2.50 2.76 　0.922 0.20 －1.92 2.33 0.846

歯ブラシ 金額 宣言発出前最後の切片 479.59 455.08 504.09 ＜0.001 188.24 167.37 209.10 ＜0.001

宣言発出前の傾斜 5.01 3.06 6.97 ＜0.001 1.05 －0.61 2.71 0.207

宣言発出前後の水準変化 －8.27 －46.55 30.02 　0.664 11.93 －20.66 44.52 0.462

宣言発出前後の傾斜変化 －2.95 －7.88 1.98 　0.233 0.36 －3.84 4.56 0.864

5類変更前後の水準変化 －17.08 －65.38 31.23 　0.478 －6.49 －47.62 34.63 0.750

5類変更前後の傾斜変化 4.51 －5.00 14.01 　0.342 －0.54 －8.63 7.55 0.893

頻度 宣言発出前最後の切片 143.13 136.19 150.06 ＜0.001 60.03 54.48 65.58 ＜0.001

宣言発出前の傾斜 1.48 0.93 2.03 ＜0.001 0.38 －0.06 0.82 0.090

宣言発出前後の水準変化 －3.13 －13.96 7.70 　0.561 1.45 －7.22 10.11 0.737

宣言発出前後の傾斜変化 －1.16 －2.56 0.24 　0.100 －0.25 －1.37 0.86 0.648

5類変更前後の水準変化 －5.99 －19.65 7.68 　0.380 －2.40 －13.34 8.53 0.658

5類変更前後の傾斜変化 1.05 －1.64 3.74 　0.433 0.42 －1.73 2.57 0.693

歯科受診 金額 宣言発出前最後の切片 4593.51 4086.32 5100.71 ＜0.001 2382.98 1670.58 3095.37 ＜0.001

宣言発出前の傾斜 10.71 －29.68 51.10 　0.594 16.97 －39.77 73.70 0.548

宣言発出前後の水準変化 350.93 －441.34 1143.21 　0.374 422.40 －690.42 1535.21 0.446

宣言発出前後の傾斜変化 33.72 －68.34 135.79 　0.506 －81.25 －224.60 62.11 0.258

5類変更前後の水準変化 －94.94 －1124.10 934.23 　0.852 1355.40 －48.72 2759.52 0.058

5類変更前後の傾斜変化 80.71 －150.93 312.34 　0.484 46.80 －229.50 323.11 0.733

頻度 宣言発出前最後の切片 141.52 137.00 146.05 ＜0.001 81.68 75.32 88.05 ＜0.001

宣言発出前の傾斜 －0.01 －0.37 0.35 　0.942 －0.12 －0.62 0.39 0.646

宣言発出前後の水準変化 －11.72 －18.78 －4.65 　0.002＊ －8.17 －18.11 1.77 0.104

宣言発出前後の傾斜変化 0.73 －0.18 1.64 　0.113 0.33 －0.96 1.61 0.609

5類変更前後の水準変化 －6.24 －15.16 2.67 　0.164 1.14 －11.41 13.68 0.855

5類変更前後の傾斜変化 －1.59 －3.34 0.17 　0.075 －0.08 －2.55 2.39 0.949

　＊p＜0.05（水準および傾斜の変化についてのみ）
　緊急事態宣言が発出された 2020年第 2四半期（4～6月）を時系列の基準時点とし分析を行った．
　宣言発出前最後の切片：2020年第 1四半期（1～3月）時点の緊急事態宣言発出前の値．宣言発出前の傾斜：2015年第 1四半
期（1～3月）から 2020年第 1四半期（1～3月）の緊急事態宣言発出前の回帰式の傾斜．宣言発出前後の水準変化：2020年第
1四半期（1～3月）と第 2四半期（4～6月）の緊急事態宣言発出前後の水準の変化．宣言発出前後の傾斜変化：2015年第 1四
半期（1～3月）から 2020年第 1四半期（1～3月）の回帰式の傾斜と 2020年第 2四半期（4～6月）から 2023年第 1四半期（1～
3月）の回帰式の傾斜の変化．
　5類変更前後の水準変化：2023年第 1四半期（1～3月）と第 2四半期（4～6月）（5類感染症に移行したのは 2023年 5月 8
日であるが四半期ごとのデータのため，第 1四半期を 5類感染症移行前とし，第 2四半期からを 5類感染症移行後）の水準の変
化．5類変更前後の傾斜変化：2020年第 2四半期（4～6月）から 2023年第 1四半期（1～3月）までの回帰式の傾斜と 2023年
第 2四半期（4～6月）から 2025年第 1四半期（1～3月）までの回帰式の傾斜の変化．
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図　3　COVID‒19による行動制限の変化による歯ブラシ購入金額の動向
破線は 2015年第 1四半期から，2020年第 1四半期の回帰直線を延長した場合を示す．

図　1　COVID‒19による行動制限の変化による歯磨剤購入金額の動向
破線は 2015年第 1四半期から，2020年第 1四半期の回帰直線を延長した場合を示す．

図　2　COVID‒19による行動制限の変化による歯磨剤購入頻度の動向
破線は 2015年第 1四半期から，2020年第 1四半期の回帰直線を延長した場合を示す．
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図　5　COVID‒19による行動制限の変化による歯科受診金額の動向
破線は 2015年第 1四半期から，2020年第 1四半期の回帰直線を延長した場合を示す．

図　6　COVID‒19による行動制限の変化による歯科受診頻度の動向
破線は 2015年第 1四半期から，2020年第 1四半期の回帰直線を延長した場合を示す．

図　4　COVID‒19による行動制限の変化による歯ブラシの購入頻度の動向
破線は 2015年第 1四半期から，2020年第 1四半期の回帰直線を延長した場合を示す．
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な変化とはならなかったものの，5類感染症に移行した
後では緊急事態宣言発出前のような回帰直線の増加傾向
の傾斜がみられた．
　単身世帯の歯ブラシ購入金額は，2人以上の世帯と異
なり，緊急事態宣言発出前に比べ発出後にわずかな増加
を示した．購入頻度については，ほとんど変化がみられ
ず，購入金額，購入頻度ともに有意な変化はみられな
かった．

3．歯科受診
　2人以上の世帯の歯科受診金額は緊急事態宣言発出前
に比べ発出後に水準の増加（p＝0.374）および回帰直線
の傾斜の増加傾向の変化（p＝0.506）がみられたが有意
ではなかった（表 1，図 5）．5類感染症に移行した際に
は金額の水準に有意な変化は確認できなかったものの

（p＝0.852），回帰直線の傾斜はさらに増加傾向が強まる
変化を示したが有意とはならなかった（p＝0.484）．
　歯科受診頻度は緊急事態宣言発出前に比べ発出後に有
意に水準が低くなった（p＝0.002）（表 1，図 6）．その
後，回帰直線の傾斜は回復するように傾きの増加がみら
れたが有意ではなかった（p＝0.113）．5類感染症に移行
した際には受診頻度の水準（p＝0.164）および回帰直線
の傾斜（p＝0.075）ともに有意な変化はみられず，5類
感染症に移行した後では右下がりの回帰直線となり減少
傾向を示した．
　単身世帯の歯科受診金額は緊急事態宣言発出前に比べ
発出後に水準の増加（p＝0.446）を示し，それに伴い回
帰直線の傾斜は右下がりとなる変化をみせたが（p＝
0.258），有意な変化ではなかった．歯科受診頻度は 2人
以上の世帯と同様の動向を示していたが，いずれも有意
な変化はみられなかった．

考　　察

1．歯磨剤と歯ブラシの購入動向とその背景
　本研究では，日本における COVID‒19の流行に伴う緊
急事態宣言発出前後および 5類感染症移行後において，
2人以上の世帯では，歯磨剤の購入金額が緊急事態宣言
発出後に有意に上昇した．一方で，歯ブラシについては，
購入金額および購入頻度に有意な変化は認められなかっ
た．これらの結果から，感染症流行に伴う社会的変化は，
口腔衛生用品全体に一律に影響したのではなく，品目に
よって異なる影響を及ぼした可能性が考えられる．
　諸外国において報告されている COVID‒19流行に伴
う口腔衛生行動の変化をみると，その結果は一様ではな
い．トルコで成人を対象に行われた調査では，デンタル
フロスを使用する者が増加し，洗口液の使用も増加した

者の割合が減少した者を上回ったことが報告されてい
る17）．一方，ポルトガルでは，ロックダウン下で歯磨き
回数が減少したものの，デンタルフロスおよびマウス
ウォッシュの使用割合は増加したことが示されてい
る8）．また，ブラジルの青少年を対象とした調査では，
COVID‒19流行下において 1日 3回以上歯磨きを行う者
の割合が低下する傾向がみられた18）．韓国の青少年を対
象とした研究でも，有意ではないものの，1日 2回以上
歯を磨く者は COVID‒19流行下において低下傾向を示
したことが報告されている19）．さらに，イタリアやトル
コの小児を対象とした調査では，歯磨き頻度に明らかな
変化は認められなかった20,21）．このように，COVID‒19
流行下における口腔衛生行動の変化については，増加，
低下，不変のいずれも報告されており，その方向性は国
や地域，対象集団によって異なっている8,17～23）．
　このような先行研究を踏まえると，本研究で認められ
た歯磨剤購入金額の上昇も，感染症流行下における口腔
衛生関連行動の変化を反映した現象として位置づけるこ
とができる．ただし，本研究で用いたのは家計調査に基
づく支出データであり，個人の歯磨き回数や使用量その
ものを直接測定したものではない．そのため，歯磨剤購
入金額の上昇をただちに口腔衛生行動の向上と断定する
ことはできないが，少なくとも家庭内における口腔衛生
用品への支出行動に変化が生じていた可能性は示された
と考える．また，イングランドにおいては，最初のロッ
クダウン直前に，特に高所得者層で口腔衛生用品の購入
が大幅に増加したことが報告されており24），口腔衛生用
品の購入には社会経済状況が影響しうることも示されて
いる．日本においても，世帯の所得や生活環境の違いに
よって，口腔衛生用品への支出行動に差が生じていた可
能性がある．
　さらに，本研究で歯磨剤の購入金額に変化がみられた
背景として，COVID‒19流行下に特有の生活様式の変化
が関与した可能性も考えられる．COVID‒19の感染拡大
に伴い，多くの職場でリモートワークが導入され，オン
ライン会議の普及により，みずからの顔貌を画面上で見
る機会が増加したことが報告されている25）．その結果，
外見や口元，肌などの審美的側面に対する関心が高まる
傾向がみられたことも報告されている25）．このような現
象は，いわゆる“Zoom効果”として言及されており，
自己の身だしなみや口元の印象を再認識する契機となっ
た可能性がある．実際に，COVID‒19パンデミック中に
は歯列矯正の需要増加26）やホワイトニングへの関心の高
まり27）が報告されている．
　また，COVID‒19流行下では，感染対策としてマスク
の着用が広く求められた．先行研究では，マスク着用に
より口臭を意識する者の割合が増加し，そのことが歯磨
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き頻度の増加に繋がった可能性が報告されている6,7）．
このことから，日本においても，マスク着用に伴う口臭
への意識の高まりが口腔衛生行動を促し，歯磨剤の購入
増加に関与した可能性がある．さらに，緊急事態宣言下
の外出自粛や在宅勤務の増加は，生活リズムの乱れやス
トレスの増加をもたらしたことが報告されている2）．過
労，睡眠不足，緊張，ストレスは，唾液分泌の低下を介
して口臭を増強しうることが指摘されており28），これら
の変化も口臭対策としての歯磨剤需要を高め，購入額上
昇の一因となった可能性がある．加えて，家計調査の「歯
磨き」の項目には，粉，練り，液体の歯磨剤に加えてマ
ウスウォッシュ（デンタルリンス）も含まれることか
ら29），こうした口腔衛生意識の変化が購入金額の上昇と
して表れた可能性が考えられる．高齢者の歯磨き行動の
変化に関連した可能性のある要因として，COVID‒19の
感染拡大対策のなかで，厚生労働省や医師会が高齢者に
向けて毎食後，寝る前に歯磨きをすることを推奨し
た30,31）ことも挙げられる．
　これらの知見を踏まえると，歯磨剤購入金額の上昇に
は，感染予防という観点だけでなく，口元の見た目や清
潔感，口臭対策に対する関心の高まりが一部関与した可
能性が考えられる．特にホワイトニング効果を標榜する
歯磨剤は，一般的な歯磨剤に比べて販売価格が高い傾向
にあるため，購入される製品の構成が変化した場合に
は，購入頻度が大きく変わらなくても，購入金額のみが
上昇することは十分にありうる．この点は，本研究にお
いて歯磨剤の購入金額では有意な上昇がみられた一方，
購入頻度では有意な上昇が認められなかったこととも整
合的である．すなわち，購入回数そのものの増加だけで
なく，比較的高価格帯の製品の選択や，マウスウォッ
シュを含む口腔衛生用品全体への支出増加が，購入金額
の上昇に影響した可能性がある．

2．歯科受診状況の動向
　COVID‒19の流行は，人々の医療機関受診行動に大き
な影響を及ぼした．今回の研究結果では，緊急事態宣言
発出前に比べて発出後に有意に歯科受診頻度の水準が低
下したことから，緊急事態宣言発出の影響を受け，人々
は歯科受診を一時的に控えたことがわかる．海外におい
て，COVID‒19の流行は歯科受診に対する不安を高めた
ことが報告されている．特に歯科においては，飛沫やエ
アロゾル発生を伴う処置が多いことから，感染リスクが
高まることが心配された．スペインやトルコで行われた
調査では，COVID‒19流行中に「歯科受診による感染へ
の恐怖」を訴える者が増加し，特に待合室や治療時のエ
アロゾル感染を懸念する傾向が顕著であった32,33）．ポー
ランドの研究でも，COVID‒19流行下において歯科受診

に対する心理的抵抗感が上昇し，歯科受診をしている者
の 27％の人々が「感染予防対策が不十分である」と感じ
ていたことが示されている34）．また，アメリカで実施さ
れた調査では，歯科治療に対する不安が高い人ほど
COVID‒19感染への恐怖やストレスも強く，結果として
受診を遅らせる傾向がみられた35）．これらの結果から，
COVID‒19流行下における歯科受診率の低下には，感染
への恐怖や心理的要因が大きく関与していたことが示唆
される．しかし，今回の結果では COVID‒19流行に伴う
緊急事態宣言の発出後に歯科受診頻度は低下したものの
回復傾向を示した．日本においてCOVID‒19流行後の歯
科受診抑制が最小限に抑えられた背景には，国民の歯科
診療の安全性の理解を得るために，日本歯科医師会が明
確に歯科治療の安全性を示したこと36）が寄与した可能性
がある．
　本研究の COVID‒19流行に伴う緊急事態宣言の発出
後に歯科受診頻度が低下し，その後回復傾向となった結
果は，医療保険医療費データベースを用いた分析結果3）

と一致しており，本研究の結果が現状を正しく捉えてい
ることの裏づけともいえる．

3．2人以上の世帯と単身世帯の違い
　本研究では，緊急事態宣言の発出後に，2人以上の世
帯で歯磨剤の購入金額の有意な増加と歯科受診頻度の有
意な低下が認められたのに対し，単身世帯では同様の変
化がみられたものの，有意な変化とはならなかった．こ
のことから，感染症流行に伴う口腔衛生用品の購入行動
および歯科受診行動の変化は，世帯構成によって異なる
形で現れた可能性がある．
　イタリアの調査では，COVID‒19流行下で家族の感染
を懸念する者が多かったことが報告されており37），2人
以上の世帯では，同居家族への感染予防意識が行動に影
響した可能性がある．また，日本人の対象を含む国際比
較研究では，一人暮らしの者は，同居者のいる者に比べ
て，マスク着用や手洗いなどの感染対策行動を行わない
割合が高かったことが報告されている38）．本研究で単身
世帯において変化が明瞭でなかったことは，これらの報
告と整合する．
　ただし，こうした世帯差については本研究で十分に検
討できておらず，実際に単身世帯と 2人以上の世帯の間
の違いについては，今後さらに検討する必要がある．

4．研究の限界と今後の課題
　本研究で用いた総務省統計局による「家計調査」にお
ける「2人以上の世帯」とは世帯人員が 2人以上で構成
される世帯を指し，「単身世帯」とは 1人で一戸を構えて
暮らす者を指すとしている39）．この分類は世帯構成の単
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位によるものであり，年齢構成，所得水準，ライフスタ
イルなどの社会的背景は含まれていない．そのため，本
研究で示された購入傾向の違いは，世帯人数以外の要
因，たとえば年齢層や経済状況，居住地域の違いなどに
よる影響を十分に区別できていない．また，本研究で用
いた家計調査データは，支出金額や購入頻度といった経
済的指標をもとにしており，個々の実際の行動や行動変
容の背景や心理的要因を直接的に把握するものではな
い．そのため，口腔衛生行動や受診行動の変化に関して，
個人の健康意識や感染不安，審美的関心などの主観的要
因を反映しきれていない点が限界として挙げられる．さ
らに，歯磨剤や歯ブラシの購入情報には，家族構成員の
人数や使用量の差が反映されている可能性があり，個人
レベルでの比較には慎重な解釈が求められる．
　加えて，家計調査の品目分類上，「歯磨き」には粉・練
り・液体の歯磨剤に加えて洗口液（マウスウォッシュ/デ
ンタルリンス）も含まれている29）．そのため，歯磨剤単
体の購買動向を正確に反映していない可能性も考えられ
る．また，分析に用いたデータは四半期単位であり，緊
急事態宣言の発出や感染症法上の分類変更といった社会
的出来事との時期的対応関係にわずかなずれが生じるこ
とも否定できない．
　今後の課題としては，年齢層や所得，職業などの社会
経済的要因を考慮に入れた詳細な研究を行うことで，世
帯構成による違いの背景をより明確にすることが求めら
れる．また，定量的データに加え，質問紙調査やインタ
ビューなどによる主観的意識の把握を組み合わせること
で，感染症流行下における行動変容の実態を多面的に検
討する必要がある．さらに，マスク着用習慣の変化やリ
モートワークの増加といった社会的要因が，今後の口腔
衛生行動や歯科受診意識に与える影響を長期的に追跡し
ていくことが望まれる．

結　　論

　本研究では，COVID‒19流行に伴う緊急事態宣言発出
前後および 5類感染症移行後における，歯磨剤，歯ブラ
シの購入動向と歯科受診行動の変化を分析した．その結
果，2人以上の世帯では，緊急事態宣言発出後に歯磨剤
の購入金額が有意に上昇し，歯科受診頻度が有意に低下
した．一方，5類感染症移行時には，これらの指標に有
意な変化は認められなかった．以上より，感染症流行に
伴う社会的変化は，口腔衛生用品の購入および歯科受診
行動に影響を及ぼした可能性が示された．

　本論文に関し，開示すべき利益相反状態はない．
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　Abstract：This study aimed to clarify the impact of the COVID-19 pandemic on oral hygiene-related behav-
iors in Japan. Using data from the Family Income and Expenditure Survey（2015-2025）conducted by the 
Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications, we analyzed quarterly expenditure and 
purchase-frequency data for toothpaste and toothbrushes, as well as expenditure and visit-frequency data for 
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緒　　言

　歯科診療医療費（以下，歯科医療費）は，1996（平成
8）年度から約 10年間にわたり横ばい傾向にあったが，
2008（平成 20）年度付近を境に漸増傾向へと転じてい
る．「令和 6年度　医療費の動向」1）によれば，同年度の歯
科診療医療費は3兆4,033億円であり，前年度比で1,108
億円の増加を示した．2010年度以降において，対前年度
比で 1,000億円以上の増加を記録したのは，2021年度お
よび 2024年度の 2回のみである．
　著者は，日本の総人口および歯科診療所数が減少局面
にあること，ならびに歯科診療所数の増減傾向は都道府
県ごとに多様である実態をすでに報告した2）．特に歯科
医師の高齢化は顕著であり，歯科診療所数も 2016（平成
28）年の 68,940施設をピークに減少へと転じている．
　歯科診療所数が減少に転じる一方で，歯科医療費は増
加の一途を辿っている．この背景には複雑な要因が介在

していると推察される．今後，持続可能な歯科医療提供
体制を維持するためには，歯科診療所の経営基盤の安定
が不可欠であり，その一歩として歯科診療所経営実態の
正確な把握と多角的な分析がきわめて重要である．
　こうした背景を踏まえ，本研究では，都道府県別の歯
科医療費に着目し，2010（平成 22）年度から 2024（令和
6）年度までの 15年間における「診療報酬明細書の 1件
当たり歯科点数（以下，1件当たり歯科点数）」の推移を
分析した．併せて，その構成要素である「1日当たり歯
科点数」「1件当たり日数」「受療率」の長期的動向を把
握することで，今後の歯科保健施策に向けた基礎資料を
得ることを目的とした．

対象および方法

1．使用データの収集
　2010年度から 2024年度における入院外の歯科医療費
および件数，日数を概算医療費データベース3）の都道府
県別医療費より抽出した．また，同期間における各都道
府県の人口については，総務省統計局の人口推計4）の数
値を用いた．

2．統計分析
　2010年度から 2024年度における各都道府県の入院外
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　概要：持続可能な歯科医療提供体制を維持するためには，歯科診療所の経営基盤の安定が不可欠である．そこ
で本研究では，歯科診療所経営の根幹である歯科診療医療費に着目し都道府県別にみた診療報酬明細書 1件当た
り歯科点数とそれを構成する要素について把握することを目的とした．2010年度から 2024年度における入院外
の歯科医療費および件数，日数とともに都道府県別人口推計の数値を用いた．全国の 1件当たり歯科点数は 2010
年度以降減少傾向を示したが，新型コロナウイルス感染症の影響を強く受けた 2020年度に一度増加し，その後も
再び減少に転じたものの，2024年度には改めて増加に転じたことが明らかとなった．1件当たり歯科点数に最も
強く影響したのは 1日当たり歯科点数であり，受療率は負の相関を認めた．1日当たり歯科点数の増加や 1件当
たり日数の減少を加味すると歯科診療報酬改定に示されている，継続的な管理型への歯科医療の転換を推進し，
歯科疾患の重症化予防に焦点を当てた提供体制へ変化していることが示唆された．
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の歯科医療費総額（単位：円），件数および日数に基づ
き，月ごとの「1件当たり歯科点数（歯科医療費÷件数÷
10）」「1日当たり歯科点数（歯科医療費÷日数÷10）」「1
件当たり日数（日数÷件数）」を算出し，同様に年平均値
を求めた．受療率については，まず，各都道府県の各年
度における月間件数から「年度ごとの 1カ月当たり平均
件数」を求め，これを同年度 10月 1日時点の都道府県人
口で除して「人口 1人・1カ月当たりの受療率（以下，
受療率）を算出した．これらの指標について，47都道府
県別の平均値，中央値，標準偏差，変動係数（標準偏差÷
平均値），最大値および最小値を算出した．
　また，2010年度を 100とした場合の 2024年度の比率
を，1件当たり歯科点数，1日当たり歯科点数，1件当た
り日数および受療率の「変化率」として定義した．47都
道府県における 1件当たり歯科点数の変化率に対し，そ
れを構成する要因（1日当たり歯科点数，1件当たり日
数，受療率）の変化率との関連を，Spearmanの順位相
関係数を用いて検討した．
　データ処理にはMicrosoft Excel（Microsoft 365, Red-
mond, USA）を，統計分析には SPSS 26.0 for Windows

（IBM Japan，東京）を使用した．

3．倫理的配慮
　本研究では，個人が特定されるような機微情報は含ま

れておらず，すべて e‒Stat（政府統計の総合窓口）5）など
による公表されている公開データを使用している．

結　　果

1．47都道府県における基本統計量
　2010年度から 2024年度における 47都道府県の入院外
歯科医療費に基づき，1件当たり歯科点数，1日当たり歯
科点数，1件当たり日数および受療率を算出した．これ
らの指標に関する平均値，中央値，標準偏差，変動係数，
最大値および最小値をそれぞれ表1に示す．解析の結果，
1件当たり歯科点数および 1件当たり日数の変動係数は
経年的に縮小傾向にあった．一方，1日当たり歯科点数
については，変動係数に大きな変化はみられなかったも
のの，最大値と最小値の差（レンジ）は経年的に拡大す
る傾向が認められた．

2．1件当たり歯科点数とそれを構成する要素の全国値の
経年推移

　1件当たり歯科点数の全国値の経年推移を図 1に示し
た．同点数は 2010年度の 1,311点から減少傾向にあり，
2019年度には 1,224点まで低下した．2020年度は 1,306
点へと一時的に増加したものの，その後は再び減少に転
じた．2024年度は前年度比 8点増の 1,273点であった．

表　1　47都道府県の 1件当たり歯科点数，1日当たり歯科点数，1件当たり日数および受療率の基本統計量（2010～2024年度）

年度（西暦） 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1件当たり
歯科点数

（点）

平均値 1,316.8 1,307.9 1,296.4 1,272.7 1,268.0 1,251.4 1,250.5 1,235.6 1,231.6 1,217.2 1,295.4 1,275.6 1,276.1 1,257.2 1,263.4
中央値 1,306 1,297 1,285 1,264 1,255 1,243 1,251 1,230 1,219 1,202 1,285 1,268 1,269 1,247 1,248
標準偏差 106.4 104.7 105.7 102.9 99.5 95.3 94.1 90.5 88.6 86.6 86.5 83.5 82.5 79.2 77.8
変動係数 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06
最大値 1,609 1,579 1,580 1,545 1,539 1,511 1,504 1,472 1,455 1,439 1,535 1,490 1,479 1,442 1,435
最小値 1,130 1,123 1,128 1,116 1,116 1,103 1,105 1,099 1,097 1,089 1,164 1,149 1,151 1,134 1,140

1日当たり
歯科点数

（点）

平均値 622.3 630.2 640.5 640.9 653.1 659.4 672.9 680.6 693.7 703.8 752.1 770.1 791.7 799.0 822.7
中央値 616 627 637 638 649 655 668 677 688 698 748 765 786 796 821
標準偏差 33.5 34.3 35.1 35.3 35.3 35.1 35.9 36.4 37.1 38.1 39.1 39.7 40.2 40.0 41.2
変動係数 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
最大値 686 702 715 708 721 727 746 754 772 787 840 861 886 899 929
最小値 556 564 575 577 591 598 606 611 619 628 673 688 704 713 733

1件当たり
日数（日）

平均値 2.12 2.08 2.02 1.99 1.94 1.90 1.86 1.82 1.78 1.73 1.72 1.66 1.61 1.57 1.54
中央値 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
標準偏差 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06
変動係数 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04
最大値 2.41 2.35 2.29 2.24 2.19 2.13 2.08 2.03 1.97 1.92 1.91 1.82 1.75 1.71 1.66
最小値 1.87 1.84 1.80 1.77 1.73 1.70 1.67 1.63 1.60 1.57 1.57 1.52 1.49 1.46 1.43

受療率＊

（件/人・月）
平均値 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.14 0.15 0.16 0.16 0.17
中央値 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.14 0.15 0.16 0.16 0.17
標準偏差 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
変動係数 0.11 0.12 0.11 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.11 0.10 0.10
最大値 0.15 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.17 0.18 0.19 0.20 0.20
最小値 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13

＊ 受療率：都道府県の月間件数から「年度ごとの 1カ月当たり平均件数」を算出し，各年度 10月 1日時点の都道府県人口で
除して算出（人口 1人・1カ月当たり件数）
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図　1　1件当たり歯科点数の全国値の経年推移
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図　3　平均受療率の年次推移
＊平均受療率：47都道府県の受療率の平均値
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図　2　1日当たり歯科点数および 1件当たり日数の年次推移
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図　4　各都道府県における 1件当たり歯科点数の変化率（2010年度を 100とした場合の 2024年度の比率）
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図　5　各都道府県における 1日当たり歯科点数の変化率（2010年度を 100とした場合の 2024年度の比率）
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図　6　各都道府県における 1件当たり日数の変化率（2010年度を 100とした場合の 2024年度の比率）
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　図 2には，1日当たり歯科点数および 1件当たり日数
の経年推移を示した．1日当たり歯科点数は 2010年度の
624点から一貫して増加し，2024年度には 828点に達し
た．一方，1件当たり日数は 2010年度の 2.10日から減
少を続け，2024年度には 1.54日となった．
　図 3には，都道府県別の人口推計に基づき，1カ月当
たりの件数から算出した平均受療率の推移を示した．全
国平均の受療率は，2010年度の 0.13から緩やかに上昇
した．2020年度には一時的に減少したものの，2024年度
には 0.18まで増加した．

3．都道府県別にみた 2010年度を基準とした 2024年度の
指標の変化

　2010年度を 100とした 2024年度の 1件当たり歯科点
数の変化率は全国平均で 97.1％であった．多くの都道府
県で減少傾向にあるなか，岐阜県（106.0％），岡山県

（105.6％），京都府（104.9％）など 9府県においては増
加が認められた．最も減少幅が大きかったのは北海道
で－10.8％であった（図 4）．1日当たり歯科点数の都道
府県変化率をみると，熊本県の増加が大きく 148.8％で
あった．最も増加率が小さいのは岩手県の 125.3％で
あった（図 5）．また，1件当たり日数の変化率を図 6に

示した．すべての都道府県で日数が減少しているなか，
岐阜県の減少幅が最も小さく（76.7％），1日当たり歯科
点数の増加が最大であった熊本県の減少幅が最も大きく

（67.4％）なっていた．同様に，受療率の変化率を図 7に
示した．受療率が最も増加したのは鹿児島県で 153.9％
であり，増加率が最小だったのは東京都の 126.4％で
あった．

4．47都道府県における 1件当たり歯科点数の変化率と構
成 3要素との関連

　1件当たり歯科点数の変化率に対する各要素の Spear-
manの順位相関係数を検討したところ，1日当たり歯科
点数変化率 rs＝0.705（p＜0.001）と最も強い正の相関
を示した．次いで 1件当たり日数変化率が rs＝0.688（p
＜0.001）の正の相関を示した一方で，受療率の変化率は
rs＝－0.454（p＜0.001）と負の相関を示した（表 2）．

考　　察

　2010年度から 2024年度における 1件当たり歯科点数
と，それを構成する要素の経年変化および都道府県別の
変化率を分析した．その結果，1件当たり歯科点数は経

図　7　各都道府県における受療率の変化率（2010年度を 100とした場合の 2024年度の比率）
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表　2　 47都道府県における 1件当たり歯科点数の変化率と構成 3要素との関連（Spearman
の順位相関係数）

1日当たり点数変化率 1件当たり日数変化率 受療率の変化率
1件当たり
歯科点数 順位相関係数 　0.705 　0.688 －0.454
変化率 p値 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001

※変化率はすべて，2010年度を 100とした場合の 2024年度の比率
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年的に減少傾向にあったが，新型コロナウイルス感染症
の影響を強く受けた 2020年度を除き，2024年度には初
めて対前年度比で増加に転じた．この 15年間で，同点数
が増加した都道府県は 9府県あり，それ以外は減少して
いた．構成要素別にみると，1日当たり歯科点数はすべ
ての都道府県で増加し，1件当たり日数はすべての都道
府県で減少していた．また，1カ月ごとの件数から算出
した受療率はすべての都道府県で増加していた．
　2010年度を基準とした 2024年度の変化率について，
47都道府県の 1件当たり歯科医療費との相関関係を確認
したところ，1日当たり歯科点数が最も強い正の相関を
示した．今回の分析より，1件当たり歯科点数が増加し
た都道府県においては，「1日当たり歯科点数の増加幅が
大きい」「1件当たり日数の減少幅が小さい」「受療率の
増加幅が小さい」という特徴が得られた．
　受療率の変化率が負の相関を示した要因として，歯科
受療率の向上により，定期的な歯科受診が定着し，歯科
疾患の重症化予防が図られた結果，1件当たり日数の減
少に繋がった可能性も考えられる．本データのみでは結
論付けることはできないものの，引き続き検討を要する
課題である．また，本研究の受療率は都道府県人口を基
に算出しており，本来検討すべき各保険の加入者人口を
反映できていない．今後，より正確な受療率を把握する
ためには，算出方法の精査が必要である．
　本研究で得られた 1件当たり歯科点数の長期的傾向を
踏まえたうえで，都道府県の差を小さくすることや，1
件当たり歯科点数を維持・改善していくことは，歯科診
療所の安定的な経営に向けた方策の一つになると考えら
れる．
　日本の総人口は2008年以降減少に転じ，歯科診療所数
も2016年をピークに減少傾向にある．こうした背景を踏
まえて，厚生労働省の「歯科医療提供体制のあり方」に
関する議論では，「歯科医師の適切な配置等に関する
ワーキンググループ」が設置され，必要数や偏在解消に
向けた検討が開始された6）．このように，歯科医師が減
少していく地域における，持続可能な歯科医療提供体制
は喫緊の課題となっている．
　一方で，歯科医療費は 2008（平成 20年）度以降増加
しており，「2024（令和 6）年度の医療費の動向」1）によれ
ば，歯科医療費は 3兆 4,033億円と，前年度と比較し
1,108億円増加していた．人口減少下にあっても歯科受
療率が漸増している背景には，口腔と全身疾患との関連
に関するエビデンスの蓄積に加え，メディアなどを通じ
て口腔健康管理の重要性が広く受容されたことが考えら
れる．また，1日当たり歯科点数や受療率が増加する一
方で，1件当たり日数が減少している点については，新
型コロナウイルス感染症流行の影響も推察される．つま

り，予約枠を十分に確保し，継続的な疾患管理を計画的
に行う診療体系への移行が進んでいるのではないかとも
推測できる．特に歯科における診療報酬改定に関して
は，2012（平成 24）年度に「歯科治療の需要の将来予想

（イメージ）」7）が初めて示され，2024（令和 6）年度歯科
診療報酬改定の資料8）においても，治療・管理・連携型
への進化が強調されている．従来の「削って詰める」歯
科医療から，高齢者や基礎疾患を保有する者への「継続
的な管理型」への転換が推進されていることも，歯科疾
患の重症化予防に焦点を当てた提供体制の変化を裏づけ
ていると考えられる．すなわち，かかりつけ歯科医によ
る継続的な歯周病安定期治療（SPT）や歯周病重症化予
防治療（P重防）および継続的な受診に基づく長期管理
加算の拡充といった診療報酬改定の方向性は，今後も維
持・推進されていくものと推察される．
　2024（令和 6）年における 1件当たり歯科診療点数の
推移は，従来とは異なる傾向を示している．これには診
療報酬改定に伴う診療内容の変化が寄与している可能性
も考えられるが，本研究の限界として，具体的な実施診
療行為や患者の口腔保健状況までは反映できていない．
　本研究は，15年間にわたる 1件当たり歯科点数の推移
を俯瞰したものであり，今後は患者動向や NDBオープ
ンデータを活用した詳細な診療内容を統合し，さらに考
察を深めていく必要がある．

結　　論

　概算医療費の都道府県別データを用い，1件当たり歯
科点数における15年間の変化率について着目した．全国
の 1件当たり歯科点数は，2010年度以降，減少傾向を示
していた．新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受
けた2020年度に一時的な増加がみられたものの，その後
再び減少に転じ，2024（令和 6）年度には改めて増加に
転じたことが明らかとなった．1件当たり歯科点数へ最
も強く影響した要素は，1日当たり歯科点数であった．
受療率の向上や 1件当たり日数の減少を併せて考慮する
と，歯科疾患重症化予防を目的とした管理型歯科医療へ
と変化していることが示唆された．

　本論文に関し開示すべき COI関係にある企業などはない．
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Long-term Analysis of Dental Care Expenditures Based on the Estimates of  
National Medical Care Expenditure Database by Prefecture（Fiscal Year 2010—2024）

TSUNEISHI Midori, YAMAMOTO Tatsuo1）, SUESE Kazuhiko2） and TAKAHASHI Hideto2）

National Institute of Public Health
1）Department of Preventive Dentistry and Dental Public Health, Kanagawa Dental University

2）Japan Dental Association

　Abstract：This study aimed to identify long-term trends in dental expenditure per claim, which is critical 
for the stable management of dental clinics, and to provide foundational data for the formulation of future den-
tal health policies.
　Using the“Estimates of National Medical Care Expenditure”database, data on outpatient dental expendi-
tures, number of claims, and number of days were analyzed. We extracted and examined the dental fee points

（the dental expenditure per claim divided by 10）per claim and its three structural components（points per 
day, days per claim, and treatment rate）across the 47 prefectures of Japan.
　The analysis revealed that“points per day”had the strongest contribution to the variations in dental expen-
diture per claim. Regarding trends following the Covid-19 pandemic, an increase was confirmed in 2024 com-
pared to the previous fiscal year. These findings suggest the influence of revisions to the medical fee schedule 
and an increasing shift toward management-oriented dental care models in clinics.

Key words： Estimates of national medical care expenditure database, Health insurance claims, Dental treat-
ment fee per case, Treatment rate
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　第 33回北海道歯科医療管理学会総会・学術大会は 11
月 24日北海道歯科医師会館視聴覚室にて開催されまし
た．総会において活動報告，会計決算報告，監査報告を
行い，適正な学会運営であったことをお認めいただくと
ともに本年度および来年度の事業計画案，収支予算案に
ついても原案のとおり参加者の過半数以上の賛成をもっ
て承認されました．
　第 33回大会のメインテーマは「歯科医療の感染管理を
考える」といたしました．今回の特別講演としてワタ
キューセイモア株式会社北海道支店学術・教育担当看護
師の畑了子先生に「歯科医療における感染管理」と題し
てご講演いただきました．歯科医療における診療時に発
生する飛沫やエアロゾル，接触による暴露など，感染経
路が複合的に存在するため歯科医療従事者の個人防護具

（PPE）の適正使用と環境管理の重要性を講演いただきま
した．歯科医療器具はリユース器具が多いことから，再
生・滅菌・保管の感染制御のための「安全システム」の
検証と品質向上について講演いただきました．

　教育講演・認定医講習会「歯科医療管理と今後の地域
歯科医療」と題して，日本歯科医療管理学会理事長/日本
大学客員教授の尾﨑哲則先生に講演いただきました．人
口減少の日本において人材不足は深刻な問題であり，地
方の医療現場においても医療従事者の確保は重点課題で
あること，また国の目指している地域医療のあり方の提
言がありました．
　一般演題は 2演題ありました．岡村敏弘先生らのグ
ループが「AIを活用した咀嚼機能評価プログラムに関
する研究第 2報」，藤田良磨先生らのグループが「咬合
器およびバーチャルアーティキュレーターにおける側方
運動時ガイドの接触関係の比較」について発表されまし
た．両演題とも「AI」「バーチャルアーティキュレー
ター」などのデジタル機器を活用した顎運動の研究発表
でした．
　懇親会は京王プラザホテル札幌で開催され，第33回北
海道医療管理学会学術大会の成功を祝して盛会に終了し
た．

令和 7年度北海道歯科医療管理学会活動報告

会　長

越 智 守 生

地域関連団体活動報告 亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜
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　令和 7年（2025年）11月 9日（日）に，山形県歯科医
師会 4F（山形県山形市十日町二丁目 4番 35号）で，江
良謙次（山形県歯科医師会）大会長のもと，「地域と連携
してゆく歯科医療管理」をテーマに，第 7回（通算 28
回）みちのく歯科医療管理学会学術大会を対面で開催し
た．今回の実行委員長は，長岡圭亮先生（山形県歯科医
師会）で，その他，山形県歯科医師会の後援のもとに，
山形県歯科医師会会長の土門宏樹先生にもご参加いただ
き，ご協賛とご後援をいただいた．
　10：20から 11：20までは，江良謙次先生（山形県歯
科医師会）司会のもと，一般社団法人日本歯科医療管理
学会の理事長である尾﨑哲則先生より，「地域医療連携
を改めてみてみると」と題した認定医研修会が行われた．
続いて，11：30から 12：20まで 3F小会議室で役員会が
行われた．役員会出席者は 14名で，それに加え今回は理
事長である尾﨑哲則先生にも役員会にご臨席いただい
た．役員会が終わり，12：30から 13：00まで，4F大会
議室で総会が行われた．その後，13：10から 14：10ま
で，4F大会議室で，本会の事務局である山崎信也（奥羽
大学歯学部口腔機能分子生物学講座教授）が司会を務め，
山形大学医学部歯科口腔・形成外科学講座教授の石川恵
生先生より，「社会実装を意識した研究」と題して特別講
演が行われた．続いて，14：30から 16：20まで，一般
演題 6演題の発表となった．
　参加者は30名であり，いずれの講演も発表も活発な質
疑応答があった．ここ数年，東北が中心のみちのく歯科
医療管理学会では，学生をはじめ，若手の医局員などの
口演発表が定着してきている．日本歯科医療管理学会会
員の高齢化および会員数低下の問題に対し，時代ととも
にこのような学生などを巻き込んだ学会形式で対応を続
けている．懇親会でも，会員の多くはアットホームな雰
囲気のみちのく歯科医療管理学会を楽しんでおり，盛会
のうちに終了した．また，会員同士の意見交換や交流に
とても有意義であった．
　一般演題抄録を下記に示す．

14：30～15：15　一般演題　セッション 1
座長： 佐藤健一（岩手医科大学歯学部口腔顎顔面再建学

講座歯科麻酔学分野教授）
1． 施設入所高齢者と成人労働者の口腔カンジダの分布
の比較

　○ 佐藤華子1），杉山由紀子1），矢野　明2），佐藤俊郎1），
大石泰子1），阿部晶子1），岸　光男1）

1）岩手医科大学歯学部口腔医学講座予防歯科学分野， 
2）岩手生物工学研究センター生物資源研究部

　これまで高齢者の口腔カンジダの分布頻度に関して多
く調べられてきたが，就労世代に関する報告は少ない．
本研究では，両者を同じ方法で調査し口腔カンジダ量を
比較した．介護施設入所高齢者（高齢者）と成人労働者

（労働者），それぞれ 29名と 26名から舌試料を採取し，
試料中の総真菌量，C. albicans量を real‒time PCR法で
比較した．総真菌は高齢者の 29名中 27名（93％），労働
者の 26名中 18名（69％）から検出された．また，
C. albicansは高齢者の 29名中 27名（93％），労働者の
26名中 10名（38％）から検出された．総真菌量はそれ
ぞれ 1.83±0.63，0.85±0.72で，C. albicans量は 1.57
±0.55，0.53±0.69であった．口腔カンジダは就労期の
成人と比較すると高齢者で多く，特にC. albicansが多い
ことが示された．

2． 歯科医療管理の基本である医療安全  
―本学から広げたい先進の蘇生教育―

　○ 田代碧蓮1），佐藤　光2），山崎信也2），吉田健司2），
安部将太2），川合宏仁2）

1）奥羽大学歯学部第 2学年，2）奥羽大学歯学部附属病院
歯科麻酔科

　世界的標準蘇生法である AHA‒BLSプロバイダー
コースを本学歯学部 5年に組み入れて 4年目を迎え，現
在まで 240名が合格し，資格を得た．共用試験で BLS知
識が多く問われるため，本学は，4年生時の歯科麻酔学
で BLS講義を行い，5年生の BLS知識は一定水準にあ
る．本学の教員 7名が正式なインストラクター資格を有
していることに加えて，コースの 1週間前にテキストを
配布して事前学習を促すことで，再試験や補習が必要な
ケースはない．学生からの意見でも，履歴書に記載でき，
マッチングや就職に有利など好評である．どの医療系大
学も，一定時間を費やして蘇生教育を行っているが，同
様に時間を費やすのであれば，本学のような取り組みも
一考すべきと思われる．

3． 輸液とシリンジポンプに起因した漏電ショート事例
による医療安全の一考

令和 7年度みちのく歯科医療管理学会活動報告

会　長

山 崎 信 也
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　○ 高橋晃司，山崎信也，大山由人，若松慶一郎， 
佐藤　光，安部将太，川合宏仁
奥羽大学歯学部附属病院歯科麻酔科

　歯科医療管理学において，日常歯科診療における医療
安全の確保は，きわめて重要な課題の一つである．今回，
歯科医院において突如院内の漏電ブレーカーが作動し，
診療機器が一時的に使用不能となった事例が発生した．
ただちに原因を調査した結果，輸液と，その直下に設置
されていた薬剤精密持続注入用医療電気機器（シリンジ
ポンプ）が漏電の原因となり，偶発的なショートが生じ
たことが判明した．そこで本報では，当該事例の概要に
若干の考察を加えて報告する．歯科診療では，シリンジ
ポンプに限らず，輸液剤を併用する電気医療機器とし
て，スケーラー，超音波外科用サージェリー機器，イン
プランターなどが広く使用されており，同様のリスクに
対する注意喚起が求められる．

15：30～16：15　一般演題　セッション 2
座長： 岸　光男（岩手医科大学歯学部口腔医学講座予防

歯科学分野教授）
4．当院から依頼した金属アレルギー検査の検討
　○ 釜田　朗1），佐藤　光2），川合宏仁2），山崎信也2），

瀬川　洋2）

1）釜田歯科医院，2）奥羽大学歯学部附属病院
　近年，保険治療では，非金属による修復が増加してい
るが，支台築造，ブリッジ，義歯製作などでは従来から
の歯科用金属を使用することがある．さらに，大臼歯で
はチタンクラウンも導入されている．また，口腔内には，
廃止されたアマルガムやニッケルクロム合金クラウンが
残存している可能性もある．今回，開業からの約 10年間
に金属アレルギーの検査を依頼して，皮膚科から報告が
あった30例について内容を検討した．検査を依頼したの
は，12％金銀パラジウム合金，銀合金，コバルトクロム
合金，アマルガム，ニッケルクロム合金を想定した含有
成分である．その結果，30例中の 29例が女性，22例に
陽性反応が認められた．陽性反応がみられた元素は，Ni
が 14例，Coが 6例，Pdが 4例，Irと Suが 3例，Hg
と Crが 2例，Au，Zn，Feが各 1例であった．これら
の元素を含有する歯科用金属が必ず為害作用を発現する

ことは少ないが，保険のルールや治療方針，材料の相違
について十分に説明する必要性があると考えられた．

5． フッ化物応用が人工的に脱灰したエナメル質表層に
及ぼす影響

　○岩井　聖1），南　健太郎2），瀬川　洋2）

1）奥羽大学歯学部第 2学年，2）奥羽大学歯学部口腔衛生
学講座

　フッ化物局所応用法には，フッ化物歯面塗布法，フッ
化物洗口法，フッ化物配合歯磨剤の使用があり，いずれ
もう蝕予防に有効であることが知られている．本研究で
は，フッ化物応用法が，初期う蝕に対する歯質再石灰化
の促進に及ぼす影響を検討した．人工的に初期う蝕を形
成した牛歯エナメル質試料 30個を 1群 6試料とし，それ
らを A群：脱灰直後，B群：ミネラル溶液処理，C群：
フッ化物歯面塗布，D群：フッ化物洗口液，E群：フッ
化物配合歯磨剤の 5群に分けた．C，D，E群はそれぞれ
のフッ化物応用法を試料表層に作用させた後，37℃の恒
温槽に 14日間静置し再石灰化処理とした．その後，ダイ
ナミック硬度計により，すべての試料表層の弾性率を測
定した．D，E群はすべての群と比較して有意な弾性率
の増加を示し，再石灰化の促進が認められた．

6． 臨床研修医と歯科衛生学生のプロービング時の根面
接触状況について

　○ 小関健由1），瀬名浩太郎1），石河理紗2），大場智美3），
結城　泉3），秋葉まゆ美3），髙橋弥良3）

1）東北大学大学院歯学研究科予防歯科学分野，2）東北大
学病院口腔支持療法科，3）一般社団法人山形県歯科医師
会立山形歯科専門学校

　歯周プローブを用いたプロービングは基本的な歯科臨
床技能の一つであるが，歯科医学教育で，その基本技能
が正確に教えられているか，根面への歯周プローブの接
触状態が表示される模型を使って検証した．プロービン
グ時の歯周プローブの根面への接触状況は，プロービン
グ・ストロークの 1/3未満しか接触できない者は，歯科
衛生士学生では 84％，初期研修時の臨床研修歯科医では
94％であり，十分な基本技能を習得できていないことが
示された．
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＜プロローグ＞
　第 31回関東甲信越歯科医療管理学会の総会・学術大
会は，2026年度第 67回日本歯科医療管理学会総会・学
術大会のプレ大会として，2025年 10月 19日にビジョン
センター東京駅前で開催され，10月 27日より 12月 15
日までオンデマンド配信を実施しました．参加者はWeb
参加を含め，58名でした．

＜大会レポート＞
大　会　長： 佐藤正俊  

（関東甲信越歯科医療管理学会理事）
実行委員長： 林　昌二  

（神奈川歯科大学短期大学部特任教授）
テ　ー　マ： 歯科医療の明日そして未来（存続・継承）
会　　　期： 2025年 10月 19日（日）　9：00～12：10
　　オンデマンド配信： 10月 27日（月）9：00～  

12月 15日（月）18：00まで
会　　　場：ビジョンセンター東京駅前・会議室
　　　　　　東京都中央区八重洲 1‒8‒17

＜大会要旨＞
1．  本会はこの数年「100歳時代をどう生きるか」をテー
マに議論を重ねてまいりました．その結果，健康寿命
を延伸するには 8020運動の理念に基づいた自立歩行
の重要性が確認できました．

2．  本大会は2026年開催予定の本部第67回大会の企画・
運営を委嘱された関係で「プレ大会」としての開催と
いたします．

3． 現在，歯科界は高齢化・歯科医業の継承等の諸問題を
抱え開業医にとって苦しい時代が続いています．

4． 本大会ではこれらの諸問題をコ・デンタルスタッフ
まで範囲を広げ，テーマに掲げた「みんなが毎日明る
く生活できる」手法を具体的に検討・検証していきた
いと希望します（大先生・若先生を中心に）．

5． 日本歯科医療管理学会会員の7割は開業医なので会員
の先生方が明日からすぐ活用できるヒント・手法を
お示しできればと企画いたしました（日常臨床でなか
なか聞きづらいことを中心として）．たとえば，Try 
and Error（症例検討会）を通じて．

6． 以上の諸問題の誘因から発生している，歯科医師国家
試験の難易度が上がり，合格しても臨床経験不足の

「若先生」の悩み解決にも役立てば．参加者の皆様の
ご教授を期待しています．

7． まとめ．諸問題を解決し，人生の先輩の「健康生活の
QOLを高める」とする．

＜開催内容＞
講演 1．
①　 「歯科医療関係者の養成と今後の展望について」
　　講師： 小椋正之（日本大学松戸歯学部歯科医療管理

学講座教授）
②　 「歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業について」
　　講師： 木村安沙（公益財団法人日本医療機能評価機

構医療事故防止事業部課長代理）
③　 「航空業界から学ぶ医療のヒューマンエラー対策」
　　講師： 進　俊則（公益社団法人日本航空機操縦士協

会会長）

講演 2．Try and Error症例検討会
④　歯科医師： 「歯科医業の温故知新～大先生と若先生

の世代間ギャップとその課題～」
　　講師： 大金　覚（帝京大学医学部歯科口腔外科科

長・准教授）
⑤　歯科衛生士： 「歯科保健医療における歯科衛生士の

需給に関する一考察―ベテラン歯科衛
生士と若手歯科衛生士の職業意識―」

　　講師： 合場千佳子（日本歯科大学東京短期大学特任
教授）

　　　　　 小西富代（東京科学大学病院歯科・歯系診療
部門歯科衛生士）

⑥　歯科技工士： 「日常臨床からみたパーシャルデン
チャーの設計と情報共有について」

　　講師： 小島　大（株式会社杏友会神奈川支社義歯グ
ループテクニカルリーダー）

一般口演
O‒1． 初期付着菌および感染性心内膜炎原因菌 Strepto-

coccus gordoniiに対する短鎖脂肪酸の影響
　○ 鈴木　到1），田口千恵子1），鈴木陽香1），長島輝明2），
小椋正之3），有川量崇1）

1）日本大学松戸歯学部衛生学講座，2）日本大学大学院松
戸歯学研究科，3）日本大学松戸歯学部歯科医療管理学分

令和 7年度関東甲信越歯科医療管理学会活動報告
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野
O‒2． 令和 7年度職場や地域と対話した口腔機能低下症

の専門技術的予防事業（事業報告）
　○乾　明成　　

青森県西北保健所，弘前大学大学院医学研究科社会医学
講座，日本大学歯学部

O‒3． 千葉県内の歯科診療所におけるHIV感染者の歯科
治療に関する意識について

　○吉森和宏1），泉福英信2）

1）千葉県衛生研究所，2）日本大学松戸歯学部感染免疫学
講座

O‒4． 「食べるよろこび」～山梨県介護福祉士会・口腔健
康管理の研修実施後のアンケート評価～

　○花形哲夫　　
花形歯科医院

O‒5． エイクレス®を利用した経絡の刺激に伴う症状改
善に関する一症例

　○七沢久子1,2 , 3,4），隈部まさる2,3）

1）七沢歯科医院，2）エイクレス研究会，3）山梨県歯科医師
会，4）山梨県歯科衛生専門学校

＜エピローグ＞
　会場開催では，尾﨑哲則理事長からご挨拶をいただ
き，上條英之先生の座長のもと，小椋正之先生のご講演
がありました．講演後，質疑応答が活発に交わされ，充
実した実開催でした．
　なお，報道取材があり，掲載されましたのでここにご
報告いたします．
1． 医歯薬出版株式会社：歯科界ニュース―関東甲信越
歯科医療管理学会2025年度総会・第31回学術大会開
催される/Ishiyaku Dent Web

2． 株式会社ヒョーロン・パブリッシャーズ：12月号掲載
3． クインテッセンス出版株式会社：ニュース記事（ザ・
クインテッセンス 1月号掲載）
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　第29回東海歯科医療管理学会総会・学術大会が，実行
委員長を亀川義己先生，実行委員を岩尾慧先生，漆川京
太先生として開催された．歯科医師，歯科衛生士計 57名
が参加した．総会では，尾﨑哲則理事長のご挨拶の後，
藤原周から，令和 6年度収支決算報告がなされ可決承認
された．
　学会テーマは，「2025年問題・安全な歯科医療にむけ
て」として，特別講演には朝日大学口腔病態医療学講座
歯科麻酔学講座講師の岸本敏幸先生をお招きし，「歯科
医療時における救急対応」という演題で講演いただいた．
岸本先生とその周辺で生じた全身的偶発症の発症の実例
の紹介およびその対応の解説をいただいた．全身的偶発
症の発症頻度は少ないがモニタリングを行い予防とその
対応について講演いただいた．
　シンポジウム「朝日大学における歯科医療安全対策」
では，「特性を踏まえて皆で考える～障がい者歯科にお
ける医療安全対策～」という演題で朝日大学歯学部障害

者歯科学分野教授岩瀬陽子先生より，場合分けをしなく
てもよいシステム作りについての講演をいただいた．

「包括支援歯科医療部（訪問診療）における医療安全対
策」という演題で朝日大学医科歯科医療センター包括支
援歯科医療部の横矢隆二准教授から訪問診療での全身的
偶発症予防について，「朝日大学病院歯科口腔外科にお
ける医療安全に関する取り組み」として朝日大学病院歯
科口腔外科准教授の上田順宏先生からインシデント・ア
クシデントからの注意点をお示しいただいた．また，「朝
日大学医科歯科医療センター歯科衛生部における医療安
全対策」の演題で朝日大学医科歯科医療センター副歯科
衛生士長の土藏明奈先生に歯科衛生士部のチームとして
の取り組みや視点と実践力についての提案をいただい
た．医療安全に対して活発なディスカッションが行われ
た．
　最後に，第29回東海歯科医療管理学会実行委員長の亀
川義己より閉会の辞を述べ終了した．

令和 7年度東海歯科医療管理学会活動報告

会　長

藤 原 　 周



72　　日本歯科医療管理学会雑誌　第 61巻第 1号

2025年 8月 24日（日）9：50～16：10
 9：00　　　　　受付開始
 9：50～10：00　開会式　末瀬大会長挨拶
10：00～11：00　 特別講演 1　  

「安心安全の提供こそ，おもてなしの
原点～能登半島地震発生時に加賀屋が
執った行動とは～」

　　　　　　　　講師： 道下範人氏  
（和倉温泉加賀屋支配人）

　　　　　　　　座長：津田多利（質疑応答を含む）
11：15～12：15　シンポジウム「医院継承問題について」
　　　　　　　　座長：末瀬一彦
　　　　　　　　シンポジスト
　　　　　　　　 1． 石川県歯科医師会　  

安井秀樹先生（小松市）
　　　　　　　　 2． 近畿北陸歯科医療管理学会　  

内野泰樹先生（八尾市）
　　　　　　　　 3． 石川県歯科医師会　  

南　正典先生（加賀市）
　　　　　　　　 4． 石川県歯科医師会　  

津田多利先生（白山市）
12：15～13：15　 総会  

日本歯科医療管理学会理事長挨拶， 
昼食，企業展示

13：20～14：00　 教育講演  
「特定健診を活用した歯科受診勧奨の
社会実装について」

　　　　　　　　座長：内野泰樹
　　　　　　　　演者： 近畿北陸歯科医療管理学会　  

大橋正和先生
14：00～15：00　一般講演
15：00～16：00　 特別講演 2　  

「最近の歯科保健医療の動向」
　　　　　　　　 演者： 厚生労働省医政局歯科保健課長 

小嶺祐子先生（学会認定医講習会）
　　　　　　　　座長：末瀬一彦
16：00～16：10　閉会式

（開催案内）
　第 28回近畿北陸歯科医療管理学会総会・学術大会は，
令和 7年 8月 24日（日）石川県歯科医師会のご協力の
下，金沢市の同会館で開催させていただきます．開催
テーマは「未来の笑顔を守る　安心と持続可能な歯科医
療」で，特別講演で和倉温泉加賀屋支配人の道下範人氏
に「安心安全の提供こそ，おもてなしの原点」と題して，
能登半島地震で被災された経験からとられた行動につい
て語っていただきます．また，厚生労働省歯科保健課長
の小嶺祐子先生から「我が国の歯科医療・歯科保健の方
向性について」（仮題）現状報告を兼ねてお話しいただき
ます．なお，小嶺先生の講演は学会認定医講習会として
位置づけています．さらに，歯科医師の高齢化に伴って
歯科医院継承について話題になっている現状からシンポ
ジウムとして「医院継承問題」を取り上げ，さまざまな
立場から歯科医院の継承の課題について本学会役員およ
び石川県歯科医師会会員の先生方からセンセーショナル
な議論をしていただきます．
　本学会は，毎年近畿北陸地区の各府県を学術大会の開
催地として選び，ご当地ならではのテーマを企画して運
営しています．今回は，令和 6年 1月 1日に大規模の地
震が発災した石川県を 2年越しで開催地として選び，ご
当地の抱える課題について議論する予定です．金沢市
は，小京都と呼ばれる風光明媚な観光地でもあり，山海
の食材も豊富で学会参加とともに楽しめる地区でもあり
ます．
　ぜひとも日本歯科医療管理学会の会員に参加をしてい
ただき，議論を盛り上げていただくとともに，石川県復
興にご協力をいただきたいと思います．

令和 7年度近畿北陸歯科医療管理学会活動報告

会　長

末 瀬 一 彦
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　10月 26日（日）広島県歯科医師会館「ハーモニーホー
ル」において，「2025年問題といわれていた，今」をテー
マに大会を開催した．なお，前日の 25日（土）には第 2
回役員会と懇親会が行われ，日本歯科医療管理学会より
尾﨑哲則理事長が両日とも出席された．
　大会当日は，学術大会に先立ち総会が行われ，予定さ
れていた 4つの議案すべてが承認された．開会式では，
大会長である山﨑健次広島県歯科医師会会長より「本大
会のテーマにある『2025年問題』は，長らく医療界全体
の大きな課題とされてきた．その年を迎えた現在，単な
る将来予測ではなく，現実の課題と向き合わざるをえな
い局面である．これまで語られてきた問題を精査し，い
かに次世代に繋いでいくか，参加者の皆さまと共有して
いきたい」と挨拶があった．
　続いての特別講演では，日本歯科医療管理学会の柴垣
博一専務理事を講師とし，「臨床医の目線からの歯科医
療管理と感染管理対策」と題して行われた．変化の激し
い医療環境のなかで，国の政策に対応した医療安全や感
染管理体制の構築すること，スタッフ教育の重要性につ
いて，また，経営の安定も含め，臨床開業医に求められ
る医療管理のあり方を歴史的背景について解説された．
また，感染管理について，改正医療法や CDCガイドラ
イン，標準予防策の考え方をもとに，診療所での具体的
な実践例を交えてご紹介いただいた．
　午後からは下記の11題の一般口演が行われ，活発な質
疑応答がなされた．（演題名のみ）

　 1． 一般歯科医院における医科歯科連携の実践と課
題～診療情報連携共有料・総合医療管理加算の活
用と運用実績～

　 2． 災害危機管理に関する意識調査―医療従事者の災
害意識から考えること―

　 3． 岡山県歯科医師会における歯科衛生士支援事業に
ついて　第 1報

　 4． 岡山県歯科医師会における歯科衛生士支援事業に
ついて　第 2報

　 5． 近年の物価高騰による山口県における診療所の歯
科衛生士への対応について

　 6． カスタマーハラスメントについて
　 7． 「歯科医療提供体制維持に向けての中国 5県調査」

からみた雲南圏域の実状と考察
　 8． 「歯科医療提供体制維持に向けての中国 5県調査」

からみた浜田圏域の実状と考察
　 9． 鳥取県における歯科医院の終活についての意識調

査
　10． 山口県内の歯科口腔外科の現状と今後の課題
　11． 広島県歯科医師会会員用スマホアプリの開発

　来年度は，令和 8年 11月 1日（日）に山口県歯科医師
会主管で開催予定である．

令和 7年度中国地域歯科医療管理学会活動報告

会　長

末 森 一 彦
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　令和 7年度の大会は徳島大学での開催となりました．
今年度は，「医療安全及び感染対策を基盤とした歯科医
療管理を再考する」をテーマといたしました．
　学術大会に先立ち，総会が行われ前年度の香川大会の
会計決算と今年度徳島大会の予算審議がなされ満場一致
で承認されました．
　その後，学術大会が大塚講堂小ホールで行われました．
　講演 1は「開業医の診療所での感染管理対策」として
日本歯科医療管理学会専務理事の柴垣博一先生が行いま
した．講演 2は「具体例から学ぶ医療安全・感染対策」
として徳島大学歯学部総合診療科の北村直也教授が行い
ました．
　昼食はアレクシオンファーマ合同会社の歯の早期脱落
を起こす HPPについてランチョンセミナーを行いまし
た．午後の会員発表は以下の 4題となりました．

1． 「歯科技工士受給問題を考える～院内技工士という
選択肢～」西原　裕（香川県）

2． 「訪問歯科診療について」野間道博（愛媛県）
3． 「親子間の医院継承～子の立場から～」  
友永章雄（高知県）

4． 「多職種による地震災害時の応急救護について」  
斎賀明彦（徳島県）

　今回の会員発表は時流に合わせたもので，今後歯科医
師会が取り組む時貴重な資料となるものと考えます．
　最後に，講演の 2題は医療管理の 2大テーマである感
染予防と医療安全についてのものです．この 2つは法令
遵守で決められたものではなく自主対応すべきもので
す．各医院の医療倫理が問われるもので，患者側にも当
然わかるものと考えます．患者獲得という医院経営にも
影響するもので，医療管理が取り組む最大の事項と考え
ます．
　次期開催の愛媛県でも取り組む予定ですのでよろしく
お願いいたします．

令和 7年度四国歯科医療管理学会活動報告

会　長

蓮 井 義 則
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　令和 7年 7月 19・20日に第 66回日本歯科医療管理学
会総会・学術大会（沖縄）との併催として，第 26回九州
歯科医療管理学会総会・学術大会を開催いたしました．
　九州地区での参加は30名程度でしたが，学会開会式に
おいては，100名を超す参加者となりました．
　口演 18題，ポスター発表 22題，基調講演，シンポジ
ウム，特別講演 2題，教育講演とタイトな日程もかかわ
らず，会場は立ち見が出るほどの盛況裡に終えることが
できました．九州地区として大会を引き受け，沖縄で開
催するという変則的な開催ではありましたが，ITの力を
借りて密な連携が取れたことで，九州地区の運営スタッ

フが適材適所でアクションを起こし，スムーズな進行が
なされました．また，沖縄県歯科衛生士会のサポートに
もたいへん助けられました．
　第 53回日本歯科医療管理学会総会・学術大会から 13
年ぶりに，2度目の大会長をさせていただきました．前
回は沖縄県歯科医師会の会長の立場でしたので伸び伸び
と運営ができました．一方，今回は九州歯科医療管理学
会の会長としての運営でしたので，協力省力化を目指し
た運営を心がけました．九州地区の役員の協力のもと成
功裡に終えることができ，感謝の一言です．

令和 7年度九州歯科医療管理学会活動報告

会　長

比 嘉 良 喬
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●令和 8年度地域関連団体総会・学術大会開催予定
＜北海道歯科医療管理学会＞
日時：2026年 11月 23日（月・祝）
会場：北海道歯科医師会館（予定）

＜みちのく歯科医療管理学会＞
日時：2026年 11月 8日（日）
会場：秋田県歯科医師会館

＜関東甲信越歯科医療管理学会＞　※第 67回全国大会と併催
日時：2026年 7月 10日（金）～12日（日）
会場：神奈川県歯科医師会館

＜東海歯科医療管理学会＞
日時：2026年 8月 30日（日）
会場：ウインクあいち

＜近畿北陸歯科医療管理学会＞
日時：2026年 9月 13日（日）
会場：大阪府歯科医師会館

＜中国地域歯科医療管理学会＞
日時：2026年 11月 1日（日）
会場：山口県歯科医師会館

＜四国歯科医療管理学会＞
日時：2026年 8月 22日（土）・23日（日）
会場：愛媛県歯科医師会館 2階大ホール

＜九州歯科医療管理学会＞
日時：2026年 11月 29日（日）
会場：ホルトホール大分

地域関連団体活動予定 亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜
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書　　評

亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜

　手術手技には，いわゆる流儀といわれるものがいまだ
にあると思います．研修を受けた施設によって，イン
フォームドコンセントから術後管理の方法にいたるま
で，その流れはさまざまです．抜歯の場合，挺子の大き
さや形態一つとっても何々式であるとか誰々モデルと
いったものが多数存在します．毎日のように抜歯を行っ
ている身としては，他施設ではどんな流儀で手術を行っ
ているのかには関心があります．本書を読み，多数の箇
所で自分の流儀との相違を感じましたが，Ⅵ章　下顎智
歯の抜歯，Ⅶ章　上顎智歯の抜歯では多数のシェーマや
写真が掲載されていることもあり，よりビジュアルに感
じることができました．人が対象となる手術を行ってい
る身としては不謹慎な物言いとなるものの，手術結果は

100例行えば 100通りになると思います．本書は智歯抜
歯を始めるための入門書というよりも，臨床経験を積ん
だ術者がみずからの流儀を自己批判し，手術を受けた患
者さんの笑顔がより多く見られるようにするための書籍
ではないかとの感想をもちました． （堀川晴久　記）

基本からマスターする開業医のための智歯抜歯 
―手技＆画像診断・難易度評価―

神部芳則，大橋　豪　編著
医歯薬出版　発行

AB判，112頁，定価 8,800円

　この数十年，歯科保健医療は高齢化に伴う要介護者へ
の対応に大きな力を注いできた．その成果として，口腔
の健康が全身の健康に直結するという認識が，他職種に
も一般社会にも広く浸透しつつある．しかし一方で，子
どもたちの口腔と全身の関係については，十分な理解が
得られているとはいいがたい．学校歯科医としての経験
からも，学校保健委員会では歯科の役割が依然として

「むし歯予防」にとどまり，歯並びや咀嚼機能が成長発育
に及ぼす影響への認識はまだ浅いと感じる．
　本書は，歯科診療所に管理栄養士を迎え入れる意義
を，具体的な実践例を通して明快に示している．特に，
高齢者の摂食嚥下ではなく小児歯科領域での活用例が中
心である点は新鮮で，まさに目からうろこが落ちる思い
であった．子どもの健康を支えることが歯科保健医療の
使命であることを改めて思い出させる内容である．
　口腔疾患の予防が子どもの全身の健全な発育に直結す

ることを社会に理解してもらうためにも，歯科診療所に
管理栄養士がいることの価値は計り知れない．たしか
に，多くの歯科診療所にとって管理栄養士を雇用する
ハードルは高い．しかし，一昔前にこれほど多くの歯科
診療所が摂食嚥下障害に携わる未来を誰が想像しただろ
うか．本書は，そうしたパラダイムシフトによる未来の
姿の一端を描き出しているのかもしれない．
 （岸　光男　記）

管理栄養士が輝く歯科医院 
―採用・定着から地域への健康支援まで―

中野　崇，武藤直弘，松野頌平　編
デンタルダイヤモンド社　発行

B5判　136頁　定価 5,280円
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一般社団法人日本歯科医療管理学会定款

第 1章　総　　　則

（名称）
第1条　本会は，一般社団法人日本歯科医療管理学会（英
文名：Japanese Society of Dental Practice Adminis-
tration）と称する．

（目的及び事業）
第 2条　本会は，歯科医療管理に関連した近代的諸科学
を広く導入・普及することにより歯科医療の内容の向
上，診療環境の整備及び運営の安定化を図り，もって
国民の健康に寄与することを目的として，次の事業を
行う．
　（1）学術大会の開催
　（2）研究会，講演会及び講習会等の開催
　（3）機関誌及びその他の出版物の刊行
　（4）認定医等の資格の認定
　（5）研究の奨励及び研究業績等の表彰
　（6） 国内外の歯科医療管理学に関する文献及び資料の

収集並びに情報提供
　（7） 国内外における歯科医療管理学関連団体との交流

及び情報交換
　（8）その他本会の目的を達成するために必要な事業

（主たる事務所の所在地）
第 3条　本会は，主たる事務所を東京都豊島区に置く．

（公告方法）
第 4条　本会の公告は，主たる事務所の公衆の見やすい
場所に掲示する方法により行う．

（機関）
第 5条　本会は，本会の機関として社員総会及び理事以
外に理事会及び監事を置く．

第 2章　会員及び社員

（法人の構成員）
第 6条　本会に，次の種類の会員を置く．
　　　正　会　員　 歯科医療管理学に関心があり，本会の

目的及び事業に賛同する個人
　　　団体会員　 歯科医療管理学に関心があり，本会の

目的及び事業に賛同する団体
　　　維持会員　 本会の目的達成のための事業に対し，

維持会費を納入することにより支援す
る個人又は団体

　　　賛助会員　 本会の目的達成のための事業に対し，
賛助会費を納入することにより支援す
る個人又は団体

　　　名誉会員　 本会の目的達成，運営及び発展に著し
い功績のあった正会員で，別途定める
規定の基準を満たし，理事会の推薦を
経て総会の承認を得た個人

2　本会は，別に定める規則によって正会員の中から選
出された 100名以上 200名以内の代議員をもって社員

（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下，
法人法という．）に規定する社員をいう．以下同じ．）
とする．

3　代議員を選出するため，正会員による代議員選挙を
行う．代議員選挙を行うために必要な規則は理事会に
おいて定める．

4　代議員は，正会員の中から選ばれることを要する．
正会員は，前項の代議員選挙に立候補することができ
る．

5　第 3項の代議員選挙において，正会員は他の正会員
と等しく代議員を選挙する権利を有する．理事又は理
事会は，代議員を選出することはできない．

6　代議員の任期は，選任後 2年以内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時
までとする．ただし，代議員が総会決議取消しの訴え，
解散の訴え，責任追及の訴え及び役員の解任の訴え（法
人法第 266条第 1項，第 268条，第 278条，第 284条）
を提起している場合（法人法第 278条第 1項に規定す
る訴えの提起の請求をしている場合を含む．）には，当
該訴訟が終結するまでの間，当該代議員は社員たる地
位を失わない（当該代議員は，役員の選任及び解任（法
人法第 63条及び第 70条）並びに定款変更（法人法第
146条）についての議決権を有しないこととする）．

7　代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くことと
なるときに備えて補欠の代議員を選挙することができ
る．補欠の代議員の任期は，任期の満了前に退任した
代議員の任期の満了する時までとする．

8　補欠の代議員を選挙する場合には，次に掲げる事項
も併せて決定しなければならない．
　（1）当該候補者が補欠の代議員である旨
　（2） 当該候補者を 1人又は 2人以上の特定の代議員の

補欠の代議員として選任するときは，その旨及び
当該特定の代議員の氏名

　（3） 同一の代議員（2人以上の代議員の補欠として選
任した場合にあっては，当該 2人以上の代議員）
につき 2人以上の補欠の代議員を選任するとき
は，当該補欠の代議員相互間の優先順位

9　第 7項及び前項の補欠の代議員の選任に係る選挙及
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び決定が効力を有する期間は，第 6項の代議員の任期
と同様とする．

10　代議員の報酬は，無償とする．
11　正会員は，法人法に規定された次に掲げる社員の権
利を，社員と同様に本会に対して行使することができ
る．
　（1）法人法第 14条第 2項の権利（定款の閲覧等）
　（2）法人法第 32条第 2項の権利（社員名簿の閲覧等）
　（3） 法人法第 57条第 4項の権利（総会の議事録の閲

覧等）
　（4） 法人法第 50条第 6項の権利（社員の代理権証明

書面等の閲覧等）
　（5） 法人法第 51条第 4項及び第 52条第 5項の権利

（議決権行使書面の閲覧等）
　（6） 法人法第 129条第 3項の権利（計算書類等の閲覧

等）
　（7） 法人法第 229条第 2項の権利（清算法人の貸借対

照表等の閲覧等）
　（8） 法人法第 246条第 3項，第 250条第 3項及び第

256条第 3項の権利（合併契約等の閲覧等）
12　理事，監事は，その任務を怠ったときは，本会に対
し，これによって生じた損害を賠償する責任を負い，
法人法第 112条の規定にかかわらず，この責任は，す
べての正会員の同意がなければ，免除することができ
ない．

（入会）
第 7条　本会の会員となるためには，本会所定の入会申
込書に入会金及びその年度の会費を添えて入会の申込
をし，理事会の承認を得なければならない．

（入会金及び年会費）
第 8条　会員は，本会の事業活動に経常的に生じる費用
に充てるため，入会時及び毎年，総会の決議を経て別
に定める規則に基づく入会金及び年会費を支払う義務
を負う．また，本会は，必要がある場合には総会の決
議を経て会員から臨時会費を徴収することができる．

2　名誉会員は年会費を納めることを要しない．
3　既納の入会金，年会費及びその他の拠出金品は，い
かなる事由があっても返還しない．

（退会）
第 9条　会員は，本会所定の退会届を提出することによ
り，任意にいつでも退会することができる．

（除名）
第 10条　会員が次の各号のいずれかに該当するときは，
総会の決議によって当該会員を除名することができ
る．
　（1） 本会の定款，規則等又は総会の議決に違反したと

き

　（2） 本会の名誉を傷つけ，又は本会の目的に反する行
為をしたとき

　（3）その他正当な事由があるとき
2　前項の規定により会員を除名するときは，当該会員
にあらかじめ通知するとともに，議決の前に弁明の機
会を与えなければならない．

（会員の資格の喪失）
第 11条　前 2条の場合のほか，会員は，次のいずれかに
該当する場合は，その資格を喪失する．
　（1） 第 8条の支払義務を継続して 2年間履行しなかっ

たとき
　（2）総代議員が同意したとき
　（3）当該会員が死亡，解散したとき

（会員資格喪失に伴う権利及び義務）
第 12条　会員が，前 3条の規定によりその資格を喪失
したときは，本会に対する権利を失い，義務を免れる．
ただし，未履行の義務は，これを免れることができな
い．

2　本会は，会員がその資格を喪失しても，既に納入し
た入会金，年会費その他の拠出金品を返還しない．

3　正会員である代議員が，会員資格を喪失したときは，
代議員資格も喪失したものとする．

第 3章　社 員 総 会

（総会の構成等）
第 13条　本会の総会は，代議員をもって構成し，代議員
は総会において各 1個の議決権を有する．

2　前項の総会をもって法人法上の社員総会とする．
3　総会は，定時総会及び臨時総会の 2種とする．

（総会の権能）
第 14条　総会は，法人法に規定する事項及びこの定款
に定める事項に限り議決することができる．

2　前項の規定にかかわらず，総会は，あらかじめ通知
した目的である事項以外は，議決することができない．

（総会の開催）
第 15条　定時総会は，毎事業年度終了後 3カ月以内に 1
回開催する．

2　臨時総会は，次に掲げるときに開催する．
　（1）理事会が必要と認めたとき
　（2） 総代議員の議決権の 5分の 1以上を有する代議員

から，会議の目的である事項及び招集の理由を示
して請求があったとき

　（3） 前号の規定により請求をした代議員が，裁判所の
許可を得て，総会を招集するとき

（総会の招集）
第 16条　総会は，前条第 2項第 3号の規定により代議
員が招集する場合を除き，理事会の決議に基づき，理



80　　日本歯科医療管理学会雑誌　第 61巻第 1号

事長が招集する．
2　代議員が招集する場合を除き，理事長が総会を招集
するには，代議員に対し，会議の目的たる事項及びそ
の内容並びに日時及び場所を示して，総会の日の 1週
間前までに，書面をもって通知しなければならない．

（総会の議長）
第 17条　総会の議長は，その総会において，出席代議員
の中から選出する．

（決議の方法）
第 18条　総会の決議は，法令又はこの定款に別段の定
めがある場合を除き，総代議員の議決権の過半数を有
する代議員が出席し，出席した当該代議員の議決権の
過半数をもって行う．

2　総会に出席することができない代議員は，あらかじ
め通知された事項について書面または電磁的方法を
もって決議し，または他の代議員を代理人として決議
を委任することができる．

（総会の議事録）
第 19条　総会の議事については，法令で定めるところ
により，議事録を作成する．

2　議事録には，議長のほか，出席した代議員のうちか
らその総会において選任された議事録署名人 2人以上
が署名若しくは記名押印をしなければならない．

第 4章　理事，監事及び代表理事

（役員の設置）
第 20条　本会に，次の役員を置く．
　（1）理事　10名以上 40名以内
　（2）監事　2名以内
2　理事のうち 1名を理事長とし，2名の副理事長，1名
の専務理事，5名以内の常務理事を置く．

3　前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし，専
務理事，常務理事を法人法第 91条第 1項第 2号の業
務執行理事とする．また，それ以外の理事の一部を法
人法第 91条第 1項第 2号の業務執行理事とすること
ができる．

（役員の選任）
第 21条　理事及び監事は，別途定める選出方法により
選出された者の中から，総会の決議によって選任する．

2　理事会は理事長を選定する．この場合において，理
事会は総会の決議により理事長候補者を選出し，理事
会において当該候補者を選定する方法によることがで
きる．

3　副理事長，専務理事，常務理事及び前条第 3項後段
の業務執行理事は，理事会の決議によって理事の中か
ら選定する．

4　理事のうち，理事のいずれか 1名とその配偶者又は

三親等内の親族（その他当該理事と政令で定める特別
の関係がある者を含む．）である理事の合計数が理事
総数の 3分の 1を超えてはならない．また，他の同一
団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相
互に密接な関係にあるものとして法令で定めるもので
ある理事の合計数が理事総数の 3分の 1を超えてはな
らない．

5　監事は，本会の理事又は使用人を兼ねることができ
ない．

（理事の職務及び権限）
第 22条　理事は，理事会を構成し，法令及びこの定款で
定めるところにより，職務を執行する．

2　理事長は，法令及びこの定款で定めるところにより，
本会を代表し，会務を統括する．

3　副理事長は，理事長を補佐し，理事長に事故あると
きは，予め理事長が指名した順序により，その職務を
代行する．

4　専務理事は，理事長を補佐し，常務理事会及び理事
会を取りまとめる．

5　常務理事は，本会の会務を分担執行する．
6　業務執行理事は，理事会において別に定めるところ
により，本会の会務を分担執行する．

7　理事長及び業務執行理事（専務理事及び常務理事を
含む）は，毎事業年度に 4カ月を超える間隔で 2回以
上，自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなけれ
ばならない．

（監事の職務及び権限）
第 23条　監事は，理事の職務の執行を監査し，法令で定
めるところにより，監査報告を作成する．

2　監事は，いつでも，理事及び使用人に対して事業の
報告を求め，本会の業務及び財産の状況の調査をする
ことができる．

3　その他，法令に定められた業務を行う．
（役員の任期）
第 24条　理事の任期は，選任後 2年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時
までとする．

2　監事の任期は，選任後 2年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までと
する．

3　補欠として選任された理事又は監事の任期は，前任
者の任期の満了する時までとする．

4　増員として選任された理事の任期は，現任者の任期
の満了する時までとする．

5　理事又は監事は，第 20条に定める定数に足りなく
なるときは，任期の満了又は辞任により退任した後も，
新たに選任された者が就任するまで，なお理事又は監
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事としての権利義務を有する．
（役員の解任）
第 25条　役員は，次の各号のいずれかに該当するとき
は，総会の決議により，これを解任することができる．
ただし，監事の解任については，総代議員の半数以上
であって，総代議員の議決権の 3分の 2以上の議決権
を有する者の賛成による総会の決議によることを要す
る．
　（1） 心身の故障のため職務の執行に耐えないと認めら

れるとき
　（2） 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくな

い行為があると認められるとき
　（3） その他正当な事由があるとき

（役員の報酬等）
第 26条　役員の報酬は，無償とする．
2　ただし，役員にはその職務を執行するための費用を
弁償することができる．この場合の費用弁償の規則は
総会の決議を経て別途定める．

第 5章　理　事　会

（理事会の構成）
第 27条　本会に理事会を置く．
2　理事会は，すべての理事をもって構成する．

（権限）
第 28条　理事会は，次の職務を行う．
　（1）本会の業務執行の決定
　（2）理事の職務の執行の監督
　（3） 理事長，副理事長，専務理事，常務理事及び業務

執行理事の選定及び解職
（招集）
第 29条　理事会は，理事長がこれを招集し，会日の 1週
間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発
するものとする．ただし，緊急の場合にはこれを短縮
することができる．

2　理事長に事故若しくは支障があるときは，理事長が
あらかじめ理事会で定めた順位に従い他の理事がこれ
を招集する．

（議長）
第 30条　理事会の議長は，理事長がこれに当たる．ただ
し，理事長に事故若しくは支障があるときは，理事長
があらかじめ理事会で定めた順位に従い他の理事がこ
れに代わるものとする．

（決議）
第 31条　理事会の決議は，決議について特別の利害関
係を有する理事を除く理事の過半数が出席し，その過
半数をもって行う．

2　前項の規定にかかわらず，法人法第 96条の要件を

満たしたときは，理事会の決議があったものとみなす．
（議事録）
第 32条　理事会の議事については，法令で定めるとこ
ろにより，議事録を作成する．

2　理事会に出席した理事長（理事長に事故若しくは支
障があるときは出席理事）及び監事は，前項の議事録
に署名若しくは記名押印をしなければならない．

（常務理事会）
第 33条　常務理事会は，理事長，副理事長，専務理事，
常務理事及び業務執行理事をもって構成する．

2　常務理事会は，理事長が随時必要なときに招集し，
理事長はその議長となり，次の事項を処理する．
　（1） 理事会から委任を受けた日常の事務処理に関する

こと（ただし，法人法並びにこの定款の規定によ
り理事会の議決を要するものを除く．）

　（2） 緊急を要する会務の処理に関すること（ただし，
法人法並びにこの定款の規定により理事会の議決
を要するものを除く．）

　（3）その他理事会の付託会務に関すること
3　常務理事会で処理した事項は，理事会に報告し，承
認を受けなければならない．

4　理事長が本会の運営に必要と認めた者を常務理事会
にその都度出席させることができる．

第 6章　資産及び計算

（資産の構成）
第 34条　本会の資産は，次に掲げるものをもって構成
する．

1．財産目録に記録された財産
2．事業年度内における次に掲げる収入
　（1）年会費，入会金及び各種負担金
　（2）寄附金品
　（3）資産から生じる収入
　（4）事業に伴う収入
　（5）その他の収入

（事業年度）
第 35条　本会の事業年度は，毎年 5月 1日に始まり翌
年 4月 30日に終わる．

（事業計画及び収支予算）
第 36条　本会の事業計画書，収支予算書，資金調達及び
設備投資の見込みを記載した書類については，毎事業
年度の開始の日の前日までに，理事長が作成し，理事
会の承認を受けなければならない．これを変更する場
合も，同様とする．

（事業報告及び決算）
第 37条　本会の事業報告及び決算については，毎事業
年度終了後，理事長が次の書類を作成し，監事の監査



82　　日本歯科医療管理学会雑誌　第 61巻第 1号

を受けた上で，理事会の承認を経て，総会に提出し，
1及び 2の書類についてはその内容を報告し，3から 5
までの書類については承認を受けなければならない．
　（1）事業報告
　（2）事業報告の附属明細書
　（3）貸借対照表
　（4）損益計算書（正味財産増減計算書）
　（5） 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）

の附属明細書
（計算書類等の備置き）
第 38条　本会は，各事業年度にかかる貸借対照表，損益
計算書（正味財産増減計算書）及び事業報告書並びに
これらの附属明細書（監事の監査報告書を含む．）を，
定時総会の日の 2週間前の日から 5年間，主たる事務
所に備え置くものとする．

（剰余金の不配当）
第 39条　本会は，剰余金の配当はしないものとする．

第 7章　定款の変更及び解散

（定款の変更）
第 40条　この定款は，総代議員の半数以上であって，総
代議員の議決権の 3分の 2以上の議決権を有する者の
賛成による総会の決議によって変更することができ
る．

（解散）
第 41条　本会は，総会の決議その他法令で定められた
事由により解散する．

（残余財産の帰属）
第 42条　本会が清算をする場合において有する残余財
産は，総会の決議を経て，公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律第 5条第 17号に掲げる法
人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとす
る．

第 8章　委員会及び顧問

（委員会）
第 43条　本会は，事業の円滑な遂行を図るため，理事会
の議決により，委員会を設けることができる．

2　委員会の構成，任務及びその他委員会運営に必要な
事項は，その都度，理事会の議決により，別に定める．

（顧問）
第 44条　理事長は，会務の執行について必要な助言を
得るため，理事会の同意を得て，顧問を委嘱すること
ができる．

2　顧問の任期は，委嘱した理事長の任期の満了する時
までとする．

第 9章　附　　　則

（諸規程等）
第 45条　この定款の施行についての諸規程は，理事会
の議決を経て，別に定める．

（設立時社員の氏名及び住所）
第 46条　本会の設立時の社員は，第 6条の規定にかか
わらず，次の者とする．
　大分県臼杵市大字臼杵 109番地の 3 白圡清司
　東京都大田区大森本町一丁目 8番 10‒2211号 尾﨑哲則
　神奈川県横浜市都筑区大丸 5番 22号 片山繁樹

（設立時の役員）
第 47条　本会の設立時理事及び設立時監事は，第 21条
の規定にかかわらず，次のとおりとする．
設立時理事
　白圡清司　　尾﨑哲則　　片山繁樹　　柴垣博一
　勝部直人　　伊東昌俊　　玉川裕夫　　日髙勝美
　福澤洋一　　佐藤　勉　　瀨川　洋　　藤井一維
　鶴田　潤　　髙橋義一　　笠井史朗　　川上智史
　小塩　裕　　中村勝文　　髙田晴彦　　末瀨一彦
　宮内啓友　　梁本昌功　　平田創一郎　　越智守生
　岸　光男　　大金　誠　　山内六男　　南　哲之介
　蓮井義則　　木村哲也
設立時監事　　外山康臣　　福西啓八

（設立時の代表理事）
第 48条　本会の設立時理事長（代表理事）は，次のとお
りとする．
　大分県臼杵市大字臼杵 109番地の 3
　設立時理事長（代表理事）白圡清司

（設立時の会員）
第 49条　従来の日本歯科医療管理学会の正会員，団体
会員，維持会員，賛助会員及び名誉会員であって，第
6条に規定する正会員，団体会員，維持会員，賛助会員
及び名誉会員の資格を有する者は，第 7条の規定にか
かわらず，設立の日からそれぞれ当該会員とする．

（最初の事業年度）
第 50条　本会の最初の事業年度は，法人成立の日から
平成 31年 4月 30日までとする．

（設立時の財産及び権利義務）
第 51条　本会の設立により，従来の日本歯科医療管理
学会に属した一切の財産及び権利義務は，本会が継承
する．

（定款に定めのない事項）
第 52条　この定款に定めのない事項については，すべ
て法人法その他の法令の定めるところによる．

（附則）
1　この定款は平成 30年 5月 1日から施行する．
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一般社団法人日本歯科医療管理学会定款施行規則

　

第 1章　総　　　則

（目的）
第 1条　本規則は一般社団法人日本歯科医療管理学会
（以下「本会」という．）定款第 2条の目的を達成する
ため，定款を運用するために必要な事項を規定し，円
滑な学会運営を推進することを目的とする．

第 2章　正　会　員

（入会手続）
第 2条　定款第 7条に基づき，本会に入会するものは，
入会申込書に必要な事項を記入の上，入会金及び当年
度の年会費を添えて本会事務局に申し込まなければな
らない．

（入会日）
第 3条　入会日は入会申込書と入会金及び当年度の年会
費の納入が完了した日とする．入会手続完了後本人に
通知し，理事会の承認を得なければならない．

（正会員の権利）
第 4条　正会員には次の権利がある．
　（1） 本会の学術大会において研究成果を発表し，報告

を行うこと．
　（2） 本会の発行する学会機関誌　日本歯科医療管理学

会雑誌に投稿すること．
　（3） 本会の定時総会議事及び議決した事項について，

会告等にて通知を受けること．
　（4） 本会の発行する学会機関誌　日本歯科医療管理学

会雑誌の配布を受けること．
　（5） 本学会ウェブサイトの会員サイトを閲覧するこ

と．
（学会誌等の配布）
第 5条　当該年度の会費を納めた正会員は，その年度の

5月から翌年 4月に至るまでの本会機関誌の配布を受
ける．

2　新たに正会員となったものには，入会手続完了後か
ら機関誌等を配布する．

3　次条に定める納入期限までに会費の納入がないとき
は，学会機関誌等の配布は停止される．

（会費納入期限）
第 6条　会費は，当該年度の 4月 30日までに納めなけ
ればならない．

（滞納会費の受け入れ）
第 7条　滞納会費の納入があったときは，滞納の発生順

に充当するものとする．ただし，正会員資格喪失後，
年会費の納入があった場合は再入会とし，当該年度の
会費として受け入れる．

2　滞納により停止された期間の機関誌等の配布は受け
られない．

第 3章　団 体 会 員

（団体会員）
第 8条　団体会員は歯科医師会医療管理関連部門や地域
連携に必要な医療関連組織等の団体での入会希望者と
し，各団体から 3名まで登録できる．団体会員として
登録した者は，第 4条各号に定める正会員の権利と同
等の権利を有する．

2　前項の団体会員の登録者の中から各団体は代表者 1
名を選任する．なお，団体会員としての登録者は当該
団体の変更届により適時変更できる．

（規則の準用）
第 9条　第 2条（入会手続），第 3条（入会日），第 6条
（会費納入期限），第 7条（滞納会費の受け入れ）につ
いては団体会員に準用する．

（団体会員の権利）
第 10条　団体会員には次の権利がある．
　（1） 団体会員登録者が本会の学術大会において研究成

果を発表し，報告を行うこと．発表者が 3名を超
える場合には，4名からは学術大会の当日会費の
みを納入する．

　（2） 団体会員登録者が本会の発行する学会機関誌　日
本歯科医療管理学会雑誌に投稿すること．著者が
3名を超える場合には，4名からは本会雑誌投稿
規定に従う．

　（3） 団体会員登録者が本会の定時総会議事及び議決し
た事項について，会告等にて通知を受けること．

　（4） 団体会員登録者のうち代表者が本会の発行する学
会機関誌　日本歯科医療管理学会雑誌の配布を受
けること．

　（5） 団体会員登録者が本会ウェブサイトの会員サイト
を閲覧すること．

（学会誌等の配布）
第 11条　当該年度の会費を納めた団体会員の代表者は，
その年度の 5月から翌年 4月に至るまでの本会機関誌
の配布を受ける．

2　新たに団体会員となったものには，入会手続完了後
から学会機関誌等を配布する．
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3　会費納入期限までに会費の納入がないときは，学会
機関誌等の配布は停止される．

第 4章　維持会員・賛助会員

（規則の準用）
第 12条　第 2条（入会手続），第 3条（入会日），第 5条
（学会誌等の配布），第 6条（会費納入期限）及び第 7
条（滞納会費の受け入れ）については維持会員・賛助
会員に準用する．

（維持会員・賛助会員の権利）
第 13条　維持会員・賛助会員には次の権利がある．
　（1） 本会の発行する学会機関誌　日本歯科医療管理学

会雑誌の配布を受けること．
　（2） 本会の定時総会議事及び議決した事項について，

会告等にて通知を受けること．
　（3） 本学会ウェブサイトの会員サイトを閲覧するこ

と．

第 5章　名 誉 会 員

（名誉会員）
第 14条　名誉会員は，前年度末（4月 30日）の時点で，
会員歴が継続 20年以上（法人化前の日本歯科医療管
理学会の期間を含む）であり，かつ満 75歳以上である
正会員の中から理事会が推薦し，総会の承認を得て決
定する．

2　前項に規定する推薦の対象者は，次のいずれかに該
当する者とする．
　（1） 本会の役員及び代議員の経験を有する者または法

人化前の本会の役員歴などこれに準じる経験を有
する者

　（2） 通算 5期以上の地域関連団体役員の経験を有する
者で地域関連団体の長から推薦された者または法
人化前の支部役員歴などこれに準じる経験を有す
る者で地域関連団体の長から推薦された者

　（3） その他，本会の目的達成に著しい貢献があった者
3　第 1項および第 2項の規定にかかわらず，70歳以上
の者で，本会活動に多大な貢献や功績があり，理事会
が特に必要と認めた者を総会に推薦し，総会の承認を
得て決定することができる．

4　前 2項の規定に基づき名誉会員に決定した者は，次
年度以降の会費納入を免除する．

第 6章　会　　　費

（入会金）
第 15条　本会の入会金は，次のとおりとする．
　（1）正会員　　3,000円
　（2）団体会員　6,000円

　（3）維持会員　3,000円
　（4）賛助会員　3,000円

（年会費）
第 16条　本会の年会費は，次のとおりとする．
　（1）正会員　　　　　12 ,000円（歯科医師以外の正会

員は 10,000円とする．）
　（2）団体会員　　　　24,000円
　（3）維持会員　一口　50,000円
　（4）賛助会員　一口　30,000円

第 7章　役員及び代議員

（理事の選出）
第 17条　理事の選出方法は，別に定める理事選出に関
する規程に従うものとする．

（理事長候補者の選出）
第 18条　理事長候補者の選出は，別に定める理事長候
補者選出規則に従うものとする．

（監事の選出）
第 19条　監事の選出は別に定める監事選出規則に従う
ものとする．

（代議員の選出）
第 20条　代議員の選出方法は別に定める代議員選出規
則に従うものとする．

（役員及び代議員の定年）
第 21条　役員及び代議員が満 75歳に達した場合は，任
期終了後，その資格を失う．

第 8章　委　員　会

（委員会の設置）
第 22条　本会は，会務処理を円滑に行うために各種委
員会を設置し，理事長から指名された理事が担当する．
　（1）編集委員会
　（2）学術・教育委員会
　（3）認定医制度委員会
　（4）認定医資格認定審査会
　（5）医療情報委員会
　（6）医療保険・地域医療検討委員会
　（7）諸規則等運用委員会
　（8）広報委員会
　（9）倫理審査委員会
　（10）利益相反委員会

（委員会の構成）
第 23条　第 22条に定める委員会は，委員長 1名および
委員若干名で組織する．各委員会規則がある場合には
この限りではない．

2　委員長は理事長が理事の中から指名し，理事会の決
議を経て選任する．
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3　必要に応じて委員の中から副委員長を置くことがで
きる．

4　副委員長，委員は委員長が指名し，理事会の決議を
経て理事長が委嘱する．

5　幹事は必要に応じて 1名以上を置くことができる．

第 9章　学 術 大 会

（学術大会）
第 24条　学術大会は原則として毎年 1回，6月～7月に
開催する．開催地及び開催時期は理事会において承認
を得る．

第 10章　地域関連団体（協力学会）

（地域関連団体）
第 25条　定款第 2条第 7号に規定する関連団体は次の
協力学会とする

2　協力学会は北海道歯科医療管理学会，みちのく歯科
医療管理学会，関東甲信越歯科医療管理学会，東海歯
科医療管理学会，近畿北陸歯科医療管理学会，中国地
域歯科医療管理学会，四国歯科医療管理学会，九州歯
科医療管理学会の地域関連団体とする．

3　一般社団法人日本歯科医療管理学会へ入会した者
は，登録の住所によって，別表に則り地域関連団体に
所属する．

（地域関連団体助成金）
第 26条　地域関連団体運営費を助成することができる．
2　会議のための会場費，連絡費等の運営費の助成は，
15万円＋前年度末会員数×300円で算出される額を上
限とし，領収書を添えて本会に申請をする．

第 11章　補　　　則

第 27条　本規則に定めるもののほかこの法人の運営に

必要な事項は，理事会の決議を経て，理事長が別に定
める．

第 12章　定款施行規則の改廃

第 28条　本規則は，理事会および総会の決議を経なけ
れば改正または廃止することができない．

別表

地域関連団体名 都道府県名
北海道歯科医
療管理学会

北海道

みちのく歯科
医療管理学会

青森県　秋田県　岩手県　山形県　宮城県
福島県

関東甲信越歯
科医療管理学
会

茨城県　栃木県　群馬県　千葉県　埼玉県
東京都　神奈川県　山梨県　新潟県
長野県

東海歯科医療
管理学会

静岡県　愛知県　三重県　岐阜県　

近畿北陸歯科
医療管理学会

石川県　富山県　福井県　滋賀県　京都府
大阪府　兵庫県　奈良県　和歌山県

中国地域歯科
医療管理学会

岡山県　鳥取県　広島県　島根県　山口県

四国歯科医療
管理学会

徳島県　香川県　愛媛県　高知県

九州歯科医療
管理学会

福岡県　佐賀県　長崎県　大分県　熊本県
宮崎県　鹿児島県　沖縄県

（附則）
1　本規則は，平成 30年 7月 20日に制定し，平成 30年
5月 1日に遡って施行する．

2　附則 1にかかわらず，第 16条第⑴号に示す正会員
の年会費の額は，平成 31年 5月 1日から適用する．

3　本規則は，令和 3年 7月 16日一部改正する．
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一般社団法人日本歯科医療管理学会認定医制度規則

第 1章　総　　　則

（目的）
第 1条　一般社団法人日本歯科医療管理学会（以下「本
学会」という）では，「歯科保健医療福祉・介護の質を
確保して安全・安心・信頼の歯科医療を提供できる歯
科医療機関のあるべき姿を探求し，それを推進できる
歯科医師を育成し，国民に適切な歯科医療を提供する
こと」を目的として認定医制度を設ける．

（名称）
第 2条　認定医の名称を一般社団法人日本歯科医療管理
学会認定医（英文名：Board Certified Dentist of Jap-
anese Society of Dental Practice Administration）と
する．

第 2章　認定医制度委員会

（委員会の設置）
第 3条　本学会は，前条の目的を達成するために認定医
制度委員会をおく．

2　委員長・副委員長及び委員は，本学会理事長が指名
する．

（業務）
第 4条　認定医制度委員会は，この規則によって以下の
業務を行う．
　 1 ）認定医制度に関する諸問題を検討する．
　 2 ） 日本歯科医療管理学会認定医（以下「認定医」と

いう）の認定資格，更新，資格喪失等に関する事
項を検討する．

　 3 ）関連学会との連絡を行う．

第 3章　認定医資格認定審査会

（業務）
第 5条　認定医資格認定審査会（以下「認定審査会」と
いう）は，認定医の資格認定を行う．

2　認定審査会は，認定医の審査に関して以下の業務を
行う．
　 1 ）申請資格の審査
　 2 ）認定医試験の実施
　 3 ）認定審査
　 4 ）申請資格審査及び認定審査に必要な調査
　 5 ）その他，認定医等の認定業務に必要な事項

第 4章　認定医の申請資格

（申請資格）
第 6条　認定医の認定を申請する者は，次の各号に定め

る資格を要する．
　 1 ）日本国の歯科医師免許を有すること
　 2 ） 歯科医師免許登録後，3年以上継続して本学会会

員であること
　 3 ）別に定める研修実績を有すること
2　前項の規定にかかわらず，認定医制度委員会が認め
る者は，認定医の認定を申請することができる．

第 5章　認定医の認定（申請方法）

第 7条　認定医申請者は，次の各号に定める申請書類に
認定審査料を添えて，認定審査会に提出しなければな
らない．
　 1 ）認定医申請書
　 2 ）履歴書
　 3 ）歯科医師免許の写し
　 4 ）研修実績報告書
2　認定審査会は，必要に応じてその他の資料等の提出
を求めることができる．

（審査ならびに認定）
第 8条　認定医の審査は，試験及び申請書類によって行
う．

3　認定医申請者については，認定審査会が認定医とし
ての適否を判定し，その結果に基づき，理事会に答申
して承認を得たのち，理事会，社員総会に報告する．

4　認定医の審査は原則として 1年に 1回とし，認定医
制度委員会が必要と認めた場合には，複数回行うこと
ができる．

（認定書の交付）
第 9条　本学会は，所定の登録手続を完了した歯科医師
を日本歯科医療管理学会認定医として登録し，認定書
を交付する．

2　認定書の有効期間は，5年とする．

第 6章　資格の更新

（更新義務）
第 10条　認定医は，5年毎にその資格を更新しなければ
ならない．

第 7章　資格の喪失ならびに認定の取消

（事由）
第11条　認定医が次の事項に該当するとき，理事会の議
を経て，認定を取消す．
　 1 ）正当な理由を付して認定医の資格を辞退したとき
　 2 ）資格の更新を行わなかったとき
　 3 ）歯科医師の免許が取消されたとき
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　 4 ）本学会の資格を喪失したとき
　 5 ）認定医としてふさわしくない行為があったとき
　 6 ）申請書類に重大な誤りがあったとき
2　認定医制度委員会は，会員が前項第 5号及び第 6号
に該当するとき，資格喪失の認定前に該当会員に対し
て弁明の機会を与えるものとする．

3　1項第 1号，第 2号，第 5号及び第 6号に該当する
資格の喪失の適否については，認定医制度委員会の議
を経なければならない．

第 8章　認定医制度施行規則等への委任

第 12条　この規則に規定するもののほか，　認定の条件
等審査の方法等については認定医制度施行規則で，認
定医制度委員会，認定審査会等の構成と運営について
は認定医制度委員会規則，認定審査会規則で定める．

第 9章　附　　　則

第 13条　本規則は，平成 24年 4月 1日から施行する．
第14条　本規則は，理事会の決議を経なければ改正また
は廃止することはできない．
第 15条　本規則は平成 30年 5月 1日一般社団法人日本
歯科医療管理学会設立に伴い，「日本歯科医療管理学
会」を「一般社団法人日本歯科医療管理学会」と読み
替えるものとする．

 平成 24年 7月 7 日一部改正
 平成 28年 7月 16日一部改正
 平成 30年 7月 20日一部改正
 令和 3 年 7月 16日一部改正
 令和 7 年 7月 18日一部改正
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一般社団法人日本歯科医療管理学会認定医制度施行規則

第 1章　総　　　則

第 1条　一般社団法人日本歯科医療管理学会認定医制度
の施行にあたって，認定医制度規則（以下「規則」と
いう）に定めるもののほか，施行に必要な事項につい
ては，この認定医制度施行規則によるものとする．

第 2章　認定審査会

第 2条　認定審査会は，規則第 5条に示す業務を行い認
定医としての可否を判定する．
　 1 ）申請資格の審査
　 2 ）認定審査
　 3 ）申請資格審査及び認定審査に必要な調査
　 4 ）その他，認定医等の認定業務に必要な事項
2　次年度の認定医の認定業務に関する事項を作成する．
3　認定医の認定に必要な資格について申請書類を審査
し，適否を判定する．
第 3条　認定審査会は，申請書類を受理した日から 5年
間，本学会事務局に保管する．

第 3章　認定医の認定

第 4条　認定医の認定を申請する者（以下「認定医申請
者」という）の資格については規則第 6条に定めるも
ののほか，次の各条について審査する．
第 5条　認定医申請者は，申請時までに，次の各号に定
める項目について所定の研修を修めなければならない．
　 1 ） 本学会の総会・学術大会に 2回以上および地域関

連団体総会・学術大会に 1回以上参加しているこ
と

　 2 ） 本学会主催の認定医研修会に 2回以上参加してい
ること

（認定医の認定方法）
第 6条　認定医としての適否の評価は認定審査会が行
う．適否の評価は出席委員の 3分の 2以上の賛成によ
るものとし，その結果を理事会および社員総会に報告
しなければならない．
第 7条　規則第 8条に示す試験は筆記によって行う．そ
の具体的方法等については実施年度当初 4月に本学会
ホームページで公告する．

第 4章　資格の更新

（資格更新の申請方法）
第 8条　認定医の資格更新を申請する者は，次の号に定
める申請書類に，資格更新審査料を添えて認定医制度
委員会に提出しなければならない．
　 1 ）資格更新申請書
　 2 ）履歴書
　 3 ）最近 5年間の研修実績報告書

（資格更新の審査ならびに認定方法）
第 9条　資格更新の審査は，認定審査会が申請書類によ
り行う．適否の判定は，出席委員の 3分の 2以上の賛
成によるものとし，理事会および社員総会に答申して
承認を得るものとする．
第10条　本学会は，所定の更新手続を完了した者を一般
社団法人日本歯科医療管理学会認定医として引き続き
登録し，認定書を交付する．

（資格更新の要件）
第11条　認定医の資格更新要件は，認定医登録された日
から 5年間に次の各号に定める項目について所定の研
修を修めなければならない．
　 1 ） 本学会の総会・学術大会に 2回以上および地域関

連団体総会・学術大会に 1回以上参加しているこ
と

　 2 ） 本学会主催の認定医研修会に 2回以上参加してい
ること

第 5章　附　　　則

第 12条　この規則は，平成 24年 4月 1日から施行する．
第 13条　審査料，登録料，更新審査料等の金額は，各 1
万円とする．
第14条　本規則は，理事会の決議を経なければ改正また
は廃止することはできない．

 平成 28年 7月 16日一部改正
 平成 30年 7月 20日一部改正
 令和 3 年 7月 16日一部改正
 令和 7 年 7月 18日一部改正
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（総則）
第 1条　本制度は，一般社団法人日本歯科医療管理学会
指導医（以下「指導医」という）が，一般社団法人日
本歯科医療管理学会（以下「本学会」という）の活動
のもとに，本学会認定医・認定士（以下「認定医・認
定士」という）並びに認定医・認定士志望者の指導・
育成等を行うことにより，認定医・認定士の資質の向
上を図るとともに，自らも指導者的役割を果たすこと
によって，学会理念の普及と国民に良質な歯科医療の
提供および歯科口腔保健の増進に寄与することを目的
とする．
第 2条　前条の目的を達成するため学会は，指導医（英
文名：Board Certified instructor of Japanese Society 
of Dental Practice Administration）を認定するととも
に，本制度の実施に必要な事業を行う．

（指導医委員会）
第 3条　学会は，本制度を運営するために指導医委員会
（以下「委員会」という）を設置する．
　 2． 指導医および資格認定に関することは，本規則以

外のことは指導医制度施行規則により定める．
第 4条　委員会は，指導医制度を運営するために次の事
務を行う．
　（1）第 6条に定める指導医の資格条件等を定める．
　（2） 指導医申請者（更新の申請も含む）に対して第 6

条及び第 13条に定める審査認定を行う．
　（3） 第10条に定める指導医の登録及び認定証の交付を

行う．
　（4） 第15条に定める指導医の資格喪失に対する審査と

関連する事項について行う．
　（5） その他，指導医制度の運営に必要な事項について

行う．
（指導医の資格及び審査）
第 5条　指導医は，第 6条に定める条件を満たし，学会
が定める書類で申請し，委員会が行う審査を受ける．
　 2． 審査の結果，合格した者を指導医と認定し，登録

のうえ指導医認定証を交付する．
　 3． 指導医の認定期間中にある者は同時に認定医とみ

なし，認定医認定証を交付する．
第 6条　以下の各号をすべてみたす者は，指導医を申請
できる．
　（1）日本国歯科医師の免許を有する者．
　（2） 指導医の申請時において，学会会員であり，かつ，

通算して 5年以上の会員歴を有する者
　（3） 指導医の申請時において，学会認定医であり，か

つ，通算して 3年以上の認定医歴を有する者

　（4） 過去 5年間のうち，本学会が主催する総会・学術
大会への 3回以上の参加

　（5） 過去5年間のうち，地域関連団体が主催する総会・
学術大会への 2回以上の参加

　（6） 過去 5年間のうち，本学会または地域関連団体が
主催する認定医研修会への 3回以上の参加

　（7） 本学会学術大会又は地域関連団体学術大会におい
て 1回以上発表していること

　（8）当学会指導医 2名の推薦を必要とする．
　（9）上記の要件とは別に理事会が認めた者
第 7条　指導医の資格を得ようとする者は，本施行規則
第11条に定める認定審査料を添え，次の各号に定める
申請書類を学会に提出しなければならない．
　（1）指導医申請書
　（2）履歴書
　（3）歯科医師免許証の写し
　（4）認定医資格証の写し
　（5）第 6条（4）（5）（6）に関する経験を証明する書類
　（6）2名以上の指導医による推薦書
　（7）払込受領書の写し
第 8条　指導医の資格審査は，第 6条の条件を満たして
いるか否かについて書類審査を行う．
　 2． 第 6条の条件を満たしている者には，指導医委員

会による面接を行う．
　 3． 審査は，委員会委員の過半数が認めた場合に合格

とする．賛否同数の場合は委員長が決する．
第 9条　指導医として適格であると認められた者は，本
施行規則第11条に定める認定登録料を添え，学会に登
録及び認定証の交付の申請を行わなければならない．

（指導医の登録，期間，更新）
第10条　指導医認定証の交付申請者には，指導医として
学会に登録のうえ指導医認定証を交付し学会雑誌に公
告する．
第 11条　指導医の登録期間は，認定した期日から 5年間
経過後まで（認定期限）とする．
第 12条　登録期間終了後も引き続き指導医を希望する
者は，認定期限までの更新申請期間に本施行規則
第 11条に定める認定更新料を添えて更新の申請を行い，
審査を受ける．
　 2．更新の条件は，第 6条の申請の条件と同じとする．
　 3．更新時には原則面接は行わない．
　 4． 指導医の更新が承認された場合，認定医制度規則

第 6章および認定医制度施行規則第 4章に定めら
れた認定医の更新も承認されたものとみなす．

第 13条　審査のうえ，第 6条の条件を満たしている者に
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は更新を認め，第 10条と第 11条と同様に扱う．
（暫定措置）
第 14条　暫定措置を設ける（有効になった時点から 3年
間，2029年まで）
　　旧規程の認定医で認定医取得後に本学会学術大会並
びに地域関連団体学術大会に各 1回以上参加及び認定
医研修会に 2回以上参加している場合には指導医申請
資格を有しているものとする．

（終身指導医）
第 15条　終身指導医を設ける
　　申請し，更新時 65歳以上で更新料を納めた者は，更
新を認めてそれ以降は終身指導医として更新を免除す
ることができる．

（指導医の責務）
第16条　指導医は，日本歯科医療管理学会に関連する学
会や研究会等に積極的に参加し，日本歯科医療管理学
会の理念に沿って歯科医療についての成果を公表する
よう努めなければならない．

（指導医の資格喪失）
第17条　指導医は，次の各号のいずれかに該当するとき
は，委員会，理事会の議を経てその資格を失う．

　（1）本人が資格の辞退を申し出たとき．
　（2）日本国歯科医師免許を喪失したとき．
　（3）学会会員の資格を喪失したとき．
　（4）指導医の認定期限が終了したとき．
　（5） 学会の理念に反して，指導医として不適当と認め

たとき．
第18条　指導医の資格を喪失した者であっても，喪失の
事由が消滅したときは再び指導医の資格を申請するこ
とができる．

（補則）
第19条　指導医申請会員は，委員会の決定に関する異議
を理事長に申し立てることができる．
　 2． 理事長は，申し立て内容について理事会で検討の

うえ，当事者に回答を行う．
第20条　本規則は，理事会および総会の決議を経なけれ
ば改正または廃止することはできない．
第 21条　本規則の施行について必要な施行規則は別に
定める．

 令和 7年 11月 26日一部改正
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（制定の主旨）
第 1条　一般社団法人日本歯科医療管理学会指導医制度
規則（以下「規則」という）の施行にあたって，規則
に定めた事項のほかは一般社団法人日本歯科医療管理
学会指導医制度施行規則にしたがって運営する．

（指導医委員会）
第 2条　指導医委員会（以下「委員会」という）の委員
は指導医であり，理事長は認定医制度委員会と認定医
資格認定審査会の若干名に委任する．委員長は委員会
の互選とする．
　 2． 指導医制度に関することは委任された認定医制度

委員会が，指導医資格認定については委任された
認定医資格認定審査会が審議する．

　 3． 委員の任期は認定医制度委員会と認定医資格認定
審査会と同じとする．

第 3条　委員会は，半数以上の委員の出席で会議を開催
する．
　 2． 委員会の議事は，規則で定めるほかは委員長を除

く出席委員の過半数で決する．可否同数のとき
は，委員長の決するところによる．

（指導医認定単位の算定）
第 4条　規則第 6条（2）に定める会員の有無及び会員歴
は，会費の納入年度をもって把握する．
第 5条　規則第 6条（3）に定める認定医の有無及び認定
医歴は，委員会に登録された認定医名簿をもって把握
する．

（申請書類）
第 6条　認定申請書類のうち様式を定めるものは，それ

ぞれの様式に従う．
（指導医認定審査等）
第 7条　規則第 8条に定める審査は，少なくとも年 1回
行う．審査の期日・場所等は開催日より30日以上前に
本人に宛てて文書で通知する．
　 2． 規則第 8条の 2に定める面接審査は，委員会の複

数の委員によって行う．
第 8条　審査の結果は，理事会に報告し承諾を得，結果
決定後 30日以内に本人に宛てて文書で通知する．

第 9条　審査の結果指導医と認められた者は，規則第 9
条に定める手続きを結果決定後 3か月以内に行う．正
当な理由がなく 3か月以内に行われない場合は，認定
を取り消す．

（指導医認定にかかる費用）
第 10条　規則第 7条，第 9条，第 12条に定める費用は，
以下のとおりとする．
　（1）認定審査料 1回 10,000円
　（2）認定登録料（認定証発行を含む）20,000円
　（3）認定更新料（認定証発行を含む）1回 20,000円

（指導医研修会）
第 11条　指導医の研鑚のため，指導医研修会を設ける．
　 2． 指導医は認定期間内において，指導医研修会に 1

回以上参加しなければならない．
（その他）
第 12条　本規則は理事会の決議を経なければ改正また
は廃止することはできない．

 令和 7年 11月 26日一部改正
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一般社団法人日本歯科医療管理学会認定士制度規則

（総則）
第 1条　本制度は，歯科医療に連携する者が，一般社団
法人日本歯科医療管理学会（以下「本学会」という）
の活動のもとに，学会認定士（以下「認定士」という）
として医の資質の向上を図るとともに，社会構造や疾
病構造の変化の中で自らも医療連携者としての役割を
果たすことによって，学会理念の普及と国民に良質な
歯科医療の提供および歯科口腔保健の増進に寄与する
ことを目的とする．
第 2条　前条の目的を達成するため本学会は，認定士を
認定するとともに，本制度の実施に必要な事業を行う．

（認定士の呼称）
第 3条　歯科衛生士および歯科技工士に関しては，専門
教育を受け国家資格を取得していることに鑑み，特に
認定歯科衛生士，認定歯科技工士と呼称する．

（認定士委員会）
第 4条　本学会は，本制度を運営するために認定士委員
会（以下「委員会」という）を設置する．
　 2． 認定士委員会は認定医制度委員会と認定医資格認

定審査会の中に委任設置し，認定士制度に関する
ことは認定医制度委員会に，認定士資格認定につ
いては認定医資格認定審査会が審議する．

　 3． 認定士に関する資格認定に関することは，本規則
以外のことは認定士制度施行規則により定める．

第 5条　委員会は，認定士制度を運営するために次の事
務を行う．
　（1）第 7条に定める認定士の資格条件等を定める
　（2） 認定士申請者（更新の申請も含む）に対して第 7

条及び第 14条に定める審査認定を行う
　（3） 第11条に定める認定士の登録及び認定証の交付を

行う
　（4） 第16条に定める認定士の資格喪失に対する審査と

関連する事項について行う
　（5） その他，認定士制度の運営に必要な事項について

行う
（認定士の資格及び審査）
第 6条　認定士の審査は，試験および申請書類によって
行う．
　 2． 審査の結果，合格した者を認定士と認定し，登録

のうえ認定士認定証を交付する．
第 7条　以下の各号をすべてみたす者は，認定士を申請
できる．
　（1）歯科医療連携に関する国家資格免許を有する者
　（2） 認定士の申請時において，3年以上継続して本学

会会員である者

　（3）別に定める研修実績を有する者
第 8条　認定士の資格を得ようとする者は，本施行規則
第10条に定める認定審査料を添え，次の各号に定める
申請書類を本学会に提出しなければならない．
　（1）認定士申請書
　（2）履歴書
　（3）資格免許証の写し
　（4）第 7条（3）に関する経験を証明する書類
第 9条　認定士の資格申請審査は，第 7条の条件を満た
しているか否かについて書類審査を行う．
　 2． 審査は，委員会委員の過半数が認めた場合に合格

とする．賛否同数の場合は委員長が決する．
第10条　認定士として適格であると認められた者は，本
施行規則第10条に定める認定登録料を添え，学会に登
録及び認定証の交付の申請を行わなければならない．

（認定士の登録，期間，更新）
第11条　認定士認定証の交付申請者には，認定士として
学会に登録のうえ認定士認定証を交付し本学会雑誌に
公告する．
第 12条　認定士の登録期間は，認定した期日から 5年間
とする．
第 13条　登録期間終了後も引き続き認定士を希望する
者は，認定期限までの更新申請期間に本施行規則第 10
条に定める認定更新料を添えて更新の申請を行い，書
類審査を受ける．
　 2． 更新の条件は，第7条の申請の条件と同じとする．
第 14条　書類審査のうえ，第 7条の条件を満たしている
者には更新を認め，第 11条と第 12条と同様に扱う．

（認定士の責務）
第15条　認定士は，本学会に関連する学会や研究会等に
積極的に参加し，本学会の理念に沿って歯科医療につ
いての成果を公表するよう努めなければならない．

（認定士の資格喪失）
第16条　認定士は，次の各号のいずれかに該当するとき
は，社員総会の議を経てその資格を失う．
　（1）本人が資格の辞退を申し出たとき
　（2）国家資格免許を喪失したとき
　（3）学会会員の資格を喪失したとき
　（4）認定士の認定期限が終了したとき
　（5） 学会の理念に反して，認定士として不適当と認め

たとき
第17条　認定士の資格を喪失した者であっても，喪失の
事由が消滅したときは再び認定士の資格を申請するこ
とができる．
第18条　認定士申請会員は，委員会の決定に関する異議
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を理事長に申し立てることができる．
　 2． 理事長は，申し立て内容について理事会で検討の

うえ，当事者に回答を行う．
（補則）
第19条　本規則は，理事会の決議を経なければ改正また
は廃止することはできない．
第 20条　本規則の施行について必要な施行規則は別に
定める．

附則
1． 本規則は，平成 30年 5月 1日から施行する．
2． 本規則の施行にあたり，暫定措置期間及び暫定措置
を次のように定める．

　（1） 平成 33年 4月 30日までの期間を暫定措置期間と
する．

　（2） 暫定措置期間においては，第 7条の（2）に定める
学会員歴が 3年以上なくても，そのほかの資格条　
件を充足している者は認定士の申請ができ，委員
会で審査するものとする．

　（3） 暫定措置期間においては，認定士認定は試験審査
を免除し申請書類審査により行うものとする．

3． 本規則は平成 30年 5月 1日一般社団法人日本歯科医
療管理学会設立に伴い，「日本歯科医療管理学会」を

「一般社団法人日本歯科医療管理学会」と読み替える
ものとする．

 令和元年 7月 13日一部改正
 令和 3年 7月 16日一部改正
 令和 7年 7月 18日一部改正
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一般社団法人日本歯科医療管理学会認定士制度施行規則

（主旨）
第 1条　一般社団法人日本歯科医療管理学会認定士制度
規則（以下「規則」という）の施行にあたって，規則
に定めた事項のほかは一般社団法人日本歯科医療管理
学会認定士制度施行規則にしたがって運営する．

（認定士委員会）
第 2条　認定士委員会（以下「委員会」という）は，認
定医制度委員会と認定医資格認定審査会に委任設置す
る．
　 2． 認定士制度に関することは委任された認定医制度

委員会が，認定士資格認定については委任された
認定医資格認定審査会が審議する．

　 3． 委員の任期は認定医制度委員会と認定医資格認定
審査会と同じとする．

第 3条　委員会は，半数以上の委員の出席で会議を開催
する．
　 2． 委員会の議事は，規則で定めるほかは委員長を除

く出席委員の過半数で決する．可否同数のとき
は，委員長の決するところによる．

（認定士認定単位の算定）
第 4条　規則第 7条（2）に定める会員の有無及び会員歴
は，会費の納入年度をもって把握する．
第 5条　認定士申請者は，申請時までに，次の各号に定
める項目について所定の研修を修めなければならない．
　（1） 本学会の総会・学術大会に 2回以上および地域関

連団体総会・学術大会に 1回以上参加しているこ
と

　（2） 本学会主催の認定医研修会に 2回以上参加してい
ること

（申請書類）
第 6条　認定申請書類のうち様式を定めるものは，それ

ぞれの様式に従う．
（認定士認定審査等）
第 7条　規則第 6条に定める審査は，少なくとも年 1回
行う．
第 8条　審査の結果は，理事会に報告し承諾を得，結果
決定後 30日以内に本人に宛てて文書で通知する．

第 9条　審査の結果，認定士と認められた者は，規則第
10条に定める手続きを結果決定後 3か月以内に行う．
正当な理由がなく 3か月以内に行われない場合は，認
定を取り消す．

（認定士認定にかかる費用）
第 10条　規則第 7条，第 9条，第 12条に定める費用は，
以下のとおりとする．
　（1）認定審査料 1回 5,000円
　（2）認定登録料（認定証発行を含む）5,000円
　（3）認定更新料（認定証発行を含む）1回 5,000円

（その他）
第 11条　本規則は理事会の決議を経なければ改正また
は廃止することはできない．

附則
1． 本施行規則は，平成 30年 5月 1日から施行する．
2． 規則の施行にあたり，規則附則第 2条に定める暫定
措置は，本施行規則にも適用する．

 平成 30年 7月 20日一部改正
 令和元年 7月 13日一部改正
 令和 3 年 7月 16日一部改正
 令和 7 年 7月 18日一部改正
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一般社団法人日本歯科医療管理学会倫理審査委員会規則

（目的）
第 1条　本規則は，一般社団法人日本歯科医療管理学会
（以下，本学会）の会員が行う，人を対象とした医学系
研究において，へルシンキ宣言及び国の定める倫理指
針の趣旨に沿った倫理的配慮を図ることを目的とす
る．

（設置）
第 2条　前条の目的を達成するため，本学会に倫理審査
委員会（以下，委員会）を置く．

（組織）
第 3条　委員会の組織について，委員は以下のように定
める．
　（1）委員長　1名
　（2）副委員長　1名
　（3）本学会会員である開業歯科医　最低 1名
　（4）本学会会員である歯科衛生士　最低 1名
　（5）倫理学・法律学の有識者　1名
　（6）一般の立場の者　1名
2　委員会の委員数は，10名以下とし，男女両性により
構成する．
　なお，委員長，副委員長については，大学等で医学系
研究倫理の研修を定期的に終了している者とする．

3　委員は，理事長が委嘱する．
4　委員の任期は 2年間とする．
　ただし再任は妨げない．委員に欠員が生じた場合は，
これを補充するものとし，その任期は，前任者の残任
期間とする．

5　委員長に事故のあるときは，副委員長がその職務を
代行する．

（運営）
第 4条　委員会の運営にあたっては，以下のように定める．
　（1）委員長は委員会を招集し，その議長となる．
　（2） 委員会は委員の 3分の 2以上が出席し，かつ有識

者あるいは一般の立場の者の委員が少なくとも 1
名が出席しなければ開催できないものとする．

　（3） 審議の結論は，やむを得ない場合を除き，出席委
員の全会一致をもって決定する．

　（4） 審査を行った研究に関する審査資料は，当該研究
の終了について報告される日までの期間（侵襲（軽
微な侵襲を除く．）を伴う研究であって介入を伴
うものに関する審査資料にあっては，当該研究の
終了について報告された日から 5年間を経過した
日までの期間），適切に保管しなければならない．

（審査）
第 5条　本学会会員が医学研究倫理上の判断を必要とす

る研究を行おうとするときは，理事長に研究計画の審
査を申請するものとする．
　理事長は，申請を受理したときは，速やかに委員会に
審査を付託するものとする．

2　次に掲げるいずれかに該当する審査については，委
員会が指名する委員によって迅速審査を行い，審査の
結果は全委員に報告するものとする．
　（1） 他の研究機関と共同して実施される研究であっ

て，すでに共同機関において審査を受けている研
究

　（2）研究計画の軽微な変更
　（3）侵襲および介入を伴わない研究
　（4） 軽微な侵襲を伴う研究であって介入を伴わない研

究
3　小児，障害者等の研究対象者とする研究計画の審査
を行い，意見を述べる際は，これらの者について見識
を有する者に意見を求めなければならない．

4　その他，必要に応じて研究の関係者に対して審査の
対象，内容等について，研究の説明及び同席を認める
ことができ，有識者に対しては意見を求めることがで
きる．

（審査内容）
第 6条　委員会は前条の付託があったときは，速やかに
審査を開始するものとし，特に次の各号に掲げる観点
に留意して，審査を行うものとする．
　（1） 研究の対象となる個人（以下「個人」という．）の

人権及び情報の擁護
　（2）個人に理解を求め同意を得る方法
　（3） 研究によって生ずる個人への不利益ならびに危険

性に対する予測
（判定）
第 7条　審査の判定は，次の各号に掲げるものとする．
　（1）非該当
　（2）承認
　（3）条件付き承認
　（4）変更の勧告
　（5）不承認

（再審査の請求）
第 8条　申請者は，審査の結果に異議があるときは，理
事長に対して再審査を求めることができる．

（情報公開）
第 9条　委員会における情報の公開等について，以下の
ように定める．
　（1） 委員会の審査結果および決定の公開を原則とす

る．
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　（2） 個人のプライバシーや研究の独自性，知的財産権
等を保持するため，過半数の委員が必要と認めた
ときは，これを非公開とすることができる．

（守秘義務）
第 10条　委員及び委員であった者は，正当な理由があ
る場合でなければ，その知り得た秘密を，他に漏らし
てはならない．

（申請手続き）
第 11条　倫理審査の申請手続きに関し，以下のように
定める．
　（1） 委員会での審議を希望する者は，所定の倫理審査

申請書に必要事項を記載し，理事長に提出しなけ
ればならない．

　（2） 理事長は申請事項を委員会に諮問し，委員会は審
議を行う．

　（3）委員長は，審議の結果を理事長に答申する．
　（4） 理事長は，所定の審査結果通知書により，申請者

に通知する．
　（5） 前項の通知をするにあたって，条件付き承認，変

更の勧告あるいは不承認のいずれかである場合に
は，その条件または変更内容，不承認の理由等を
記載しなければならない．

（補則）
第 12条　申請者は委員会に出席し，申請内容を説明す
るとともに，意見を述べることができる．
第 13条　本規程に定めるもののほか，この規程の実施
に当たって必要な事項は，委員会が別に定める．

（本規則の改廃）
第14条　本規則は，理事会の決議を経なければ改正また
は廃止することはできない．

附則
　 1．本規則は，平成 28年 7月 16日から施行する．
　 2． 本規則は平成 30年 5月 1日一般社団法人日本歯

科医療管理学会設立に伴い，「日本歯科医療管理
学会」を「一般社団法人日本歯科医療管理学会」
と読み替えるものとする．

　 3．本規則は令和 3年 7月 16日一部改正する．
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一般社団法人日本歯科医療管理学会雑誌投稿規則

　1．一般社団法人日本歯科医療管理学会雑誌に掲載する総
説，論壇，原著，短報，視点，臨床の投稿については，
下記のように規定する．

　 1 ）総説
　　　 歯科医療管理に関する研究や調査についての総括およ

び解説を内容とする．
　 2 ）論壇
　　　 意見を述べ，論議を戦わせるための一石を投じるよう

な内容とする．
　 3 ）原著
　　　 歯科医療管理に関する独創的な研究および科学的で客

観的に結論が得られ，歯科保健医療に寄与するもの．
　 4 ）短報
　　　 独創的な研究および科学的な観察を簡潔にまとめたも

の．
　 5 ）視点
　　　 事例，臨床手法の改良・提言，実践的な活動，調査報

告および新しい動向などを整理した内容のもの．
　　　 ただし，原則として総説の投稿は編集委員会から依頼

することとする．希望する論文の分類を記入するこ
と．

　 6 ）臨床
　　　 歯科医療管理学的な観点による，症例報告，臨床統計，

臨床技術の創意工夫，調査研究などの投稿を「臨床」
論文とする．必要な病態写真を添え，症例報告に限っ
ては結語を省略することを可とする．

　2．投稿は，本会の会員で会費納入者に限るものであって，
共著者が本会会員でない場合は，その氏名は本会雑誌に
は発表できない．また論文は，本誌の目的に適し，他に
未発表のものに限る（二重投稿の厳禁）．

　3．投稿原稿については複数の査読者の意見をもとに編集委
員会で検討し，その採否を決定する．また，体裁の統一
は編集委員会に一任される．

　4．原著の同一著者による投稿は 1号に 1編とする．原著と
依頼稿など種別の違う場合は，この限りでない．

　5．論文の掲載頁（1頁は 800字詰の原稿で約 3枚に相当す
る），掲載料は下記のとおりとする．

　　 超過頁分については著者負担（頁数×9,200円）とする．
総説以外の図・写真の図版製作費（本雑誌に適した図の
トレース代を含む），カラー印刷費，および英文添削代は
全頁を通じて著者負担とする．

　6．投稿原稿には必ず最新の論文投稿票・承諾書を添付する．
　7．別刷の実費は著者負担．費用は表紙 5,000円，一部 100
円で 50部以上とする．希望部数を投稿票に記入するこ
と．

　8．著者校正は原則として，初校にて 1回とする．その際組
版面積に影響するような，加筆，変更，追加，削除は固
くお断りする．校正の送付先を投稿票に明記し，期日厳
守のこと．

　9．投稿原稿にはコピーを 2部添付し，本会に 3部提出する．
なお掲載された原稿は返却しない．

10．原著論文は，緒言，材料および方法，結果，考察，結論，
文献，和文概要，英文抄録（Abstract 200語以内，英文
抄録の日本語対訳を付けること），および著者への連絡
先を書く．なお，題名，著者名，共著者名，所属機関名，
指導者または主任の氏名と職名，3～5語程度のキー・
ワードを和文と英文で入れる．

11．総説，論壇，短報および視点には題名，著者名，共著者
名，所属機関名，指導者または主任の氏名と職名を和文
と英文で入れる．和文概要と英文抄録は不要．キー・
ワードは和文のみ入れる．

12．原稿は，口語体，新かなづかい，横書きとし，A4判用紙
でワープロソフトを使用のこと．その際，25字×32行

（10.5ポイント）を 1枚とする．また，ページごとに行
番号を記載する．外国語は原綴りとし，ダブルスペース
で活字体，タイプライター，ワープロソフトを使用のこ
と．

13．文献は引用順に本文中に番号をつけ（例えば村瀬30）のよ
うに），次の順に記載する．

（例）＜雑誌の場合＞
　 1 ） 大塚博壽，増田勝美，大西陽一郎：歯科医療管理学の

範疇を求めて―特に過去 10年間・1,569編の文献の示
す意義について―，日歯医療管理誌，24：79～83，1990．

　 2 ） Garner, L.　D.：Tongue posture in normal occlusions, J. 
Dent. Res., 41：771～778, 1962.

　　＜単行本の場合＞
　 3 ） 総山孝雄：歯科医療管理学入門，第 1版，p.　95～120，

医歯薬出版，東京，1993．
　 4 ） Thoma, K.　H.：Oral Pathology, 3rd ed., p.　123～140, 

Mosby, St. Louis, 1950.
　　＜分担執筆による単行本の場合＞
　 5 ） 川口陽子：集団への口腔ヘルスケアとコミュニケー

ション，石川達也，高江洲義矩，中村譲治，深井穫博，
編：かかりつけ歯科医のための新しいコミュニケー
ション技法，第 1版，p.　224～240，医歯薬出版，東京，
2000．

　 6 ） Torneck, C.　D.：Dentin‒pulp complex, Ten Cate, A.　R., 
ed.：Oral histology, 5th ed., p.　150～196, Mosby, St. 
Louis, 1998.

掲載頁，掲載料＊

総　説 　8頁以内（図，表 6個以内）
＊学会負担（別刷 30部贈呈）

論　壇 　8頁以内　＊2頁まで学会負担
原　著 16頁以内　＊2頁まで学会負担
短　報 　3頁以内　＊2頁まで学会負担
視　点 　8頁以内　＊2頁まで学会負担
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　　＜翻訳書の場合＞
　 7 ） Martin, D.　W., Mayers, P.　A. and Rodwell, V.　W.（上代

淑人，監訳）：ハーパー・生化学，第 24版，p.　402～
405，丸善，東京，1997．

　　＜オンラインジャーナルの場合＞
　　　 号や頁が与えられていないものは，DOI（Digital Ob- 

ject Identifier）が付与されている場合は明記するこ
と．

　 8 ） O’Mahony, S., Rose, S.　L., Chilvers, A.　J., Ballinger, J.　
R., Solanki, C.　K., Barber, R.　W., Mortimer, P.　S., 
Purushotham, A.　D., Peters, A.　M.：Finding an opti-
mal method for imaging lymphatic vessels of the 
upper limb, Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging, 2004. 
doi：10.1007/s00259-003-1399-3

14．数字はアラビア数字で，単位記号は国際単位系（SI）を
用いる．（例）m，cm，mm，μm，cm3，l，ml，kg，g，
mg，℃など．

15．図，表，および説明は日本語を使用する．挿入箇所を本文
右側欄外に朱書する．トレース希望の場合は鉛筆書きで
よい（ただし明瞭に）．不鮮明な図は編集委員会でトレー
スにまわす（有料）．

16．投稿原稿に加え，これと同一内容を記録した電子記録媒
体を添付すること．この場合は，印字された原稿をオリ
ジナル原稿として取り扱い，電子記録媒体は印刷所にお
ける組版の補助として使用する．

17．投稿規則に合致しない原稿は，返却のうえご訂正願うこ
とがある．編集委員会からの依頼原稿は別規定による．

18．本規則以外の事項と規定の変更は編集委員会で決定す
る．

19．本誌掲載の著作物の著作権は本学会に帰属するものとす
る．

20．疫学研究，臨床研究および動物実験に関しては，倫理審
査委員会等による審査を受け，投稿原稿の「材料と方法」
の項にその旨を記載する．承認した倫理審査委員会の名
称および承認番号を記載する．

21．利益相反に関する言及が必要な場合は，謝辞に記載する．
22．原稿の送付先は下記のとおりとする．投稿論文在中と朱
書すること．

　　〒 170‒0003　東京都豊島区駒込 1‒43‒9
　　一般財団法人口腔保健協会内
　　一般社団法人日本歯科医療管理学会編集委員会
　　Tel：03‒3947‒8894　Fax：03‒3947‒8073
附則
　1．本規則は理事会の決議を経なければ改正または廃止する
ことはできない．

　2．本規則は第 45巻第 1号から適用する．
　3．本規則は平成 30年 5月 1日一般社団法人日本歯科医療

管理学会設立に伴い，「日本歯科医療管理学会」を「一般
社団法人日本歯科医療管理学会」と読み替えるものとす
る．

　4．本規則は，令和元年 5月 27日一部改正する．
　5．本規則は，令和 2年 6月 11日一部改正する．
　6．本規則は，令和 3年 7月 16日一部改正する．

電子記録媒体（CD‒R，USBメモリ等）の添付について

　1．テキストファイルへの変換について
　原稿は，マッキントッシュあるいはWindowsのWord
ファイルで保存して下さい．
　2．入力の際のお願い
　原稿は表紙，和文概要，索引用語，本文，文献，著者への
連絡先，英文抄録，Key words，日本語対訳，付図説明の順に
保存して下さい．なお，入力にあたり数字，欧文はすべて半
角で入力して下さい．また，欧文における単語間は半角にし

て下さい．改行マークは段落の最後にのみ入力して下さい．
　3．ラベルの貼付
　投稿者の氏名，所属，論文タイトルを明記したラベルを貼
付願います．
　4．バックアップ
　郵送時の不測の事故で，内容を消失する事態がないとは言
い切れませんので，投稿前に必ずバックアップをお願い申し
上げます．

　一般社団法人日本歯科医療管理学会では，複写複製および AI利用に係る著作権を学術著作権協会に委託していま
す．当該利用をご希望の方は，学術著作権協会（https://www.jaacc.org/）が提供している複製利用許諾システムを
通じて申請ください．
　
Japanese Society of Dental Practice Administration authorized Japan Academic Association For Copyright Clearance

（JAC）to license our reproduction rights and AI ML right of copyrighted works. If you wish to obtain permissions of 
these rights in the countries or regions outside Japan, please refer to the homepage of JAC（http://www.jaacc.org/
en/）and confirm appropriate organizations to request permission.

複写をご希望の方へ
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▶本号には，原著論文が 2編掲載されております．1本
目は COVID‒19流行が歯磨剤，歯ブラシの購入および歯
科受診に及ぼした影響ということで，5類感染症に移行
する前後を分析されています．また 2本目では都道府県
単位の医療費データベースを用いた歯科診療医療費の長
期的分析のなかで歯科疾患の重症化予防に焦点を当てた
提供体制への変化を示唆されていますが，やはり
COVID‒19流行が与えた影響についても触れておりま
す．考えてみれば，新型コロナウイルス感染症の世界的
大流行は，スペイン風邪を再登場させ，疫学的調査とい
うマニアックな言葉が登場し，感染者数と死亡者数が連
日のように報道され，飲食店は営業自粛，国民の多くは
外出自粛，そしてワクチン接種に必死になっていたこ
と，診療用マスク，消毒用アルコールの入手が絶望的と
なり歯科診療所も閉めざるをえなかったなど，本当に
色々なことがありました．とにかく大変なことを経験し
たわけですが，今回掲載の論文をお読みいただければ，
どれだけの影響を受けたのか，お読み取りいただけると
思います．
▶そして2026年，中東から石油が輸入されないことでこ
れからどのようなことが歯科領域に影響を及ぼすのか，

いずれ検証されることと思います．
▶この数年は AIが恐ろしいほどのスピードで社会イン
フラ，経済，政治，教育，防衛そのほかすべての事象に
おいて強烈なインパクトを与えて世の中に浸潤してきて
います．浸潤という言葉は私が心配性だから使うのです
が，史上最強の兵器になるのではないかということです．
▶ミサイル，戦闘機，空母など開発して製造するのは莫
大な費用がかかるでしょう．しかし，攻撃性の高い AI
を作成することは，ハッカー集団からすれば案外容易で
す．まして国家が絡めば超強力な兵器になるでしょう．
その効果は長距離弾道ミサイルや核爆弾を開発し軍人を
養成することよりはるかに低コストで短時間に，しかも
小さな部屋の中でできるでしょう．渋谷から仮想通貨
470億円が盗まれた事件は未解決ですが，2014年の事件
です．12年前にあんなことができたわけですから，今や
AIがどんなことでもできそうです．
▶実は歯科医療管理も AIがことごとく解決してくれそ
うに思います．しかし，その基となる学術論文は私たち
の努力で作らなければなりません．会員の皆さんからの
投稿をお待ちしています．
 （福澤洋一　記）

記後集編

　日本歯科医療管理学会雑誌発行日程表
　ただし 1号は講演抄録も掲載します．

巻　号 原稿締切日 編集委員会 発行予定日

1号  1月末日  2月中旬  5月 25日
2号  4月末日  5月中旬  8月 25日
3号  7月末日  8月中旬 11月 25日
4号 10月末日 11月中旬  2月 25日

　　　　　（必　着）
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　日本歯科医療管理学会賛助会員
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日本歯科医療管理学会雑誌 論文投稿票

�．論文の分類（マークして下さい)

□総説 □論壇 □原著 □短報 □視点 □臨床

�．論文タイトル

�．著者名（会員番号），共著者名（会員番号）

�．所属機関，指導者または主任の氏名と職名

�．原稿の構成

・本文（表紙，英文抄録，本文，文献を含む） 枚

・付図 枚 付表 枚 付図説明 枚 CD等 有・無

�．別刷希望部数 部（50 部以上)

�．連絡先（投稿・校正責任者)

（氏名)

（住所）〒

電話 Fax E-mail

�．備考，連絡事項

（裏面にチェックリストがあります)

承 諾 書

日本歯科医療管理学会 殿

年 月 日

下記に署名・捺印した著者は下記の表題の投稿原稿が「日本歯科医療管理学会雑誌」に掲載された

際には，同誌の投稿規程により，著作権を貴学会に帰属することを承諾致します．

・論文タイトル

・著者（全員） 印 印

印 印

印 印

印 印



貴稿が日本歯科医療管理学会雑誌の投稿規則に沿ったものであるかを必ず確認し，下記

事項について，著者がチェック欄にチェック（✓印）してください．

著者
チェック

編集委員会
チェック

□ 本誌最新号に綴じ込みの投稿票・承諾書をお使いですか □□

□ 著者はすべて本学会会員ですか □□

□ 承諾書には著者全員が署名，捺印してありますか □□

□ 原稿は A4判 800字（25字×32 行）詰，10.5 ポイントで，口語体，新か

なづかい，横書きですか．またページごとに行番号を記載してあります

か

□□

□ 原著論文は，緒言，材料および方法，結果，考察，結論，文献，和文概要，

英文抄録（Abstract 200語以内，英文抄録の日本語対訳付），および著者

への連絡先の順に記載されていますか

□□

□ 原著論文は題名，著者名，共著者名，所属機関名，指導者または主任の氏

名と職名，3〜5語程度のキー・ワードを和文と英文で記入してあります

か

□□

□ 総説，論壇，短報，視点および臨床には題名，著者名，共著者名，所属

機関名，指導者または主任の氏名と職名を和文と英文で入れてあります

か．また和文のキー・ワードを入れてありますか

□□

□ 文献は所定の書き方で，引用順となっていますか □□

□ 図，表は本文末にまとめ，挿入箇所を本文右側欄外に朱書してあります

か

□□

□ カラー写真にはカラー，モノクロ印刷の指定がされていますか □□

□ 原稿には通しページ番号が記載されていますか □□

□ 原稿はオリジナル 1部，コピー 2部の計 3部が用意してありますか □□

□ 個人を特定できないような配慮をしましたか □□

□ 投稿に際しての研究倫理に関する事項を確認しましたか □□

□ 利益相反に関する言及が必要な場合は謝辞に記載しましたか □□
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�一般社団法人日本歯科医療管理学会とは　…
　近年の歯科医療を取り巻く環境は，より高度な専門性が求められると同時に社会の動向に合わせた国民目線が求
められる時代になってまいりました．歯科医療管理学は実際に診療を行うにあたって，いかにして学問を臨床に応
用するかを考究することを目的とし，時代の要求から，従来の診療室のみにとどまらず社会のなかでの歯科のあり
方を考察する社会歯科学の一翼を担う学問といえます．
　日本歯科医療管理学会は，日本歯科医学会 23専門分科会のなかで，歯科医療管理学としての学問を具現化し，国
民が求めている安全・安心・信頼の歯科医療を研究・研修する学会です．近年の我が国は，超高齢社会の進行，う
蝕減少等による疾病構造の変化，ICTの利活用による医療・保健・福祉分野の情報促進，国民の医療への意識の変
化等，歯科界を取り巻く環境は大きく変化してまいりました．
　超高齢社会が進行する今日，国民のニーズに応えるためには，地域住民を主体とした各関係機関との連携強化，
医科医療機関，行政各関連機関及び地域包括支援センター等との連携を含めた地域包括ケアシステム（地域完結型
医療）の構築等，新たな歯科医療の提供体制が必要となってきています．このような社会情勢のなか，日本歯科医
療管理学会は「医療安全」と「地域連携」を活動方針の二本柱として学会運営を行っています．
　「地域包括ケアシステム」を推進するにあたり，「新しいかかりつけ歯科医のあり方」という視点で，妊婦から乳
幼児，小児，成人，高齢者，障害者，在宅から終末期まで，医科の基礎疾患をお持ちの方や診療所に来院できない
人も含めた地域住民のライフステージのなかで，地域住民が健康に過ごすために，いかにしてかかりつけ歯科医と
して地域の人々と向き合っていけるか，日本歯科医療管理学会は，かかりつけ歯科医がどのように地域包括ケアシ
ステムと親密に関わりを持つかを探究する学会でもあります．
　日本歯科医療管理学会は，「医療安全」と「地域連携」を柱に「かかりつけ歯科医機能」を充実させるための研修
会を行い，地域包括ケアシステムを推進してまいります．

�設　立　は　…
　1958（昭和 33）年に学会設立に向けての世話人会が発足し，1960（昭和 35）年に設立総会が開催され，1974（昭
和 49）年から日本歯科医学会専門分科会の 1分科会として活動しています．なお 2018（平成 30）年 5月 1日より法
人格を有する一般社団法人日本歯科医療管理学会に移行しました．

�地域関連団体は　…
　北海道，東北，関東甲信越，東海，近畿北陸，中国，四国，九州の 8団体で活動しています．令和 7年 5月 1日
現在，合計で約 1,000名の会員が各地域関連団体に所属しています．このうち，開業歯科医がほぼ 7割をしめてい
ることから，8団体での都道府県歯科医師会の医療管理関連部門と連携を図り，歯科医療の質向上を目指していま
す．

�本学会の活動は　…
①　総会・学術大会
　 　毎年，原則として 6月末～7月初旬の土日に，2日間にわたり開催しています（令和 9年度は広島の予定）．歯
科医師に加えて歯科衛生士，歯科技工士等のコ・デンタルスタッフを対象に，特別講演，シンポジウム，生涯研
修セミナーなどで時代の情勢を学び，さらに一般口演，ポスター発表などで，会員の日常の臨床や研究成果を発
表する機会を提供しています．また，歯科医師会団体会員の発表の場にもなっています．

②　地域関連団体総会・学術大会
　 　都道府県歯科医師会と連携をとりながら，各地方会で特別講演，シンポジウムをはじめ，会員の一般口演等を
実施しています．

③　日本歯科医療管理学会雑誌（年 4回発行）
　 　総説，原著論文，学術大会の抄録，地域関連団体学術大会の報告のほか，日常臨床のヒントを紹介する視点な
どの情報を提供しています．

日本歯科医学会専門分科会
一般社団法人日本歯科医療管理学会入会のご案内

学際的分野での活動に参加しませんか



④　共催フォーラム
　 　他学会や団体と共催で，フォーラムを開催します．平成 24年度は日本医用歯科機器学会と共催で平成 25年 3
月 9日（土）に，東京医科歯科大学において「安全・安心な歯科医療提供を考えた医療機器の取り扱いとメンテ
ナンス」をテーマとしたフォーラムを開催しました．平成 25年度は，平成 26年 3月 15日（土）に日本歯科医学
教育学会とのシンポジウム「歯科医療における専門医制度を考える」を開催しました．

⑤　学会ホームページからの情報発信
　 　本学会ではホームページで，総会・学術大会，地域関連団体総会・学術大会の開催スケジュールをはじめ，広
く歯科保健医療の質向上にかかわる情報を提供しています．

�日本歯科医療管理学会認定医制度　…
　認定医制度が平成 24年 4月から発足しました．認定医を申請するためには，次の資格要件が必要です．
・日本国の歯科医師免許を有すること
・歯科医師免許登録後，5年以上継続して本学会会員であること
・別に定める研修実績を有すること
　（認定医取得のメリット）

①　 歯科医療管理学をある程度修得した証になります．
②　 現在国民が求めている安全・安心・信頼の歯科医療を提供している歯科医師であるということを本学会が認定す
る認定医制度なので，患者に対していわゆる患者のニーズに対応した歯科医師がいる医療機関であることをア
ピールできます．

③　 学会活動（発表等）に参加する目標や励みになります（認定医取得の単位が認定されます）．関連事項として，
「学会賞」が創設され，学会誌に掲載された論文を審査し，優秀者を表彰します．

④　 認定医は，本学会の HPに掲載します．また，「全国名医」等の各雑誌社からの問い合わせに本学会の認定医を
紹介します（ただし，個人情報になるので登録するときにオープンに対する賛否を聞いて対応します）．

�日本歯科医療管理学会認定士制度　…
　認定士制度は平成 30年 5月より発足しました．認定士を申請するためには，次の資格要件が必要です．
・歯科医療連携に関する国家資格免許を有する者
・ 認定士の申請時において，3年以上継続して本学会会員であること（令和 3年までは暫定期間を設定してありま
すので学会歴が 3年以上なくても申請できます）
・ 別に定める研修実績を有すること
　（認定士取得のメリット）

①　 国民から望まれている歯科医療に必要な医療安全や多職種間における医療連携などの歯科医療管理の基本的な
知識を習得したことの証となります．

②　 本学会が認定することにより安全・安心・信頼の歯科医療を提供している認定士がいる医療機関であることをア
ピールできます．

③　 学会活動（発表等）に参加する目標や励みになります（認定士取得の単位が認定されます）．また，本学会認定
医と共同の学会活動がスムーズになります．

�入会のお申込みは　…
①　会員の種別には，
　　個人会員　（入会金　3,000円，年会費（歯科医師）12,000円／年会費（歯科医師以外）10,000円）と
　　団体会員　（ 入会金　6,000円，年会費　24,000円：3名分までを登録でき，そのうち 1名を代表者とし，当該団体

の変更届により適時変更できます）があります．
②　入会申込書，年会費自動引落の依頼文書は，以下の学会事務局へご請求ください．

一般社団法人　日本歯科医療管理学会
〒 170‒0003　東京都豊島区駒込 1‒43‒9　一般財団法人　口 腔 保 健 協 会 内
TEL（03）3947‒8891（代）　FAX（03）3947‒8341
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〒533-0031　大阪府大阪市東淀川区西淡路 3-15-46
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0000019313- 捨てない片づけ術 _A4 変 _1c

■ A4判変／108頁／カラー 
■ 定価 7,700円（本体 7,000円＋税10％） 
■ ISBN978-4-263-44756-7　
■ 注文コード：447560

（本書「はじめに」より）

・ 安定的な売上を上げるという経営の課題，チームワークをよくしたい，離職を防ぎ
たいなどの人の課題，これらを急務な課題として取り組んでいる歯科医院も多いと
思います（…）しかし，医院の環境整備には明確な手順とゴールがあり，実践する
ことで，整った医院環境は確実に手に入れられます．さらに整った環境下で取り組
む多くの課題は，散らかった環境で取り組むよりも解決しやすくなります．

・ 「散らかった歯科医院を片づけたい」「何度片づけをしてもすぐに散らかってしまう」
「片づけの手順がわからない」「他院でみた同じ収納用品を揃えてみたけれど何か違
う」　･･････本書は，そんな悩みをもつ歯科医院のための片づけ手順の本です！

第 1 章 なぜ歯科医院の片づけがうまくいかないのか？

第 2 章 人手不足をカバーする環境整備という選択

第 3 章 捨てない片づけ　職場環境デザインメソッド
 －片づけの基本的な考え方

第 4 章 歯科医院の片づけ手順
 －カテゴライズ・ゾーニング・ラベリングで整える環境整備メソッド

第 5 章 維持定着のための手順
 －綺麗が当たり前の院内文化のつくり方

〒113-8612 東京都文京区本駒込1-7-10　TEL03-5395-7630　FAX03-5395-7633　https://www.ishiyaku.co.jp/
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